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は　し　が　き

　この環境白書は、福井県環境基本条例第12条の規定に基づき、
県民に環境の状況、環境の保全に関する施策の実施状況等を明
らかにするものです。

（参考）　福井県環境基本条例
　　　　　　（環境白書）
　　　　第 �12 条　知事は、県民に環境の状況、環境の保全に関する

施策の実施状況等を明らかにするため、福井県環境白書
を毎年作成し、公表しなければならない。
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特　集
１　カーボンニュートラルの推進

（１）カーボンニュートラルに向けた福井県の取組み� 【エネルギー課】
◆地球温暖化による影響
　近年、記録的な猛暑や集中豪雨などの気象災害が全国各地で発生しています。令和７年においても、７月に
は県内に 10 か所ある気温の観測地点全てで月平均気温が観測史上最高温度を記録したほか、全国的にも、夏
（６～８月）の平均気温は、1898 年の統計開始以降最も高くなりました。今夏の異常な高温は、気象庁等の分
析によれば、地球温暖化がなければ、ほぼ発生し得ないものだったことが示されています。
　このまま地球温暖化が進むと、今世紀末には年平均気温が４．４度上昇すると予想されており（出典：気象庁）、
災害発生のリスクが高まるだけでなく、自然
生態系や産業・経済活動へのさらなる影響が
懸念されます。
　地球温暖化を抑制するためには、温室効果
ガスの排出量と森林などによる吸収量を同じ
にして、温室効果ガスの排出を全体としてゼ
ロにする「カーボンニュートラル」の取組み
が必要です。

◆「オール福井」で進める脱炭素化
〔福井県の目標〕
　県では、令和２年７月に策定した「福井県長期ビジョン」において、国に先駆けて
2050 年の二酸化炭素排出実質ゼロ（カーボンニュートラル）を目指すことを宣言しま
した。また、令和５年３月に改定した「福井県環境基本計画」では、2030 年度の温室
効果ガス排出量を、2013 年度から 49％削減することを目標に設定しました。

〔カーボンニュートラル福井コンソーシアム〕
　この目標を達成するためには、あらゆる主体が自分事として脱炭素社会を実現するこ
との必要性を認識し、県民や事業者、行政が一体となった取組みを着実に実施していく
必要があります。
　このため、県では、令和５年 11 月、行政と産業界、学術機関、金融機関などで構成
する「カーボンニュートラル福井コンソーシアム」を立ち上げ
ました。年１回、参画団体の代表者が一堂に会する「全体会議」
を開催しており、令和７年度は８月に開催しました。会議では、
脱炭素に向けた国内外の動向や本県における取組み状況および
課題について共有したほか、今後の方針として、脱炭素による
価値づくりの実践・見える化や、産学官金民連携による脱炭素
モデルの創出・拡大など、カーボンニュートラル実現に向けて
機運を高めながら、弛むことなく施策を推進することを確認し
ました。
　また、カーボンニュートラル福井コンソーシアムでは、「全

福井県環境基本計画

カーボンニュートラルとは
（出典：環境省「脱炭素ポータル」）

カーボンニュートラル福井コンソーシアム
全体会議（R7.8）
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体会議」とあわせて、実務担当者による「オープンフォーラム」を開催し、勉強会などを通じて、現場での課
題解決やネットワーク構築を進めています。令和７年度は、脱炭素経営やＪ－クレジットに関するセミナー、
先進企業による事例発表などを開催し、延べ 600 名以上の方に参加いただきました。

〔カーボンニュートラル県・市町連携会議、カーボンニュートラル推進本部〕
　県と市町の連携をさらに深めるための「福井県カーボンニュートラ
ル県・市町連携会議」や、県庁内の取組みを推進するための「福井県
カーボンニュートラル推進本部」についても、コンソーシアムと同じ
く令和５年度に設置しています。
　「福井県カーボンニュートラル県・市町連携会議」については、令
和７年度の第１回会議を６月に池田町で開催しました。５月に環境省
から選定された池田町の脱炭素先行地域の取組みを紹介いただいたほ
か、令和６年度に完成した水海川水力発電所を視察しました。なお、
こうした市町との連携促進を通じて、令和７年度には、坂井市が環境
省の重点対策加速化事業に採択されています。
　また、知事を本部長とする「福井県カーボンニュートラル推進本部」については、10 月に推進本部会議を
開催し、県公用車の次世代自動車化など脱炭素に向けた取組みを全庁で推進する方針を確認しました。
　この「コンソーシアム」、「県・市町連携会議」、「推進本部」の３つの組織を相互に連携させることにより、
引き続き、「オール福井」でカーボンニュートラルの実現に取り組んでいきます。

◆福井県の施策
　「福井県環境基本計画」では、2030 年度の温室効果ガス排出量 49％削減（2013 年度比）に向けて、家庭・運輸・
産業・業務など、それぞれの部門毎に削減目標を定め、「エネルギー源の転換（化石燃料から非化石燃料への
切り替え）」と「省エネの推進」の２本柱で対策を進めています。
　例えば、県では、「エネルギー源の転換」として、ガソリン車から次世代自動車（ＥＶ・ＰＨＶ・ＦＣＶ）
への転換支援や普及啓発、工場等における太陽光発電および蓄電池の導入支
援を行っています。また、「省エネの推進」として、省エネ家電への買替促
進や企業の省エネ設備の導入支援などを行っています。
　併せて、地域の脱炭素を進めていくためには、県庁自らが率先して取り組
むことも重要です。例えば、県有施設のＬＥＤ化については、国の目標を３
年前倒しして、2027 年度までのＬＥＤ化率 100％を目指すこととしています。
また、このＬＥＤ化による削減効果を活かし、市町等と連携したＪ―クレ
ジットの創出も進めていく予定です。
　県の公用車については、10 月に開催した福井県カーボンニュートラル推
進本部会議において、2035 年度までに代替可能な車両がない場合などを除
き、全ての公用車を次世代自動車とする新たな目標を設定し、全庁的に導入
を促進していくことを確認しました。引き続き、全県的に脱炭素化が進むよ
う、県庁自ら率先して取組んでいきます。

EV 普及啓発パンフレット

県・市町連携会議
（R7.6 水海川水力発電所視察）
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（２）ごみ減量に向けた「３きり」「分別」の推進� 【循環社会推進課】
◆「やってみよう！いざ！ごみ減量チャレンジ」について
　本県では、年間約 22 万９千トン、１人１日あたり 830g のごみを排出しています。１人１日あたりのごみ
排出量の全国平均は 821g で、県民１人あたりが全国平均より１日に９ｇ、１年間で３㎏以上のごみを多く出
していることになります。※令和５年度環境省一般廃棄物処理実態調査結果を参考にしています。

　ごみ処理には、収集運搬、焼却、埋立などに多額の
費用がかかるだけでなく、多くのエネルギーを使い二
酸化炭素（CO2）を排出します。ごみの減量は、家庭
においてごみ出しが楽になる、ごみ袋の節約になるほ
か、環境負荷の軽減によりカーボンニュートラルの実
現に向けても効果があります。
　本県のごみには、食品ロスや調理くずなどの食品廃
棄物が全体の３割以上、新聞・雑がみなどのリサイク
ル可能な紙類が１割以上を占めています。また、可燃
ごみの中に多くのプラスチック類が含まれており、全
体の１割を占めています。
　これらのごみは生活の中でのひと工夫で減量できる
ことから、県では令和６年度から、「やってみよう！
いざ！ごみ減量チャレンジ」として、県独自のキャラ
クターとともに食品廃棄物を減らすための「３きり（生

ごみの水切り、料理の食べきり、食材の使いきり）」、紙やプラスチック類の「分別」の実践を、テレビ CM、
新聞・雑誌広告、WEB・SNS 広告等、多くのマスメディアを活用しながら県民に広く啓発しています。
　令和６年度に福井県が実施したアンケートでは、「３きり」「分別」を実践するためには家族の協力が必要、
という回答が多くあったことから、令和７年度は、家族で減量
に取り組んでもらうことで、１人１日あたりのごみ排出量を全
国平均よりも少なくすることを目指す「家族で１週間 -300 ｇ
チャレンジ」と銘打ったキャンペーンを実施しました。
　ペットボトルを使った生ごみの水切り、野菜の皮など食材を
有効に使う食べきりレシピ、空き箱やチラシなど雑がみの分別
など、簡単にできる取組みやコツ、具体的な削減量の例を紹介
することで、「３きり」「分別」を実践するきっかけづくりをし
ています。
　ごみの減量には一人ひとりの心がけが大切です。３つの「き
り」と紙やプラスチック類の正しい分別を毎日の習慣にするこ
とで、家庭のごみは減らすことができます。

種類別排出状況（『令和3年３月策定』福井県廃棄物処理計画より）

ごみ減量チャレンジホームページ
取組み事例紹介
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（３） ふるさと環境フェア 2025� 【環境政策課】
◆「ふるさと環境フェア」について
　県では、県民が福井の豊かな自然環境を守り育てる大切さを考える機会を提供するため、環境ふくい推進協
議会と連携して、「ふるさと環境フェア」（以下、「環境フェア」という。）を平成 21 年度から開催しています。
　11 回目となる今回は、令和７年９月 27 日（土）に、「未来へつなげるふくいの環（わ）～『デコ活ふくい』
でカーボンニュートラルな未来へ！～」をテーマに掲げ、初めて福井駅前の「ハピテラス」および「ＡＯＳＳ
Ａアトリウム」で開催しました。アクセスしやすい駅前立地で、多くの県民が気軽に参加できるイベントとな
り、当日は約 4,000 人の方にご来場いただきました。

◆テーマに込めた思い
　2050 年のカーボンニュートラル実現には、社会全体の取組みに加え、一人ひとりの行動変容が不可欠です。
しかし、「デコ活」や「カーボンニュートラル」という言葉は、重要なキーワードであるにもかかわらず、依然
として認知度が低い状況にあります。そこで、今回の環境フェアでは、この 2 つの言葉を自然に理解できる
ようテーマに掲げるとともに、体験型ブースやクイズ、ステージイベントなど、楽しみながら理解を深めら
れる仕掛けを多数用意しました。

◆開催内容
①出展ブース
　ハピテラスとＡＯＳＳＡアトリウムには、合計 34 の体験・展示ブースが並び、会場は終日にぎわいました。
坂井市の高校生グループ「サステな美術館」によるビーチグラスを使ったワークショップでは、子ども達が楽
しみながら海洋ごみや環境保全について学びました。さらに、ソーラートレインによる発電体験や自然素材を
使った雑貨づくりなど、各ブースが工夫を凝らし、環境保全に関する取組みを分かりやすく紹介しました。

木やビーチグラスを使ったワークショップで来場者が体験する様子

中村副知事あいさつ 環境フェア会場２階からの風景
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②ステージイベント
ア　カイリューグリーティング
　ふくい応援ポケモン「カイリュー」と写真撮影ができるグリーティングイベントでは、子どもから大人まで
多くの来場者がカイリューとの触れ合いを楽しみました。

イ　さくらいとと学ぶデコ活～クイズ大会～
　さくらいとの皆さんと一緒に、「デコ活って何？」「どんな行動が環境を守ることにつながるのか？」など、
クイズ大会を通して楽しく学びました。優勝者には、賞品として福井県恐竜博物館のチケットが贈られました。

ウ　エコサイエンスマジックショー
　キャラメルマシーンのお二人による「エコサイエンスマジックショー」では、地球や環境、エネルギーといっ
たテーマを、驚きのマジックと軽妙な掛け合いで楽しく学びました。会場は子どもたちの笑い声で溢れ、大変
盛り上がりました。

エ　坂井市まちづくりカレッジ高校生発表
　「坂井市まちづくりカレッジ環境グループ」の高校生から、地域での環境活動の成果や活動を通じて感じた
課題や気づきを発表してもらいました。福井のこれからを担う高校生たちの取組みが、来場者の心に響きまし
た。

オ　RICE MEDIA トム氏　トークイベント
　「プラなし生活」動画で人気のYouTuber、RICE MEDIA トムさんによるトークイベントでは、「環境問題
に関心を持ってもらうには？」という問いに、「まず楽しい・面白いから入ることが大切」と語りました。来
場者はもちろん、環境保全に携わる関係者にとっても重要な視点を提供いただきました。

カ　さくらいとと一緒にデコ活抽選会
　最後のステージイベントとして、デコ活抽選会を開催しました。さくらいとの皆さんが抽選券を引き、当選
者には電話がかかってくるという仕組みに、会場は大いに盛り上がりました。当選者には、自らが取り組む「デ
コ活宣言」をしていただき、福井県産のお米や県内民宿の宿泊券、ジビエカレーなどの商品が贈られました。

デコ活クイズ大会 エコサイエンスマジックショー

RICE MEDIA トム氏トークショー デコ活抽選会
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（１）国民の祝日「山の日」
　８月 11 日は、「山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する」ことを趣旨とする 16 番目の国民の祝日「山
の日」です。「山の日」全国大会は、国民の祝日「山の日」の趣旨の浸透を図るとともに、山に関する歴史や
文化の継承、環境保全、観光振興、健康増進、山岳避難や自然災害への対応などの様々な解決や「山の未来」
のあり方について考える機会とし、国民の幸福と関係各所の連携と発展に資することを目的としています。

（２）第９回「山の日」全国大会 FUKUI2025
　「山の日」全国大会は、平成 28 年に第１回大会が長野県で開催されて以降、栃木県、鳥取県、山梨県、大分
県、山形県、沖縄県、東京都と各都県において開催されてきました。
　本県では、第９回大会の開催に向けて、令和６年７月 16日に知事を会長とする第９回「山の日」全国大会実
行委員会を設立し、開催地となる福井市、大野市、勝山市とともに準備を進め、令和７年８月 10日から 11 日
にかけて、北陸地域で初となる大会を開催しました。「未来へつむぐ、ふくいの山々 -感謝と共生のこころを次
世代へ -」という大会テーマのもと、本県の山の魅力や豊かな恩恵を広く発信することで「山の日」への理解
を深めるとともに、美しい日本の山々を将来世代に引き継いでいくことの大切さを伝える大会となりました。

◆プレイベント
　５月 10 日に勝山市の「はたや記念館　ゆめおーれ勝山」において、本大会の開催を広くＰＲし機運を高め
るためのプレイベントを開催しました。イベントには約 700 名にお越しいただき、山と自然を題材にした体験
や狩猟に関する展示、山の幸のふるまい等を通じてさまざまな山の魅力を発信しました。

◆トレイルウォーク
　４月から７月にかけて、福井の山と自然の豊かさを体感
していただくために、トレイルウォークを４回開催し、県
内の野坂山（敦賀市）、丈競山（坂井市）、荒島岳（大野市）、
城山（福井市）、天筒山（敦賀市）、杣山（南越前町）に登
りました。多くの方にご参加いただき、山の自然を満喫し
ながら登山を楽しみました。

◆オプショナルツアー
　８月 10 日に県内を代表する観光地を中心に、本県の歴史
や文化、名勝を体感いただくツアーを企画しました。一乗谷朝倉氏遺跡博物館と東尋坊を巡るツアーと大本山
永平寺や平泉寺白山神社、道の駅「越前おおの荒島の郷」を巡るツアーの２つのプランに県内外の方々が参加
しました。

◆記念式典
　８月 11 日に大野市の「結とぴあ（多田記念大野有終会
館）」において、記念式典を開催し、招待者・一般参加者合
わせて約 560 名の方にご参加いただきました。来賓として、
五十嵐環境大臣政務官、小坂林野庁長官、超党派「山の日」
議員連盟会長の小渕衆議院議員が出席したほか、実行委員
会の谷垣名誉顧問からはビデオメッセージによる祝辞をい
ただきました。

２　第９回「山の日」全国大会FUKUI2025の開催� 【自然環境課】

丈競山（坂井市）

記念式典の様子
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（歓迎アトラクション、合唱、山を守る活動報告）
　タップダンスと大野の伝統芸能「奥越太鼓」で参加者の
皆さまをお迎えしました。ヒナタカコさんと福井市少年少
女合唱団による山の日の歌の合唱のほか、福井県山岳連盟
の山本会長による登山道整備など山岳連盟の山を守る活動
について報告してもらいました。

（トークイベント）
　杉本知事、仲川希良さん（山の日アンバサダー）、望月
詩織さん（大野市地域おこし協力隊）、ＨＩＲＯさん（ふ
く旅ライター）にそれぞれの活動視点から「ふくいの山を
未来へつむぐ」想いを語り合ってもらいました。

（山鐘）
　開会時に、山や山に関わる人々の想いを巡らせ、山への
感謝の気持ちを込めて、８回鐘を鳴らしました。閉会時に
は、開会時の鐘に３つを加えて、11 の鐘を鳴らしました。
山鐘は、羽生小学校、上庄小学校、三室小学校、野向小学
校、平泉寺小学校、日本ボーイスカウト福井連盟、ガール
スカウト福井県連盟、福井市少年少女合唱団が山へのメッ
セージとともに鐘を鳴らしました。

（リレーセレモニー）
　次回の第 10 回大会は岐阜県高山市において開催されま
す。リレーセレモニーでは、大会のシンボルである「山の
日帽」を杉本知事から江崎岐阜県知事へ引き継ぎました。

◆歓迎フェスティバル
　８月 10 日と 11 日の２日間、大野市の「エキサイト広場総合体育施設」および勝山市の「スキージャム勝山」
の２会場において、歓迎フェスティバルを開催しました。子どもから大人まで楽しめる自然の素材を使ったワー
クショップや体験ブースなどを設けて、約 1,500 名の方にご来場いただきました。
　大野会場では、㈱モンベルの辰野会長より「夢と冒険　モンベル７つのミッション」をテーマに講演いただ
きました。また、荒島愛山会の脇本会長との対談では、山を次世代へ繋げていくために大切なことなどを聴講
に訪れた人に語ってもらいました。

合唱

山鐘

歓迎アトラクション

体験ブースの様子 脇本会長（左）と辰野会長（右）の対談
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（１）福井県第二種特定鳥獣管理計画（ツキノワグマ）と計画に基づく取組み
　近年、クマ類（ツキノワグマ、ヒグマ）の生息範囲が人の生活圏に近づいており、全国で人身被害が多発し
ていることから、国は令和６年４月にクマ類を指定管理鳥獣に指定し、集中的かつ広域的管理を図ることとし
ました。本県においても、令和７年度からは、「福井県第二種特定鳥獣管理計画（ツキノワグマ）」（以下、「管
理計画」という。）を策定し、人の生活圏へのツキノワグマ（以下、「クマ」という。）の出没を抑制するために、
年間捕獲目標数 210 頭（嶺北 156 頭、嶺南 54 頭）と定めた計画的な捕獲や集落への侵入を防ぐ防除対策など
を進めています。管理計画では、図の通り、奥山の鳥獣保護区などをクマのコア生息地、人の生活圏内を防除
地域（農耕地等）・排除地域（市街地・集落）、その間を緩衝地域にゾーニングし、ゾーンごとの対策を挙げて
います。

３　ツキノワグマへの対策� 【自然環境課】

（２）令和７年度の福井県のクマの出没状況
　令和７年度は、全国的にクマ類の人里への出没が増加し、令和８年２月末時点での人身被害は 215 件（237
名、うち死亡 13 名）となり、統計開始された平成 18 年度以降で最多の令和５年度を上回っています。本県で
も、秋の主な食糧となるブナとミズナラの不作により大量出没が発生し、２月末時点の出没件数※は 946 件で、
３件（３名、死亡なし）の人身被害が発生しています。
※市町や警察に通報のあった目撃、痕跡、捕獲、人身被害の件数

（３）緊急銃猟
　クマ類が市街地に多数出没している現状を受け、令和７年度に「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に
関する法律」が改正され、市町村長の判断で、人の日常生活圏での銃猟を可能とする緊急銃猟制度が創設され
ました。９月の改正法の施行後、県内では勝山市で３件の緊急銃猟が行われています。また、県では令和７年
度、緊急銃猟実施を想定して、県、市町、警察、市町有害鳥獣捕獲隊※が参加し、役割や連絡体制、現場での
行動を確認する出没対応訓練を２会場（大野市、南越前町）で実施したほか、県外射撃場において市町有害鳥
獣捕獲隊対象に、スラッグ弾（一発弾）による移動標的の射撃練習を３回実施しました。
※市町長が猟友会員等から選抜編成

図　管理計画におけるゾーン区分（福井県第二種特定鳥獣管理計画（ツキノワグマ）より）
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（４）情報発信・注意喚起
　本県では、クマの出没情報を集約し、幅広く共有する出没情報収集配信システムを整備しています。令和７
年度からは、「Yahoo! 防災速報」アプリによるプッシュ配信も開始し、迅速な情報伝達に努めています。また、
人身被害防止の注意喚起を新聞広告、ＳＮＳ等を活用し定期的に実施しています。
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第１部

環境基本計画の進捗状況
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◆第１部　環境基本計画の進捗状況

環
境
基
本
計
画
の

進
捗
状
況

（１）計画の基本目標

（２）施策の展開
　環境基本計画では、「計画の基本的事項」をはじめ、地球温暖化、自然環境、循環型社会、生活環境、各分
野に共通する事項の各分野において、計画期間中に実施すべき施策を示す「分野別施策の展開」、巻末には、
これら施策を着実に実施するための計画の推進体制等について表記しています。

（３）計画期間
　令和５年度（2023 年度）～令和９年度（2027 年度）　５年間

第１部　環境基本計画の進捗状況

　「福井県環境基本計画」は、平成７年３月に制定した「福井県環境基本条例」における「豊かで美しい
環境の恵沢の享受と継承」、「環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築」、「地球環境保全の推
進」の３つの基本理念の実現を目指すため、同条例に基づき、策定するものです。
　本県では、平成９年３月に最初の環境基本計画を策定し、その後の社会や経済等の情勢の変化を受け、
平成 14 年度、平成 20 年度、平成 25 年度、平成 30 年度に見直しを行いました。
　本県をとりまく社会・経済情勢の変化に対応した新たな環境施策が必要となったため、令和５年３月、
これまでの施策の成果や県民意識も踏まえた計画を策定しました。

　前計画では、県民一人ひとりが福井の美しい環境を守りながら活力あるふるさとを未来に繋いでいくことを目指
し、様々な環境施策が総合的に展開されました。
　2020 年７月には「福井県長期ビジョン」を策定し、2050 年の二酸化炭素排出実質ゼロを宣言して、再生可能
エネルギーの導入などを進めるとともに、食品廃棄物やプラスチックごみ削減などの環境対策や、豊かな自然環境
の保全などを進めています。
　今後は、北陸新幹線の福井・敦賀開業や中部縦貫自動車道 ( 大野油坂道路 ) の全線開通により、交流人口や物流の
増加などが見込まれています。まもなく始まる大交流時代にふさわしいまちづくりには、「越山若水」と称される美
しい自然や、千年を超える豊かな歴史文化との調和が重要です。その実現に向け本計画の基本目標を次のとおりと
します。

計画の基本目標

次世代につなぐ豊かで美しいふくいの環境

第１編 計画の基本的事項	 第２編 分野別施策の展開	 第３編 計画の推進 
　　１ 計画策定の趣旨	 　　第１章 地球温暖化対策の推進	 　　１ 計画の推進体制

　　２ 計画策定の背景	 　　第２章 自然と共生する社会づくりの推進	 　　２ 計画の進行管理

　　３ 基本目標	 　　第３章 循環型社会の推進	 　　３ 環境指標

　　４ 計画期間	 　　第４章 生活環境の保全

　　５ 計画の構成	 　　第５章 各分野に共通する施策の推進

　　６ 他の計画等との関係	 　　第６章 重点施策

１　環境基本計画の概要
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２　重点施策の進捗状況

　県民・事業者・行政などの各主体の連携をさらに強化し、省エネルギー化の一層の推進や、再生可能エネルギー
の導入拡大など、温室効果ガスを発生させないエネルギーへの転換に取り組みます。

　○エネルギー源の転換・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・� 第１章第２節１　  　ｐ 22
　○省エネの推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・� 第１章第２節２　  　ｐ 25
　○地域資源を活用した再生可能エネルギーの導入拡大・・・・・・・・・・・� 第１章第３節１　  　ｐ 31

　自然の豊かな恵みを享受し続けることができる持続可能な社会を構築するため、県民の自然環境を保全・再
生する意識を醸成し、多様な主体の参加による里山里海湖を再生、活用する活動を進め、生物多様性の現状を
適切に把握しながら自然環境の保全・管理を行います。

　○自然とふれあう機会の充実 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・� 第２章第１節１  　ｐ 42
　○里山里海湖の自然再生の推進 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・� 第２章第２節１  　ｐ 48
　○水月湖年縞の活用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・� 第２章第２節２  　ｐ 56
　○希少野生生物の保全 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・� 第２章第３節２  　ｐ 62
　○鳥獣の保護と管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・� 第２章第３節４  　ｐ 70

　一般廃棄物、産業廃棄物ともに、ごみの削減やリサイクル推進のための周知啓発を図るとともに、市町など
と連携した取組みを推進します。

　○プラスチックごみ対策の強化 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・� 第３章第１節１  　ｐ 81
　○食品ロス削除の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・� 第３章第１節２  　ｐ 81

　環境への負荷が少ない「持続可能な社会の構築」という視点から「環境」を捉え直し、地域に根差した身近
な環境課題の解決に向けた取組みを推進します。

　○活力と資源が最大限に活かされる地域づくりの促進・・・・・・・・・・・・� 第５章第１節２ 　ｐ 138

２　重点施策の進捗状況

《地球温暖化対策の推進》

具体的施策

《自然と共生する社会づくりの推進》

具体的施策

《循環型社会の推進》

具体的施策

《各分野に共通する施策の推進》

具体的施策
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◆第１部　環境基本計画の進捗状況

環
境
基
本
計
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進
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状
況

３　環境指標

≪地球温暖化対策の推進≫

No 指　標　名 基準値
（2021年度）

実績値
（2024年度）

目標値
（2027年度）

目標値
（2030年度）

1 うちエコ診断実施件数累計 ― 527 件 600 件 1,000 件

2 新築住宅における認定長期優良住宅の
割合 19 % 27 % 26 % 30 %

3 乗用車保有台数に占める
電動車（EV,PHV,FCV,HV）の割合 16.9 % 21.6 % 27 % 33 %

4 次世代自動車（EV,PHV,FCV）の
保有台数 2,870 台 4,947 台 5,700 台 7,300 台

5 急速充電器の普及台数 79 基 114 基 155 基 200 基

6 地域鉄道
利用者数

（福井鉄道） 1,757 千人 1,893 千人 2,200 千人
（2027年度）

（えちぜん鉄道） 3,003 千人 3,919 千人 3,740 千人
（2026年度）

（ハピラインふくい） ― 21 千人/日 20 千人/日
（2027年度）

7 「福井バイコロジスト」宣言者数 1,624 人 1,645 人 1,650 人 1,700 人

8 脱炭素・省エネに意欲的に取り組む
事業者数累計 ― 406 件 500 件 800 件

9 再エネ活用地域振興プロジェクト事業
を活用して設置した発電施設数 1 施設 2 施設 5 施設 6 施設

10 県産材生産量 228 千m3 249 千m3 250 千m3
（2024年度）

　環境基本計画では、具体的施策の達成状況を把握するため、環境指標を設定しています。
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≪自然と共生する社会づくりの推進≫

No 指　標　名 基準値
（2021年度）

実績値
（2024年度）

目標値
（2027年度）

1
自然保護センター、海浜自然センター、
里山里海湖研究所における自然観察会などの参
加人数

54,629 人 70,903 人 66,000 人

2
民間団体、市町等（福井ふるさと学びの森・海湖
登録団体）が実施する自然体験活動・講座の参加
人数

9,283 人 12,644 人 11,000 人 

3 自然再生取組地域数累計 11 地域 14 地域 17 地域

4 自然再生団体、里山保全活動団、学校等に対する
専門家の派遣回数 15 回 59 回 50 回

5 年縞博物館の入館者数 38,736 人 50,665 人 60,000 人

6 新規狩猟免許取得者数 112 人 135 人 150 人

7 希少種保全対応件数累計 15 回 28 回 30 回

8 生き物ぎょうさん里村新規認定件数累計 0 件 2 件 5 件　
（2023～2027年度）

9 外来生物防除対策を実施する地区数累計 42 地区 59 地区 57 地区

10 侵入防止柵の新規整備延長 2,520 km 2,891 km 2,800 km

11 針広混交林化の面積 1,534 ha 2,279 ha 2,300 ha
（2024年度）

12 「多自然川づくり」の整備延長 63 km 66.8 km 69 km
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◆第１部　環境基本計画の進捗状況

環
境
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≪循環型社会の推進≫

No 指　標　名 基準値
（2018年度）

実績値
（2024年度）

目標値
（2025年度）

1 一人一日当たりごみ排出量※ 903 g 830 g
（2023年度） 858 g

2 一般廃棄物のリサイクル率※ 18.6 % 17.3 %
（2023年度） 21.0 %

3 一般廃棄物最終処分量※ 29 千t 26 千ｔ
（2023年度） 24 千t

4 産業廃棄物排出量※ 2,943 千t 2,407 千t
（2023年度） 2,943 千t

5 産業廃棄物再生利用率※ 43.9 % 45.56 %
（2023年度） 44.6 %

6 産業廃棄物最終処分量※ 81 千t 80 千t
（2023年度） 59 千t

7 優良認定産業廃棄物処理業者数 125 社
（2021年度） 150 社 145 社

（2027年度）

8 食品ロス量※ 31 千t 16 千ｔ
（2023年度） 28 千t

9 食品ロス削減に取り組む人の割合※ 78.5 %
（2020年度） 85.0 % 85.0 %

10 10t 以上の不法投棄の新規発生件数 0 件
（2021年度） 1 件 0 件

（2027年度）
※印の指標の目標値は、「福井県廃棄物処理計画」に基づくこととし、2025 年度以降の目標は計画期間終了時に改めて設定します。
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≪生活環境の保全≫

No 指　標　名 基準年値
(2019～2021年度平均）

実績値
（2024 年度）

目標値
（2027 年度）

1 河川・海域の有機汚濁物質（ＢＯＤ、ＣＯＤ）の
環境基準達成率 97 ％ 98 % 100 ％

2 北潟湖・三方五湖の有機汚濁物質（ＣＯＤ）の
環境基準達成率 50 ％ 25% 56 ％

3 公共用水域の人の健康の保護に関する
環境基準達成率 100 ％ 100 % 100 ％

4 汚水処理人口普及率 97.1 ％
（2021年度） 97.9 % 99.0 ％

5 大気汚染（ＳＯｘ、ＮＯｘ、ＳＰＭ）の
環境基準達成率 100 ％ 100 % 100 ％

6 ダイオキシン類の環境基準達成率 100 ％ 100 % 100 ％

7 新たな地下水汚染地区数 0地区
（2021年度） 0地区 0地区

≪各分野に共通する施策の推進（環境を支える人づくり・地域づくり）≫

No 指　標　名 基準値
(2018～2021年度）

実績値
（2024年度）

目標値
（2023～2027年度）

1 環境美化県民運動参加者数累計 1,102 人 37,659 人 6,800 人

2 企業等と連携した環境保全活動を学ぶ体験学習に
参加する小学生の累計 ― 63 人 100 人

3 環境保全を考えるワークショップに参加する
大学生の累計 ― 122 人 450 人

4 環境アドバイザー派遣回数累計 294 回 201 回 450 回

5 環境ふくい推進協議会ホームページ
アクセス数累計 68,169 件 43,442 件 90,000 件

6 里山里海湖学校教育プログラム活用
学校数累計 1,049 校 856 校 2,000校
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◆第１部　環境基本計画の進捗状況

環
境
基
本
計
画
の

進
捗
状
況

18



第２部

分野別施策の実施状況

18



◆第２部　分野別施策の実施状況
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第１章　地球温暖化＊１対策の推進
第１節　温室効果ガス＊２排出量の現状と削減目標

1　県内の温室効果ガスの現状【環境政策課】

第２部　分野別施策の実施状況

（１) 地球温暖化の現状
　国連の気候変動に関する政府間パネル（IPCC＊３）
第６次評価報告書では、「人間の影響が大気、海洋、
及び陸域を温暖化させてきたことには疑う余地がな
い」としています。また、21 世紀末（2081 年から
2100 年）には、20 世紀末と比べて平均気温は最大
5.7℃上昇すると予測しています。

（２）地球温暖化に関する近年の国際的動向
　地球温暖化をもたらす温室効果ガスの排出抑制
は、地球全体の喫緊の課題であり、地球規模での対
策が必要となります。
　2015 年 11 月にフランス・パリで開催された「気
候変動枠組条約第 21 回締約国会議（COP21）」では、
京都議定書に代わる新たな地球温暖化に関する法的
な文書として、すべての国が参加した「パリ協定」
が採択され、地球温暖化対策の新たなステージの幕
開けとなりました。

を支援するための基金設置が決定されました。そし
て、2023 年 11 月の COP28 では、パリ協定の目的
達成に向けた世界全体の進捗を評価する仕組みであ
る「グローバル・ストックテイク（GST）」の初の
決定が採択され、決定文書には 1.5℃目標達成のた
めの緊急的な行動の必要性、2025 年までの排出量
のピークアウト、全ガス・全セクターを対象とした
排出削減などが明記されました。

（３）地球温暖化に関する国の動向
　パリ協定や日本の約束草案＊４を踏まえ、政府は、
日本の地球温暖化対策を総合的かつ計画的に推進す
るため、2016 年 5 月に「地球温暖化対策計画」を
閣議決定し、「2030 年度において、2013 年度比 26%
減（2005 年度比 25.4% 減 )」との目標を掲げました。
また、2019 年６月には、「パリ協定に基づく成長戦
略としての長期戦略」を掲げ、「今世紀後半のでき
るだけ早期に脱炭素社会を目指す」こととしました。
　さらに、2020 年 10 月 26 日の首相所信表明演説
においては、「2050 年カーボンニュートラル、脱炭
素社会の実現を目指す」ことを宣言しました。脱炭
素社会の実現に向けて、次世代型太陽電池および
カーボンリサイクルを始めとした革新的なイノベー
ションを後押ししていくため、脱炭素技術支援とし
て２兆円の基金が創設されました。
　2021 年６月には、改正地球温暖化対策推進法が
成立し、「パリ協定」の目標や「2050 年カーボン
ニュートラル実現」を基本理念として法に位置付け
られるとともに、再生可能エネルギーなどの導入目
標の設定が地方公共団体の義務または努力義務とな
りました。また、同年 10 月には、「地球温暖化対策
計画」が閣議決定され、「2030 年度に温室効果ガス

＊１��地球温暖化：地球の温度は、太陽からの日射エネルギーと、地球から放出される熱放射とのバランスによって定まります。加熱され
た地表面は赤外線を放射しますが、大気中には赤外線を吸収する「温室効果ガス」があり、地表面からの放射熱を吸収します。二酸
化炭素など温室効果ガスの濃度増加により、平均気温が上昇する現象を地球温暖化といいます。

＊２��温室効果ガス：二酸化炭素やメタンなどの気体が、太陽光線によって暖められた地表面から放射される赤外線を吸収し、地球を暖め
る現象を温室効果といい、こうした効果をもたらす気体を温室効果ガスといいます。

＊３��IPCC：国連環境計画 (UNEP) と世界気象機関 (WMO) によって組織され、気候変動に関する最新の科学的知見に基づいて、各国政府
などの政策立案者 (Policy Maker) に気候変動の影響やリスクに関する科学的な評価を定期的に提供し、緩和策や適応策の選択肢を提
示しており、IPCCといいます。

＊４��約束草案：COP21 に先立ち提出された、各国内の政策決定プロセスで決定された気候変動対策に関する目標のことをいいます。基本
的に、温室効果ガスの排出削減目標を指しています。

　その後、2021 年 10 月の COP26 では、気温上昇
を産業革命以前より 1.5℃に抑えることなどについ
て合意され、2022 年 11 月の COP27 では、緩和作
業計画が採択された他、気候変動に伴う損失と損害

パリ協定の概要
・�世界全体の長期目標として、産業革命以前から
の気温上昇を２℃より十分低く保つとともに、
1.5℃に抑える努力を追求することを掲げた。
・�この目標の達成のため、今世紀後半には、排出
量と吸収量を均衡させ、実質的にゼロとするこ
とを目指す。
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を 2013 年度から 46%削減することを目指し、さら
に、50% の高みに向けて挑戦を続けていく」との
目標が掲げられました。
　2023 年２月には、「GX実現に向けた基本方針」
が閣議決定され、化石燃料中心の産業構造をクリー
ンエネルギー中心に転換する「GX」の実現に向けて、
徹底した省エネの推進や再エネの主力電源化などの
方針が示されました。
　2025 年 2 月に閣議決定された最新の「地球温暖
化対策計画」では、2050 年カーボンニュートラル
実現に向け、2035 年度に温室効果ガスを 2013 年度
比で 60％、2040 年度に 73％削減する新たな削減目
標が示されるなど、脱炭素社会の実現に向けた取組
みが進められています。

（４）地球温暖化対策に関する県の取組み
　　　　　　　　　　　　　　　　および動向

　県では、2020 年７月に策定した福井県長期ビジョ
ンにおいて「2050 年の二酸化炭素排出実質ゼロ」
を掲げました。
　さらに、「福井県環境基本計画」に織り込む形で、
地球温暖化対策の推進に関する法律第 21 条に基づ
く「都道府県における地方公共団体実行計画」を定
めており、2023 年３月の改定では、国の目標を踏
まえ、長期目標として「2050 年の温室効果ガス排
出実質ゼロ（カーボンニュートラル）を目指す」、
中期目標として「2030 年度の温室効果ガス排出量
を 2013 年度比で 49%削減」を掲げました。これら
の目標達成に向け、「デコ活ふくい」をはじめとす
る省エネ対策、地域に役立つ再生可能エネルギーの
導入拡大などを推進していきます。

表１- １- １　県内における温室効果ガス排出量の推移

年　　　度
温室効果ガス排出量（千 t-CO2）

2013
（基準年度） 2019 2020 2021 2022 2023

（速報）

二
酸
化
炭
素

産 業 部 門 3,127 2,720 2,402 2,490 2,732 2,342

運 輸 部 門 1,676 1,608 1,396 1,293 1,272 1,373

家 庭 部 門 2,018 1,451 1,340 1,413 1,481 1,282

業 務 部 門 1,760 1,434 1,265 1,339 1,283 1,263

エ ネ ル ギ ー 転 換 379 281 320 370 326 302

工 業 プ ロ セ ス 308 342 329 334 301 278

廃 棄 物 255 212 209 208 206 201

計 9,522 8,047 7,262 7,447 7,601 7,041

メ タ ン 131 119 119 115 110 108

一 酸 化 二 窒 素 184 176 173 176 175 176

代 替 フ ロ ン 類 257 385 391 360 357 381

総 排 出 量 10,094 8,728 7,945 8,098 8,243 7,706

森 林 吸 収 源 ― △ 796 △ 825 △ 813 △ 848 △ 789

総排出量（森林吸収源を差引く） 10,094 7,933 7,120 7,285 7,395 6,917
　＊　四捨五入の関係で計算が合わない場合があります。
　＊　排出量の算定にあたっては、電力排出係数については未調整排出係数を使用しています。
　＊　森林吸収源は、林野庁提供データを使用しています。
（注）	 産　業	 ：農林水産業、鉱業、建設業、製造業におけるエネルギー消費量
	 運　輸	 ：自動車、鉄道、船舶、航空機におけるエネルギー消費量
	 家　庭	 ：家庭におけるエネルギー消費（電気、ガス、灯油等）
	 業　務　	 ：業務用ビル等におけるエネルギー消費（電気、ガス、灯油等）
	 エネルギー転換	：電気事業者（火力発電所）、ガス事業者の自家消費エネルギー
	 工業プロセス	 ：石灰石の消費
	 廃棄物	 ：一般廃棄物および産業廃棄物の焼却（食物くず、木くず等のバイオマス起源を除く）
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第２節　エネルギー源の転換、省エネの推進等

１　エネルギー源の転換

（１）家庭部門【建築住宅課】
① 「ふくいエコはぴねす住宅＊１」基準の策定
　令和７年４月から全ての新築住宅に対して、省
エネ基準＊２への適合が義務化されました。県では、

イ　大工等技能者向け断熱施工講習会の実施
　木造住宅の適切な断熱施工および気密施工技術の
習得のため、講師指導のもと「実習モデル」を使用
し、床・壁・天井ごとの断熱方法・気密確保等につ
いての実技講習を実施しています。

事業者認証制度のチラシ

② 「ふくいエコはぴねす住宅」の
普及に向けた取組み 

ア　県内事業者の認証および公表、住宅認証
　県内設計事務所および建築施工業者向けの講習会
および技術考査を実施し、「ふくいエコはぴねす住
宅」を含む省エネ住宅の設計および施工に一定の知
見を有すると認められる事業者を認証し、県ホーム
ページで公表しています。
　また、認証した事業者が設計・施行した「ふくい
エコはぴねす住宅」の基準に適合する住宅を認証し
ます。 断熱施工講習会の様子

ウ　省エネ改修住宅事例集の作成
および省エネ改修住宅体感見学会の実施

　住宅の省エネ改修を促進するため、省エネ改修し
た住宅の事例集の作成や、実際に省エネ改修した住
宅を見学し、施主の方から改修後の感想などを聞く
体感見学会を実施しています。
　その他、「ふくいエコはぴねす住宅」のメリット
などを分かりやく説明する動画などを作成し、「ふ
くいエコはぴねす住宅」の普及に取り組んでいます。　

事業者認証のための講習会の様子

パンフレット『ふくいエコはぴ
ねす住宅のススメ』

＊１�ふくいエコはぴねす住宅：厳冬期の気温の低さや年間を通した湿度の高さといった福井県の気候特性を考慮し、住宅に高い断熱性能・
気密性能・防露性能を確保した住宅

＊２�省エネ基準：建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に基づき、建築物が備えるべき省エネ性能の確保のために必要な建
築物の構造および設備に関する基準

住宅の脱炭素化を推進
するため、省エネ基準
を上回る「ふくいエコ
はぴねす住宅」の基準
を令和７年３月に策定
しました。「ふくいエ
コはぴねす住宅」は「快
適・健康・経済的」の
３つのメリットを効果
的に得られる福井県が
推奨する省エネ住宅モ
デルです。
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（２）運輸部門【エネルギー課】
① 次世代自動車＊ 1 の導入推進
　自動車は、私たちの経済活動や豊かな暮らしを支
えている一方で、排出ガスによる大気汚染、燃料消
費に伴う CO2 の排出による地球温暖化など、環境
に大きな影響を与えています。
　自動車の利用が多い本県においては、自動車自体
からの CO2 排出量を削減することが必要なことか
ら、CO2 排出量が少ない電気自動車（EV＊ 2）やプ
ラグインハイブリッド自動車（PHV＊ 3）、燃料電池
自動車（FCV＊ 4）などの次世代自動車の普及を図っ
ています。

ア 次世代自動車普及促進事業
　県内初の商用水素ステーションが令和３年４月２
日に福井市灯明寺４丁目に開所しました。
　これにより、走行時に CO2 を排出しない燃料電
池自動車（FCV）の走行が可能となりました。
　県では、令和３年度より燃料電池自動車の普及を
促進するため、燃料電池自動車を導入する県民等に
対して、購入費用の一部を補助する制度を設けまし
た。
　令和４年度には、ガソリン使用量の低減を図り、
原油価格高騰の影響を緩和するため、EV・PHVを
導入する県内企業に対して、購入費用の一部を補
助する事業を実施しました。この事業では、EV・
PHVの導入に併せて充電設備を導入する場合に限
り、充電設備費用の一部も補助しました。また、令
和５年度からは県内の次世代自動車転換を促進し、
運輸部門における温室効果ガスの削減を図るため県
民、県内企業等を対象に、次世代自動車の購入に対
する定額補助を実施しています。

イ 率先導入
　県の公用車について、福井県環境基本計画では、
代替可能な電動車＊5 がない場合などを除き、新規
導入・更新については全て電動車を導入することと
していましたが、令和７年 10 月に、2035 年度まで

＊１�次世代自動車：次世代自動車とは、電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車および水素自動車を指します。
＊２�EV：EV(Electric Vehicle) とは、電気自動車のことをいいます。エンジンの代わりにモーターを搭載し、ガソリンの代わりにバッテリー
に蓄えた電気を使って走る自動車です。燃料を燃やして動力にする必要がないため、走行中は排気ガスを全く排出しません。

＊３�PHV：PHV(Plug-in Hybrid Vehicle) とは、プラグインハイブリッド自動車のことを指します。エンジンと電気モーターの 2 つの動力
源を持つハイブリッド車に加え、直接コンセントから充電することができる自動車です。また、大幅に電池容量を増やすことで電気
での走行距離を拡大した上、電気を使い切った後は、通常のハイブリッド車と同様にガソリンを使って走行することができます。

＊４�FCV：FCV(Fuel Cell Vehicle) とは燃料電池自動車のことを指します。車載の水素と空気中の酸素を反応させて、燃料電池で発電した
電気により、モーターを回転させて走る車で、車から排出されるのは水のみとなります。

＊５�電動車：電動車とは、電気自動車、ハイブリッド自動車、プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車および水素自動車を指します。

に代替車両がない場合などを除き、全ての公用車を
次世代自動車とする新たな目標を設定しました。今
後、全庁的に次世代自動車の導入を促進していきま
す。

ウ 充電設備の計画的な整備
　令和４年度に実施した環境に関する県民アンケー
トの調査結果では、「EV・PHV・FCVを購入する
にあたって希望すること」という問いへの回答につ
いて、「車両価格の低下（31.9%）」に次いで「市街
地などにおける充電器・水素ステーションの増加
（24.1％）」が多い結果となりました。このことから、
次世代自動車の普及と並行して、充電インフラの整
備も進めていく必要があります。
　また、令和５年 10 月に経済産業省より、「充電イ
ンフラ整備促進に向けた指針」が新たに公表され
ました。新指針の主なポイントは、「グリーン成長
戦略（2021 年）」において設定した 2030 年までに
充電インフラ 15 万基の設置という目標を倍増し、
2030 年までに公共用の急速充電器３万口を含む充
電インフラ 30 万基の設置を目指す点です。県にお
いても、これらの指針等を踏まえて今後の充電イン
フラの整備を推進しています。
　令和 8年 1月現在、県内には急速充電器が 126 口、
普通充電器が 567 口設置（本県調べ）されています。
また、県内の道の駅 17 か所にも急速充電器や普通
充電器が整備されており、県内での電気自動車によ
る周遊観光等の利便性の向上が図られています。
　県では令和５年度より、県内の商業施設等に設置
される急速充電器の導入に係る費用の一部を補助す
る事業を実施しています。また、令和６年度からは
普通充電器も補助対象に加えているほか、民間事業
者と連携した県有施設への充電器の設置事業にも取
り組んでいます。今後も、更なる利便性の向上に向
けた充電設備の整備促進に努め、県内をEV・PHV
で安全に安心して運転できる環境をつくることを目
指します。
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水素ステーションおおい　うみんぴあ

＊１�VPP：VPP（Virtual Power Plant：仮想発電所）とは、分散する電力需要側の電気設備や蓄電池を制御することなどで、発電所のよ
うに電力需給調整機能を提供する仕組みのことをいいます。

（３）産業・業務部門【エネルギー課】
① �工場等における太陽光発電および蓄電池の導入

促進
　太陽光発電は、近年全国的に最も導入が進んでい
る再エネ設備です。他の再エネ電力と比較して、発
電コストの低さ、施工期間の短さ、運転・維持管理
にかかる手間の少なさ等から、企業にとって導入し
やすい発電設備と考えられます。
　本県においては、令和５年７月から県内企業を対
象に、自家消費型の太陽光発電設備および蓄電池設
備の導入経費の一部を支援しています（令和６年度
から太陽光発電設備単独の導入を補助対象に追加）。
これまでに 5,513kW分を支援しており、今後も再
エネの地産地消の取組みを加速していきます。

② 嶺南地域における VPP ＊ 1 システム構築
　電気は貯蔵できない性質があるため、常に需要と
供給のバランスを保つ必要があり、このバランスが
崩れると停電などの事故につながる恐れがありま
す。これまでは電力需要量にあわせ、供給側が火力
発電の出力制御などにより電力需給のバランスを
保ってきました。
　しかしながら、天候によって発電量が左右される
太陽光発電や風力発電が近年増加してきたことによ
り、電力需給バランスを保つことが難しくなってい
ます。
　そこで、電力需要側が供給量に応じて電力需給調
整を行う、VPPの重要性が高まっています。
　県では、嶺南市町や民間企業と連携しVPP の構
築を進めており、電力需給ひっ迫時に空調の調整や
生産設備稼働時間の変更、蓄電池の放電により、電
力需要を抑える取組みを行っています。このような
取組みにより嶺南地域におけるエネルギーの効率利
用およびCO2 削減を図り、嶺南地域におけるスマー
トエネルギーエリア創出を目指していきます。

③ �県内における水素・アンモニアサプライチェー
ン構築

　2050 年のカーボンニュートラル実現に向けて、
水素・アンモニアの安定・安価な供給を可能にする
大規模な需要創出と効率的なサプライチェーンを構
築するため、令和７年３月に「福井県水素・アンモ
ニアサプライチェーン構想」を策定しました。
　また、水素・アンモニアの利用拡大に向け、敦賀
港における港湾荷役機械等への水素電源設備の導入
に向けた取組み、嶺南地域の地勢を踏まえた水素・
アンモニアサプライチェーンの形成に向けた事業可
能性調査などを進めています。
　さらに、嶺南地域では、市町や民間事業者と協定
を締結し、令和６年度に「水素ステーションおおい　
うみんぴあ」を整備しています。本ステーションは、
原子力由来の電気を活用し、CO2 フリー水素を製造
することが特徴となっており、令和７年度には原子
力由来の嶺南産 CO2 フリー水素を 2025 大阪・関西
万博会場へ供給し、水素燃料電池船における燃料の
一部に活用するなど、国内外の人や企業が集まる場
において広くＰＲを実施しました。
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２　省エネの推進

環境アプリ「ふく eco」

（１）家庭部門
① 地球温暖化対策の普及啓発【環境政策課】
　県では、地球温暖化対策の推進に関する法律第 
38 条に基づく普及啓発の拠点として、平成 18 年３
月にNPO法人エコプランふくいを「福井県地球温
暖化防止活動推進センター」（以下「温暖化防止セ 
ンター」という。）に指定しました。温室効果ガス
の排出削減に向けた県民への普及啓発については、 
県、温暖化防止センター、環境ふくい推進協議会（平
成６年設立）が連携して実施しています。

ア 省エネ活動推進事業「デコ活ふくい」
　令和５年７月に環境省は、2050 年のカーボン 
ニュートラル実現に向けた行動変容やライフスタイ
ル変革を進める国民運動の愛称を「デコ活」に決定
しました。この名称は、国民から広く公募して選定
したものであり、脱炭素（Decarbonization）とエ
コ（Eco）を組み合わせた新しい言葉です。また、
ロゴマークは一人一人の日常の取組みが地球を変え
る大きなうねりになるという意味を込めて「バタフ
ライエフェクト」をイメージし、シンプルな蝶のデ
ザインとしています。

　その他、「デコ活ふくい」では、テレビ番組や
CMの放送、新聞広告、SNS、メルマガなど様々な
媒体を活用した普及啓発を展開しています。特にテ
レビ番組、CMでは、福井県伝統工芸アイドル「さ
くらいと」やスポーツ団体 FUKUIRAYS の選手が
出演し、県民に省エネ行動を呼びかけています。
　また、家庭における省エネを推進する「節電」、
公共交通機関や自転車の利用を促進する「スマート
ムーブ」、食品ロスやプラスチックの削減を推進す
る「ごみ減量」など定期的なキャンペーンを実施し
ました。キャンペーン期間中は、関連写真を投稿す
ることで「ふく eco」ポイントを通常より多く進呈
しています。

イ 地球温暖化防止活動推進員（ア―スサポーター）
　本県には、地球温暖化対策の推進に関する法律第
37 条に基づき知事から委嘱を受けた地球温暖化防
止活動推進員（アースサポーター）が現在約 30 名
おり、各地域で活動しています。温暖化防止センター
が学校や公民館等から申請を受け、アースサポー
ターを講師として派遣しています。

　本県においては、これまで「LOVE・アース・ふ 
くい」（平成 18 ～令和２年度）、「ゼロカーボンアク
ション」（令和３～４年度）の名称で省エネに係る
県民運動を推進してきましたが、令和５年度からは 
環境省の国民運動と歩調を合わせるため「デコ活ふ
くい」の名称で普及啓発を進めています。 
　「デコ活ふくい」では、令和６年度からスマート 
フォンアプリ「ふく eco」の運用を開始し、“気軽 
に楽しく”身近な省エネに取り組むことで、環境に
配慮した行動の習慣化を図っています。登録者は、
令和８年１月末で 10,000 人を超えています。

「デコ活ふくい」のロゴマーク

スマートムーブキャンペーン
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② 省エネ家電の購入支援【エネルギー課】
　家庭における省エネルギー化の促進や電気代負担
の軽減を図るため、エネルギー使用量の大きな家電
（エアコン・冷蔵庫・エコキュート・ハイブリッド
給湯器・エネファーム）について、電力消費量の削
減効果が高い製品の購入を支援する「省エネ家電購
入促進事業」を実施しています。
　スマートフォンアプリ「ふくアプリ」を活用し、
一定の要件を満たした省エネ性能の高い製品の購入
者に対して、「ふくいはぴコイン」を進呈しました。

○対象製品・支援額：

 ・エアコン	 ：20,000 円分

 ・冷蔵庫 	 ：20,000 円分

 ・エコキュート	 ：40,000 円分

 ・ハイブリッド給湯器	 ：40,000 円分

 ・エネファーム	 ：40,000 円分

　※�一定以上の省エネ性能を有するなど、所定の要件を

満たした製品のみ。

○対象者：

　�福井県内にお住まいで、購入された製品を福井県内で

使用される個人の方

省エネ家電購入促進事業　チラシ

（２） 運輸部門
① クルマに頼り過ぎない社会づくりの推進

【交通まちづくり課】
　本県は、一世帯当たりの自家用車保有台数が全国
で最も高い水準となっています。
　このため県では、官民で構成する「福井県クルマ
に頼り過ぎない社会づくり推進県民会議」を設立し、
公共交通機関や自転車の利用を促すカー・セーブ運
動などの取組みを進めています。

　県内企業や団体にカー・セーブ運動への登録を呼
び掛け、登録企業には、社員の通勤時に運賃が最大
半額になる参加証を発行して、公共交通機関の利用
促進を図っています。
　また、10 月をカー・セーブ運動推進月間として、
３月を公共交通機関利用促進強化月間として集中的
に広報活動を展開しています。
　さらに、短距離での自転車利用を促すため、「福
井バイコロジスト」宣言による「自転車で３キロ運
動」を推進しています。このほか、県有施設等の駐
車場を活用したパークアンドライドやパークアンド
サイクルライドも実施しています。

　令和７年度は、鉄道・バスにまつわる「幸福エピ
ソード」を基にした公共交通の良さをＰＲする動画
や、鉄道・バスに導入されたＩＣカードの利用方法
を紹介する動画をＷＥＢ上で公開し、福井駅前の大
型ビジョンでも放映を行いました。

公共交通の良さを動画で周知
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　また、路線バスに乗るきっかけ作りとして、路線
バスデジタルスタンプラリーやバスカードの配布を
行い、公共交通の利用促進を図りました。

（３）産業・業務部門
① 省エネルギー対策の推進【環境政策課】
　県では平成 17 年度から、過度な冷房に頼らず、 
軽装などで夏を快適に過ごす「クールビズ」を県
内の団体・事業所に呼びかけています。冷房時の
室温の適正化（目安として 28℃）と上着やネクタ
イを着用しない軽装での勤務を推奨しています。
令和４年度からは、10 月に夏日が多いことから期
間を１か月延長し、５月１日～ 10 月 31 日として
実施しています。また、冬季については適正暖房（室
温 20℃を目途に調整）を推奨する「ウォームビズ」
を呼びかけています。

② カーボンニュートラル推進企業の表彰
【エネルギー課】

　県では、県内で先進的にカーボンニュートラル
の取組みを行っている企業を応援するため、率先
して取り組む企業を募集し、「カーボンニュートラ
ル推進企業」として表彰しています。
　令和５年度から新たに始めたこの表彰制度につ
いて、令和７年度は 10 月８日から１月 16 日まで
募集し、多数の応募をいただきました。
　県では、これらの先進事例をあらゆる場面で積
極的に周知していきます。

　このほか、公共交通カードゲームを活用し、イベ
ント会場や大学等に出向いて遊んで学べる機会を設
けたほか、カーフリーデー等への出展、メルマガの
配信などに取り組んでいます。

【参考】Ｒ８. ３月現在

＜福井鉄道沿線＞

・福武線　浅水駅前駐車場 (28 台 )・福井市

・福武線　北府駅駐車場 (59 台 )・越前市

＜えちぜん鉄道沿線＞

・三国芦原線　西長田駅駐車場 (100 台 )・坂井市

路線バスデジタルスタンプラリーを実施

イベントや出張講座で公共交通カードゲームを活用

県営パークアンドライド駐車場 ( 西長田駅駐車場 )

② パークアンドライド渋滞対策モデル事業
【道路保全課】

　渋滞緩和のため、県では交差点改良や道路の拡幅
などの対策を実施していますが、住宅密集地におけ
る用地の確保が難しくなるなど、これまでの対策の
実施が困難な状況になっています。
　また、地球温暖化対策への意識の高まりから、公
共交通機関への転換を促し、自動車に頼り過ぎない
交通対策の推進も重要となっています。
　このため、県では道路の渋滞緩和とともに公共交
通機関（鉄道）の活性化、自動車の排気ガスや騒音
などの環境負荷の軽減を図るため、モデルケースと
して、福井市街地へアクセスする鉄道駅周辺の県管
理道路にパークアンドライド型の駐車場を設置して
います。

『冬こそパークアンドライド』
　パークアンドライド駐車場およびアクセス道路の除

雪を始発電車に合わせて優先的に実施します。

　降雪期の市街地渋滞を減らし、環境にも優しいパー

クアンドライドを始めてみませんか。
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③ 敦賀港港湾脱炭素化推進計画の策定
【港湾空港課】

　県では、敦賀港におけるカーボンニュートラル
ポート（ＣＮＰ）の形成を推進するため、港湾法
の規定に基づき「敦賀港港湾脱炭素化推進協議会」
を設置し、官民連携による脱炭素化の促進に資す
る港湾の効果的な利用の推進を図るための計画の
作成に取り組み、令和８年１月に「敦賀港港湾脱
炭素化推進計画」を公表しました。
　今後は、本計画に基づき、官民の関係者がそれ
ぞれの脱炭素化の取組みの実行性を高めていくこ
とで、敦賀港および臨海部産業の競争力強化と脱
炭素社会の実現に貢献する取組みを進めていきま
す。

「敦賀港港湾脱炭素化推進協議会」の様子
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３　その他の温室効果ガス排出抑制対策

表１- ２- ２　フロン回収に係る法律

フロン排出抑制法注 1 家電リサイクル法注２ 自動車リサイクル法注３

概
　
要

平成 14年４月から業務用のエア
コン、冷蔵および冷凍機器につ
いて、冷媒フロン類の回収を義
務付けています。

平成 13年４月から家電製品のリ
サイクルに併せて、家庭用の冷
蔵庫とルームエアコンについて、
冷媒フロン類の回収を家電メー
カー等に義務付けています。

平成 17年１月からカーエアコン
について、冷媒フロン類の回収
を義務付け＊4 ています。

（注１）「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」
（注２）「特定家庭用機器再商品化法」
（注３）「使用済自動車の再資源化等に関する法律」

　冷蔵庫やエアコンの冷媒＊２などとして幅広く使
用されてきたフロン類は、オゾン層＊３が破壊され
ることが明らかとなって以降、代替フロンへの切り
替えが進みました。しかし、代替フロンは温室効果
が非常に高い（例えば、ハイドロフルオロカーボン
（HFC）は二酸化炭素の約 100 ～ 10,000 倍以上の温

室効果があるといわれる。）ことから、これらのフ
ロン類を使用している機器は、その種類により、家
電リサイクル法、自動車リサイクル法またはフロン
排出抑制法に基づき、フロン類の適正な回収・破壊
作業が進められています。

＊１�フロン類：ふっ素と炭素等からなる化合物でクロロフルオロカーボン（CFC）、ハイドロクロロフルオロカーボン (HCFC) などがあり
ます。オゾン層を破壊する原因物質の一つとされており、破壊する程度の強いフロンは、平成７年末で生産が全廃されています。主に、
冷蔵庫やカーエアコン等の冷媒、精密機械等の洗浄剤、エアゾール製品の噴射剤などに使用されてきました。

＊２�冷媒：冷凍機や冷房機内を循環して、圧縮による液化・放熱、気化・吸熱を繰り返し、冷却するための媒体として用いられる物質で、
アンモニアやフロンなどがあります。

＊３�オゾン層：地上 10 ～ 50km上空の成層圏の中でオゾン濃度の高い層をいい、太陽光に含まれる紫外線のうち特に生物に有害な波長の
紫外線を吸収しています。

＊４�義務付け：カーエアコンについては、平成 14 年 10 月からフロン回収破壊法において冷媒フロンの回収が義務付けられていましたが、
自動車リサイクル法の施行に伴い移行しました。

＊５�第一種特定製品：フロン排出抑制法において、冷媒としてフロンが充塡されている機器のうち、業務用のエアコン、冷蔵および冷凍
機器を第一種特定製品と定義しています。

（１）フロン類＊ 1 の回収・破壊【環境政策課・循環社会推進課】 

② 県の取組み
　フロン排出抑制法および自動車リサイクル法に基
づくフロン類充塡回収業者等の登録を行うととも

に、回収・引渡しが適正に実施されるよう登録業者
等への立入検査に伴う指導等を行っています。

表１- ２- ３　フロン排出抑制法に基づく回収量
（令和６年度）

第一種特定製品＊5

回収台数（台）  6,009
回収量（kg） 29,905

表１- ２- ５　自動車リサイクル法に基づく回収量
（令和６年度）

使用済自動車
フロン類回収量(kg) 2,369

表１- ２- ４　フロン排出抑制法に基づく登録業者数
（令和７年 10 月１日現在）

第一種フロン類回収業者
登録業者数 576

表１- ２- ６　自動車リサイクル法に基づく登録業者数
（令和７年３月末現在）
フロン類回収業者

登録業者数 62 注

（注）�福井県が登録している業者数であり、福井市の登録業者数は含
んでいません。（福井市は平成 31年 4月 1日に中核市に移行）

① 法律に基づく規制
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（１）再生可能エネルギーの導入に関する国の動向
　太陽光、水力、風力、木質バイオマスなどの再生
可能エネルギーは、温室効果ガスを排出しないエネ
ルギー源であり、カーボンニュートラルを実現する
ために導入を拡大していくことが重要です。また、
再生可能エネルギーの導入は、エネルギー自給率の
向上や災害時のエネルギー確保にもつながります。
　令和７年２月には、「第７次エネルギー基本計画」
が閣議決定され、2040 年度の電源構成に占める再
生可能エネルギーの比率を４～５割程度とする方針
が示されました。

（２）福井県の再生可能エネルギー導入目標
　令和５年３月に改定した「環境基本計画」では、
2030 年度の再生可能エネルギー導入量について、
2020 年度の 1.6 倍にあたる 1,336 千 kWとする目標
を掲げています。
　2023 年度の導入実績については、太陽光発電な
どの導入拡大に伴い、912 千 kWに増加しています。
　目標の達成に向け、安全性の確保や適正な立地を
前提に、自然環境への配慮と地域住民の理解を得な
がら、更なる導入拡大を進めていきます。

表１- ３- １　再生可能エネルギーの導入実績と目標

第３節　再生可能エネルギーの導入拡大

１　現状と課題【エネルギー課】

再エネ種別 2020年度 2023年度 増加量
2020年度比

2030年度
（目標）

増加量
2020年度比

倍率
2020年度比

太
陽
光

住 宅 用 57 71 +14 93 +36 1.6 倍

10 〜 1000kW 104 111 +7 164 +60 1.6 倍

1000kW 以 上 71 101 +30 104 +33 1.5 倍

風 力 （ 陸 上 ） 28 35 +7 280 +252 10.0 倍

水力
大 水 力 371 371 0 371 0 1.0 倍

中 小 水 力 169 173 +4 171 +2 1.0 倍

バ イ オ マ ス 47 51 +4 152 +105 3.3 倍

合 計 847 912 +65 1,336 +488 1.6 倍
※�再生可能エネルギーの導入実績は、FITや県統計年鑑、環境省産廃物処理技術情報等から算出。

＜2020年度　県内再エネ導入実績＞

847千 kW
＜2030年度　県内再エネ導入目標＞

1,336千 kW
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再エネ活用地域振興プロジェクト事業の支援により建設された
小水力発電所（おおい町）

（１）再エネ活用地域振興プロジェクト事業
【エネルギー課】

　県では、平成 30 年度から、再生可能エネルギー
の導入拡大と地域活性化の両立を目指して、小水力
や木質バイオマスなどの地域資源を活用した、県内
事業者による再生可能エネルギー事業の導入につい
て、市町と協力して支援しています。支援にあたっ
ては、事業者に売電収入の一部を地域振興策に活用
するよう求め、地域の課題解決に貢献するなど、地
元・事業者・行政それぞれにメリットのある仕組み
を導入しています。
　再エネ活用地域振興プロジェクト事業により、令
和３年におおい町南川で小水力発電が導入されたほ
か、令和６年には、池田町水海において小水力発電
所が発電を開始しました。

２　地域資源を活用した再生可能エネルギーの導入拡大
（２）太陽光発電の設置【エネルギー課】
　県では、県有施設への太陽光発電設備の導入を率
先して進めており、これまでに本庁舎（30kW）を
はじめ、各地の合同庁舎、県立高校（各 10kW）な
ど計 23 施設（295kW）に設置しました。
　各市町においても国の補助制度を活用し、小中学
校や公民館への導入が進められているほか、個人
住宅や民間企業でも導入が行われており、FIT/FIP
制度における県内の太陽光発電設備の導入実績は
17,463 件、282,228kW（令和５年度末時点）となっ
ています。

県有施設の屋上に設置された太陽光発電設備

小水力発電所（池田町）
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（３）木質バイオマス＊１の有効利用【県産材活用課】
　環境負荷の少ない低炭素社会を構築していく観点
から、林地に残置されている間伐材や製材工場から
発生する端材・木屑などの未利用木質資源を有効に
利用していくことが求められています。
　これら未利用木質資源をウッドプラスチックなど
の原材料としてマテリアル利用したり、発電施設な
どの燃料としてサーマル利用したりすることによ
り、木質バイオマスの有効利用が進められています。
　ウッドプラスチックは間伐材由来の木粉と合成樹
脂からなる複合資材で、木材の温かみを持ちながら、
合成樹脂の耐久性、成形性を兼ね備えており、県内
外の公共施設や商業施設において、デッキやルー
バーなどの外構材として使用されています。

　平成 28 年４月に稼働した大野市七板の木質バイ
オマス発電施設（発電規模 7,000kW級）は、年間
約 12 万 m3 の木質バイオマスを燃料としており、
化石燃料代替による二酸化炭素の低減に加えて、燃
料の地産地消による林業の活性化や地元雇用の創出
など地域に貢献した施設となっています。
　このほか、あわら市の温泉施設では、地域の民間
企業等で構成する法人が主体となり、６台の木質バ
イオマスボイラーを導入し、地域ぐるみで熱利用に
取り組んでおり、地域資源と経済の循環が図られて
います。

＊１�木質バイオマス：「バイオマス」とは、生物資源（bio）の量（mass）を表す言葉であり、「再生可能な、生物由来の有機性資源（化石
燃料は除く。）」のことをいいます。特に、木材からなるバイオマスのことを「木質バイオマス」といいます。木質バイオマスには、主に、
樹木の伐採や造材のときに発生した枝、葉などの林地残材、製材工場などから発生する端材やおが屑などのほか、街路樹の剪定枝や
住宅の解体材などがあります。

ウッドプラスチックのウッドデッキ（福井市）

ウッドプラスチックのベンチ等（越前市）

木質バイオマス発電施設（大野市）

温泉施設に設置された
木質チップボイラー（あわら市）
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３　再生可能エネルギーの技術開発促進
（１） 技術開発や経営支援などに対する情報提供

【経営改革課、産業技術課】
　公益財団法人ふくい産業支援センターでは、省エ
ネルギー対策や脱炭素経営など中小企業の様々な経
営課題を解決するため、専門家による経営相談を実
施しています。
　また、「ふくいオープンイノベーション推進機構」
では、県内企業のエネルギー分野への新規参入や産
学官連携の参考として、県内企業、大学等が有する
技術シーズをまとめたエネルギー関連技術シーズ集
を公開しています。

（２）エネルギー関連分野における研究開発
【産業技術課】

　工業技術センターでは、曲面を含む複雑形状にも
対応できるぺロブスカイト太陽電池を開発していま
す。将来的には、電源が不要なＩоＴセンサーへの
活用や自動車・ドローンなどの移動体への搭載を目
指します。

試作した太陽電池

エネルギー関連技術シーズ紹介セミナー（IR 交流会）の様子
（ふくいオープンイノベーション推進機構）
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４　嶺南地域における再生可能エネルギーの導入拡大
（１）嶺南地域における小水力発電の導入促進

【エネルギー課】
　県では、嶺南地域において小水力発電の導入を拡
大するため、適地調査、流量調査などを実施してい
ます。
　これらの調査結果をもとに、発電所建設候補地ご
との事業性評価を行い、市町や地域の方と協力して
開発を推進していきます。

（２）再エネ・省エネ設備などの導入と利用
【エネルギー課】

　県では、便利で災害にも強く環境にもやさしい暮
らしの実現を目指し、嶺南市町と連携してスマート
エネルギーエリアの形成を進めています。おおい町
ではSEE SEA PARKに太陽光発電設備や蓄電池が
導入されており、美浜町や若狭町では太陽光発電や
蓄電池が搭載される住宅団地の分譲地整備に向けた
取組みが進められています。そのうち若狭町では、
令和７年９月 20 日にスマートエリアモデル分譲地
が完成し、分譲が開始されました。

流量調査の様子 太陽光発電設備と蓄電池が搭載される住宅イメージ
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第４節　森林等の吸収源対策

１　森林資源の保全と利用【県産材活用課、森づくり課】

（１）森林の現状
　本県の森林面積は約 31 万 ha で、県土の 74% を
占めており、全国平均の森林率 67% と比べ高い割
合となっています。このうち民有林＊1 の人工林は
スギを中心として約 12 万 ha となっています。
　森林は、木材の供給のほか、県土保全や水源かん
養、保健休養の場の提供など様々な公益的機能を有
しており、近年では特に地球温暖化防止という観点
から二酸化炭素の吸収源としての役割が期待されて
います。
　令和 7年 2月に改定された「地球温暖化対策計画」
では、令和22年度において約7,200万CO2トン（2013
年度総排出量比約 5.1%）を森林吸収量で確保する
ことを目標としており、適切な間伐＊２実施に加え、
木材の利用拡大や花粉が少なく成長に優れた特定苗
木等のコンテナ苗による再造林などに取り組むこと
としています。

（２） 多様な森林整備
　本県においては、昭和 40 年代から 50 年代にかけ
て本格的に植林を進めてきた結果、約 12 万 ha の
スギ等の人工林が造成されました。
　そのうち柱などとして利用できる樹齢約 50 年以
上のものが約７割まで増えてきており、今後はこの
資源を有効に活用していく必要があります。
　このため、令和７年３月に策定した「ふくいの森
林・林業の未来を切り拓く基本計画」では、資源の
循環利用と環境保全に適した森林整備や木材生産を
適切に進めることとしています。
　傾斜が緩く道から近いなど、林業に適した森林で
は、森林の所有と経営を分離して、主伐＊３・再造林・
保育を進める「大きな林業（ふくい型林業経営モデ
ル＊４）」や、簡易な機械を使った小規模な木材生産
と副業を組み合わせた「小さな林業（自伐型林業＊５）」　
を推進することで、資源の循環利用に適した森林整
備を進めています。
　また、奥山の人工林など林業に適さない森林では、
公的整備により列状間伐や天然更新などを行うこと
で、針広混交樹林化や広葉樹林化を図り、環境保全
に適した森づくりを進めています。

＊１�民有林：国有林以外の森林。民有林は、都道府県・市町村・財産区で所有する公有林と、個人、会社、団体などが所有する私有林と
に区分されます。

＊２�間伐：林内が樹冠により閉鎖し、林木相互間の競合が始まった後、目的樹種を主体にその一部を伐採して林分密度を調節することに
より、林木の利用価値の向上と下層植生の発達を促し、表土の流出の防止など森林の有する諸機能の維持増進を図るための伐採のこ
とをいいます。そのうち、一定の幅の森林を列状に伐採する方法を列状間伐といいます。

＊３�主伐：木材生産を目的として、利用期に達し成熟した森林から木を収穫するための伐採のことをいいます。そのうち、一度に全部の
木を伐採することを皆伐といいます。

＊４�ふくい型林業経営モデル：森林の所有と経営の分離（長期一括契約）により、主伐での収益で再造林や保育経費の確保を行う取組み。
＊５�自伐型林業：小規模な道づくり（幅員概ね 2.5 ｍ以下）と簡易な機械（チェーンソーや小型バックホウ等）により木材生産を行う自立・
自営的な林業。山林所有の有無や所有規模に関わらず、他者からの受託も含め森林の経営や管理、施業を自ら行う取組みのことをい
います。 

図１- ４- １　森林の循環利用の推進

コンテナ苗を活用した主伐後の再造林 列状間伐施行後の広葉樹導入状況
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（３）森林保全と管理
　山村地域では、過疎化や高齢化が進む一方、県民
が森林をレクリエーションの場等として積極的に利
活用する機会が多くなり、入込者数は年々増加して
います。このため、山火事の未然防止、ごみの不法
投棄や違法伐採を早期発見する監視活動が不可欠で
あり、県においては森林保全巡視員（R7：5 名）を
配置し、関係機関と連携しながら森林パトロールを
実施しています。
　また、森林に起因する災害を未然に防止するため､
中山間地の集落に山林保全（山地災害および山林買
収）監視モニター（R7：1,213 名）を配置するとと
もに、地域住民を対象とした治山事業の現場見学会
等を開催し、治山工事の目的や効果、山地災害が発
生する予兆、避難の大切さ等を再認識してもらうこ
とで、防災意識の向上と普及啓発にも努めています。

　なお、公益的な機能を発揮する重要な森林は保安
林に指定し管理することとし、保安林以外の森林に
おいて開発行為が行われる場合には、許可制度を適
用して指導・監督することで、安全で安心できる生
活環境の保全に努めています。

（４）県民参加の森林づくり
　森林からの多様な恩恵は、全県民が享受するもの
であり、森林の整備・保全を社会全体で支えていく
ことが必要なことから、植樹など森づくりへの直接
参加や、地元の木を伐って使う取組み等を「緑と花
の県民運動」の一環として積極的に推進しています。
このため、春季と秋季に行っている「緑の募金活動」
をはじめ、森づくりの日に総合グリーンセンターで
開催される「みどりと花の県民運動大会（R7.6、第
15 回開催）」のほか、漁業関係者による「漁民の森」
の整備活動等を通じて、県民の森林づくりに対する
意識の向上を図っています。

　また、次世代を担う「緑の少年団」や県民誰もが、
自然を知り、森林や緑の大切さを学ぶことができる
活動場所とするため、福井市脇三ヶ町にある県有林
を「体験の森」として整備し、森林環境教育活動を
推進しています。

（５） 森林整備を担う人材の育成
　県内の人工林は、その多くが利用期を迎えていま
す。今後それらの森林を整備し、効率的な木材生産
を進めていくために、林業従事者の確保・育成が重
要になってきます。
　そこで県では、平成 28 年度に開校した「ふくい
林業カレッジ」にて、林業への新規就業希望者に対
し、林業に関する基本知識や技術を習得する約１年
間の研修を行っています。
　また、令和２年度からは、早期就業希望者に対し、
伐倒技術の習得や資格取得を中心とした３カ月半の
短期コースを新設し、新たな人材の確保に取り組ん
でおり、令和６年度末までで合計 65 名が研修を修
了し、現場で活躍しています。

地域住民を対象とした治山事業の説明会

「みどりと花の県民運動大会」緑の少年団らの合唱

ふくい林業カレッジ　高性能林業機械の操作研修
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　また、都市圏や海外での販路開拓を進めており、
台湾の大規模展示会への出展、台湾の企業や行政機
関との連携による展示会・商談会の開催に加え、イ
ンドネシアの現地法人と連携し、県産材製品の販売
促進を図っています。
　さらに、平成 29 年度施行の「みんなでつかおう『ふ
くいの木』促進条例」に基づき、県産材の利用を進
める運動を展開しており、建築士による小学校児童
を対象とした木づかい塾の開催や、仁愛女子短期大
学および仁愛大学の学生と連携した未就学児への木
づかい体験会の開催、さらには県経済団体との連携
のもと、企業を対象とした木づかいセミナーや見学
会を開催するなど、県産材と触れ合う機会を創出し、
利用意識の醸成を図る取組みを行っています。

２　県産材＊１の活用【県産材活用課】
　木材は、化石燃料や鉱物と違い再生産が可能なこ
と、大気中の二酸化炭素を吸収して固定・貯蔵する
こと、鉄などに比べ少ないエネルギーで加工できる
ことなど、地球環境への負荷を軽減できる資材とし
て注目されています。
　また、木材の利用は、地域の森林整備を促し、地
球温暖化の防止などの森林の多面的機能の発揮や地
域経済の活性化に加え、持続可能な開発目標（SDGs）
の達成や脱炭素社会の実現につながります。
　このため、県では、「木を伐って使う」取組みを
積極的に進めており、県産材を活用した住宅の新築・
リフォームはもとより、商業施設など民間施設の木
造・木質化や木製品の導入への支援を行っています。
近年では、銀行や飲食店など、多くの来客者が訪れ
る施設において県産材が利用されています。
　さらに、企業における県産材の活用を促進するた
め、社屋や倉庫などの木造建築やオフィス・店舗の
木質化等に関するインテリア無料相談窓口も開設し
ています。

　　　　ふくいの木の魅力を発信する体験型イベント「フクモクフェス」の開催
　みんなでつかおう「ふくいの木」運動の一環として、
令和７年９月 13 日（土）、14 日（日）に福井県産業
会館で開催し、１万３千人を超える皆様に参加いた
だきました。
　会場では、木と触れ合い、遊び、体験ができる「木
のおもちゃ博エリア」、工務店の出展などの「ふくい
の木住まい博」エリアを設置し、大人から子供まで、
ふくいの木に親しみ、木の良さを体感して頂きまし
た。

コラム

福井駅前の商業施設での県産材利用例 永平寺町内の商業施設での県産材利用例

会場の様子

＊１�県産材：県内で伐採された原木を県内で加工した木材
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第５節　適応策の推進

１　気候変動の影響と適応【環境政策課】

（１）気候変動の現状と県内の影響　
　日本の年平均気温は、様々な変動を繰り返しなが
ら上昇しており、長期的には 100 年あたり 1.40℃の
割合で上昇しています。本県においては、100 年あ
たり 1.7℃の割合で上昇しています。

　本県では、次のような温暖化が原因と思われる影
響が発生しています。

① 農業・水産業分野
　水稲では、気温の上昇により出穂後の登熟不良に
よる乳白米や胴割米が増加するなど、品質低下が確
認されています。

　水産業では、海水温の上昇により、サワラの漁獲
量増加や藻場の減少など、魚種や海藻などの組成や
資源量の変動が発生しています。

② 自然生態系分野
　海水温上昇に伴うムラサキウニの増加により、多
くの水生生物の生活を支える藻場の減少が発生して
います。

③ 健康分野
　気温上昇に伴う真夏日、熱帯夜の増加により、熱
中症患者の数が増加しています。

（２） 気候変動への適応
① 適応の背景と動向
　IPCC 第６次評価報告書では、将来、温室効果ガ
スの排出量がどのようなシナリオをとったとして
も、世界の平均気温は上昇し、21 世紀末に向けて
気候変動の影響のリスクが高まることが予想されて
います。
　地球温暖化による悪影響を防止するためには、温
室効果ガスの排出抑制を行う「緩和策」だけでなく、
既に現れている気候変動の影響や中長期的に避けら
れない影響に対して、その被害の回避・軽減に取り
組む「適応策」も重要であり、これら二つの対策を
両輪で推進していくことが必要です。
　日本の気候変動対策は、地球温暖化対策推進法に
基づき実施されてきましたが、同法には緩和策のみ
位置付けられており、適応策の規定はありませんで
した。そのため国では、政府全体で整合性のとれた
適応策を総合的かつ計画的に推進するため、平成 
27 年 11 月に「気候変動の影響への適応計画」を閣
議決定しました。その後、平成 30 年６月に気候変
動適応法が成立し、適応策は法的に位置付けられる
こととなりました。これにより、国・地方公共団体・
事業者・国民が連携して適応策を推進するための枠
組みが整備され、同年 12 月には同法に基づく「気
候変動適応計画」が閣議決定されました。
　さらに、気候変動適応の一分野である熱中症対策
を強化するため、令和５年５月に改正気候変動適応
法が公布され、熱中症特別警戒情報の発表および周
知と迅速な対策の実施などの規定が設けられまし

図１- ５- １　日本の年平均気温偏差の経年変化
　　（1898 ～ 2025 年）

出典：気象庁ホームページ

図１- ５- ２　福井県の年平均気温の経年変化
　　　（1897 ～ 2024 年）

出典：気候変動適応情報プラットホーム
（グラフは気象庁が作成）
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た。同月には、改正気候変動適応法に基づく「熱中
症対策実行計画」が閣議決定され、中期的な目標
（2030 年）として、「熱中症による死亡者数が、現
状から半減することを目指す」ことが設定されると
ともに、地方公共団体、事業者、国民の役割等が明
確化されました。

② 福井県の気候変動適応の推進
　県では、令和５年３月に改正した福井県環境基本 
計画を、気候変動適応法に基づく地域気候変動適応 
計画に位置付け、農業・林業・水産業分野や健康分
野をはじめとした７つの分野について施策の方向性
を取りまとめました。（福井県環境本計画第２編第 
１章第５節）。
　また、令和５年 11 月には、多岐に渡る気候変動
適応策を推進するための情報拠点として、福井県気
候変動適応センターを設置し、市町職員を対象とし
た気候変動適応計画策定に向けた実践研修や、県
民に分かりやすく適応策を発信するための広報誌 
「FUKUTEKI」を作成しています。
　令和６年度からは、同センターの情報発信の強化
を図るため、新たに「気候変動適応化情報提供事業」
を開始しました。本事業では、適応に関する情報の
収集・提供を効果的に行うためのアンケート調査と
普及啓発を推進するためのパネル展を実施していま
す。 パネル展では、気候変動適応に関する最新情
報やアンケート調査の結果などが掲示してあり、県
民の皆様が適応の理解を深め、実際に取り組むため
の情報が満載となっています。今後も、広報誌の発
行やパネル展の開催などの情報発信を継続し、気候
変動適応策を推進していきます。

図１- ５- ３　展示パネル例（アンケート調査結果）

福井県立図書館でのパネル展示
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第６節　県の事務・事業における温室効果ガス排出削減

１　福井県庁地球温暖化防止実行計画【環境政策課】

　県では、平成 13 年度に「福井県庁地球温暖化防
止実行計画（福井県庁エコオフィスプラン）」を策
定し、県の全ての事務・事業（他者に委託等をして
行う事務および事業は除く）に係る温室効果ガスの
排出削減に取り組んできました。
　令和５年３月の、福井県環境基本計画の改定に伴
い、同計画を併せて改定し、県の温室効果ガスの
排出削減目標を、前計画の 2030 年度 40%削減から
50%削減（いずれも 2013年度比）に引き上げました。

　改定した実行計画では、2023 年度から 2030 年
度を計画期間とし、「県有施設の 50% 以上の太陽
光発電設備の設置」、「新築事業についての ZEB＊１

Oriented 相当以上の採用」「新規導入・更新する公
用車の電動車（EV・PHV・FCV・HV) の採用」等
により再生可能エネルギーの導入促進や省エネル
ギーを推進するとともに、「節水や水の有効利用」、
「用紙類の使用量削減」、「廃棄物発生の抑制や３R
の推進」による省資源化を推進していきます。
県自らの事務・事業で排出する温室効果ガスを抑制
することにより、市町や事業者の温暖化防止に向け
た積極的な活動を促していきます。
　なお、2024 年度の温室効果ガスの排出量は、
86,112t-CO2（2013 年度比 24.4％減）であり、対前
年度比で増加しています。これは電気使用量の増加
等が影響しています。

項　　　　目
基準年度

2013 年度
（平成 25 年度）

実績

2023 年度 2024 年度

実績 基準年度比 実績 基準年度比

温室効果ガス総排出量
（CO2 換算値）＊ 113,930 t-CO2 82,467 t-CO2 27.6％削減 86,112 t-CO2 24.4％削減

個
別
取
組

電　気　使　用　量 124,547 千 kWh 117,064 千 kWh 6.0％削減 120,916 千 kWh 2.9％削減

冷暖房等燃料使用量
（原油換算値） 9,746 kL 7,850 kL 19.5％削減 8,093 kL 17.0％削減

公用車燃料使用量
（原油換算値） 1,387 kL 925 kL 33.3％削減 896 kL 35.4％削減

水 使 用 量 1,781 千 m3 1,983 千 m3 11.3％増加 2,125 千 m3 19.3％増加

複 写 用 紙 使 用 量 417 t 266 t 36.1％削減 278 t 33.3％削減

可 燃 ご み 廃 棄 量 2,191 kg/ 日 1,537 kg/ 日 29.8％削減 1,584 kg/ 日 27.7％削減

不 燃 ご み 廃 棄 量 497 kg/ 日 288 kg/ 日 42.1％削減 273 kg/ 日 45.0％削減

＊ �温室効果ガス総排出量中の電気使用量分の CO2 排出量は、基準年度および 2023 年度は基礎排出係数、2024 年度は調整後排出係数を
用いて算定

＊ 基礎排出係数を用いて算出した場合、2024 年度の実績は 81,432t-CO2 であり、28.5% の削除（対 2013 年度比）となります。

表１- ６- １　福井県庁の温室効果ガス排出量と個別取組の実績

基準年度
2013 年度
113,930 t-CO2

目標年度
2030 年度

56,965 t-CO2（△50%）

＊１�ZEB（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）：50%以上の省エネルギーを図ったうえで、再生可能エネルギーなどの導入により、エネルギー
消費量をさらに削減した建築物について、その削減量に応じて、①『ZEB』（100% 以上削減）、② Nearly ZEB（75%以上 100% 未満
削減）、③ ZEB Ready（再生可能エネルギー導入なし）と定義しており、また、30 ～ 40%以上の省エネルギーを図り、かつ、省エネ
ルギー効果が期待されているものの、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に基づく省エネルギー計算プログラムにお
いて現時点で評価されていない技術を導入している建築物のうち１万㎡以上のものを④ ZEB Oriented と定義しています。

40



第１章　地球温暖化対策の推進

分
野
別
施
策
の

実
施
状
況

地
球
温
暖
化
対
策
の

推
進

２　施設の建築、管理などに関する取組み【公共建築課】
　県有施設の電気設備・空調設備において、効率の
良い機器、システムや新エネルギーの導入を推進し
ています。

　今後も、その有効性等を考慮しながら、環境への
負担の少ないシステムの導入を図っていきます。 

　県では、全国組織である「グリーン購入ネットワー
ク＊２」に加入しグリーン購入の推進を図るととも
に、県自らが環境配慮商品等を優先的に購入するた
め、平成 13 年４月、「福井県庁グリーン購入推進方
針」を策定しました。この方針に基づき、「調達計画」
を毎年度策定し、県のすべての機関で、計画的にグ
リーン購入に取り組んでいます。

　県では、製品やサービスの購入にあたって、必要
性を十分に考慮し、価格や品質、デザインだけでな
く、環境のことを考え、環境への負荷ができるだけ
少ないものを優先して購入する「グリーン購入」を
推進しています。環境物品＊１を積極的に購入するこ
とで、供給する側の企業にも環境負荷の少ない製品
等の開発や環境を考えた経営を促すことになり、循
環型社会づくりに重要な役割を担っています。

３　省エネ・省資源化・物品等の調達に関する取組み【環境政策課】

施　設　名 導入システム等 施　設　名 導入システム等
音 楽 堂 冷温水大温度差空調 芦 原 青 年 の 家 木質ペレットボイラー

一 乗 谷 朝 倉 氏
遺 跡 博 物 館

照明制御
空調熱源台数制御
外気導入量制御（CO2 制御）

県 営 体 育 館
冷温水大温度差空調
変風量方式空調
太陽光発電（10kW）

恐 竜 博 物 館

高効率モジュールチラー
空調熱源台数制御
外気冷房制御
外気導入量制御（CO2 制御）
冷温水大温度差空調
冷温水変流量システム
変風量方式空調
太陽光発電（20kW）

県 営 球 場 LEDナイター照明

若 狭 湾 エ ネ ル ギ ー
研 究 セ ン タ ー

高効率モジュールチラー
太陽光発電（20kW）

図書館・公文書館
温度成層型蓄熱式空調
冷温水大温度差空調
地中熱利用空調

合 同 庁 舎
（ 福 井・ 奥 越・ 若 狭 ）
海 浜 自 然 セ ン タ ー
総合グリーンセンター
奥 越 特 別 支 援 学 校
県 立 高 等 学 校

（ 武 生 ･ 大 野 ･ 藤
島 ･ 高 志 ･ 金 津
･ 武 生 東 ･ 敦 賀 ･
敦賀工業 ･ 坂井 ･ 足羽）
教 育 総 合 研 究 所

太陽光発電（各 10kW）
県 立 病 院

冷温水大温度差空調
コージェネレーションシステム
空調用冷温水変流量システム

県立病院関連施設

冷温水大温度差空調
空調用冷温水変流量システム
太陽熱利用給湯システム
高効率型変圧器

こ ど も 家 族 館

冷温水大温度差空調
空調用冷温水変流量システム
置換空調システム
太陽光発電（10kW）

若 狭 ヘ リ ポ ー ト 太陽光発電（13kW）

消 防 学 校
中 小 企 業 産 業 大 学 校 太陽光発電（各 20kW）

南越特別支援学校 冷温水大温度差空調
冷温水変流量システム 県 庁 舎 太陽光発電（30kW）

表１- ６- ２　県有施設の省エネ ･ 新エネシステム等導入実績

＊１�環境物品：資源採取から製造、流通、使用、リサイクル、廃棄に至るまで物品等のライフサイクル全体について環境負荷の少ない物
品のことを指します。

＊２�グリーン購入ネットワーク：グリーン購入の取組みを促進するために平成８年２月に設立された企業、民間団体、行政による全国規
模のネットワーク組織で、会員数 1,255 団体（令和８年３月現在）。同ネットワークが主催し、グリーン購入のすぐれた取組みを行う
団体を表彰する「グリーン購入大賞」において、平成 14 年の第５回では福井県が行政部門で大賞を、平成 16 年の第７回では清川メッ
キ工業株式会社（福井市）が中小事業者部門で大賞を、平成 17 年の第８回では敦賀信用金庫（敦賀市）が環境大臣賞を、平成 30 年
の第 19 回では福井県がグリーン購入推進自治体特別賞をそれぞれ受賞しています。
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◆第２部　分野別施策の実施状況

分
野
別
施
策
の

実
施
状
況

自
然
と
共
生
す
る

社
会
づ
く
り
の
推
進

第２章　自然と共生する社会づくりの推進
第１節　自然とふれあう活動の推進

1　自然とふれあう機会の充実

＊１�フォレストサポーター：県が行う所定の研修を受講した者を「フォレストサポーター」に認定し、県民や児童生徒に対して、森林・
林業に関する知識の普及と森林の案内や野外活動等のボランティア活動の指導者として活動しています。

（１）人材の育成
① 星空案内人【自然環境課】
　県では、「特定非営利活動法人 星のソムリエ機構」
が実施する認定制度を活用し、令和３年度から「星
空案内人」または「準案内人」を育成しています。
天文に関する専門講座を開催し、一定の内容を履修
された受講者を「準案内人」、さらに星空案内や望遠
鏡での天体観察について実践を積み重ねた準案内人
を「星空案内人」として認定しています。
　令和６年度末時点での「星空案内人」認定者は 21
名、「準案内人」認定者は 56名となっており、今後、
それぞれの星空案内人が県内各地域で多くの人に対
し、星空や宇宙への関心を広げるきっかけとなるよ
うな活動をしてくれることを期待しています。

② フォレストサポーター＊１【森づくり課】
　県では、県民や児童生徒に対して、森林・林業に
関する知識習得を図るとともに、森林の案内や野外
体験学習等におけるボランティア活動の指導者を確
保するため、フォレストサポーターを養成していま
す。
　令和６年度末現在 123 人のフォレストサポーター
が認定を受け、県内各地で活動しています。
　今後も、子どもたちに対して、魅力ある森林環境
教育を行い、多様な森林体験の機会を提供しながら、
将来、福井県の森林・林業を担う後継者、指導者と
して活躍してもらうことを期待しています。

（２）自然とふれあう機会の提供【自然環境課】
　県自然保護センターでは、自然観察会や天体観望
会等を、県海浜自然センターでは、スノーケリング
自然教室、海のふれあい教室や三方五湖自然教室等
を開催しています。

フォレストサポーターの活動の様子

三方五湖自然教室「田んぼで魚の赤ちゃんをつかまえよう」
（R ７. ６. ２９）

表２- １- １　イベント等の開催状況
○県自然保護センター行事（令和６年度）

行　　事　　名 回数 参加人数
自然観察会 5 120 人
自然観察の森ガイド 52 1,218 人
天体観測会・プラネタリウムなど 406 5,092 人

計 463 6,430 人

○県海浜自然センター行事（令和６年度）

行　　事　　名 回数 参加人数
スノーケリング自然教室 14 98 人
海のふれあい教室 23 396 人
三方五湖自然教室など 10 116 人
指導者養成講座 2 34 人

計 49 644 人
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③ 子ども農山漁村交流プロジェクト
　子どもが農林漁業者と交流し農林水産業や自然を
体験することには、大きな教育効果が認められてい
ます。このため、平成 20 年度から農林水産省、文
部科学省、総務省の三省連携で農山漁村における小
学生の長期宿泊体験を推進する「子ども農山漁村交
流プロジェクト」がスタートしました。本県では、
若狭町、美浜町が受入れモデル地域に採択され、大
敷網などの漁業体験、そば打ち、魚の調理などの食
体験を実施しました。また、農山漁村地域における
令和６年度の体験旅行受入は、約 21,000 名の受入
となりました。県内の小中学校を中心に坂井市で約
2,300名、美浜町で約4,500名の受入れがありました。

④ 都市農村交流員
　平成 21 年４月から、（公社）ふくい農林水産支援
センターに「都市農村交流員」を配置しており、現
在２名が活動しています。都市と農山漁村とをつな
ぐコーディネーターとして、若者の誘致活動、農山
漁村における受入れのサポート、地域資源を活用し
た交流の活性化などに活躍しています。

＊１�エコ・グリーンツーリズム：エコツーリズムと、グリーン・ツーリズムを合わせた言葉です。エコツーリズムとは、訪れた地域の豊
かな自然環境を体験するとともに、それら自然環境の保全に責任を持つ観光の形態のことです。グリーンツーリズムとは、稲刈りや
地引網などの農林漁業体験や、地域の郷土料理、伝統文化などを楽しむ観光の形態をいいます。エコツーリズム、グリーンツーリズ
ムともに、欧米において余暇を自然との対話の中から自己実現として楽しむため発展してきた観光形態です。

教育旅行でのシーカヤック体験の様子

（３）エコ・グリーンツーリズム＊１

【中山間農業・畜産課】
　都市住民の環境や食の安全安心に対する意識の高
まり、体験交流型への旅行スタイルの変化などを背
景に、農山漁村地域における自然体験や農林漁業体
験を行うエコ・グリーンツーリズムの参加人口が増
加しています。特に本県では京阪神や中京地域に近
いという立地条件に加え、海・山・里には、豊かな
自然や食文化があることから、エコ・グリーンツー
リズムによる地域資源を活かした農山漁村地域の活
性化が期待されています。
　本県では、平成 27 年８月に「ふくい里山里海湖
ビジネス協議会」を設置しました。その中で、中山
間地域の歴史や文化、豊かな自然環境を生かし、農
家民宿、農家レストラン、ミニ直売所、トレイルコー
ス、農林漁業体験施設等を整備し、都市との交流を
促進することで地域の活性化を図ることを県内市町
や関係機関との間で意思統一しました。

① 広域的な連携
　エコ・グリーンツーリズムを実施する団体や市町
が広域的に連携し、都市圏に向けた情報発信の強化、
受入実践者の資質向上等により、農山漁村地域への
誘客を拡大するため、平成 20 年９月に、全県的な
推進組織「ふくいエコ・グリーンツーリズム・ネッ
トワーク」を設立し、会員同士の連携や研修を実施
することによる人材育成、フォーラム等の開催によ
る普及啓発に取り組んでいます。

② 農家民宿
　都市と農山漁村の交流の拠点として「農家民宿」
の開業を促進しており、平成 17 年 11 月に食事の提
供に必要な施設基準を緩和する全国初となる本県独
自の規制緩和を実施するとともに、研修会の開催な
どの開業の支援を行っています。令和６年度は、県
内では新たに３軒が許可を取得し、福井市、越前市
などで 227 軒の農家民宿が開業しています。
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＊１�みお筋：平時に流水が流れている道筋。川幅は広くてもみお筋はその一部で、しかも、曲がりくねっているのが普通です。より自然
な川の流れをつくり出すには、みお筋が形成されるよう配慮することが重要です。

⑤ 人材育成
　エコ・グリーンツーリズムの受入を担う人材を育
成するため、平成 28 年度から、ふくい農業ビジネ
スセンターを拠点として、「里山里海湖ビジネス研
修」を開講しています。令和７年度は農家レストラ
ンや農家民宿開業者向けの講座を設けており、意欲
のある方が受講しています。

筋＊１、河畔林、階段等の整備を行い、令和２年度
をもって完成しました。
　環境教育として、狐川流域まちづくり協議会や公
民館が主体となり、地元小学生を対象に、狐川の保
全の取組みの紹介や水質調査、生き物調査等を毎年
継続して行っています。

（４）水辺の楽校プロジェクト【河川課】
　現代の子どもたちは、自然にふれあう機会が減っ
ているため、自然体験、生活体験不足につながって
います。そこで、子どもたちが水辺に親しみ、遊び
学ぶことができるよう、水辺に近づける護岸等の整
備を進めるなど、自然環境あふれる安全な水辺を創
出し、子どもたちの自然体験活動を支える地域連携
体制を整えています。

 ・福井市狐川 水辺の楽校
　福井市の狐川では、過去の河川改修事業による直
線化・コンクリート化や市街化に伴う水田の宅地化
等によって、水辺植物の消滅、魚類や昆虫の生息場
所の喪失、子どもたちの水辺にふれあう機会が減少
したことから、地域住民と協力し、自然環境の復元
や身近な環境学習の場を目指して、水辺空間の整備
を進めています。
　平成 15 年度に流域６地区の公民館長や学識経験
者等により「狐川流域まちづくり協議会」を設立。
平成 16 年度から、行政と住民によるワークショッ
プを開催して全体整備計画を検討し、平成 18 年度
から、毎年３回地元の方の意見を聞きながら、みお

研修の様子

狐川　整備状況

水質調査の様子（R6.11）

生き物調査の様子（R6.9） 
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２　自然公園などの適切な保全と活用【自然環境課】

＊１�ラムサール条約・ラムサール条約湿地：湿地の保護と利用管理を目的とした国際湿地条約で、正式名称を「特に水鳥の生息地として
国際的に重要な湿地に関する条約」といい、1971 年（昭和 46 年）イランのカスピ海沿岸の都市ラムサールで採択されました。条約で
は国際的に重要な湿地をラムサール条約湿地として登録し、その湿地の保全・再生と賢明な利用（wise use）を進めていくことが求め
られています。

表２- １- ３　自然公園の概況（単位：ha）

公 園 名 面 積
特別地域 普 通

地 域
海域公
園地区特別保

護地区
特 別
地 域

白　　　 山
国 立 公 園
（福井県部分のみ）

 7,406  220  7,186

越前加賀海岸
国 定 公 園
（福井県部分のみ）

 8,008  92  7,721 195

若 狭 湾
国 定 公 園
（福井県部分のみ）

15,459  67 15,187  205 30.2

奥 越 高 原
県立自然公園 31,039 17,869 13,170

計 61,912  379 47,963 13,570 30.2

表２- １- ４　自然公園利用者数（令和６年）
公　 園　 名 利 用 者 数

白 山 国 立 公 園
（福井県部分のみ） 175 千人

越前加賀海岸国定公園
（福井県部分のみ） 4,432 千人

若 狭 湾 国 定 公 園
（福井県部分のみ） 9,597 千人

奥越高原県立自然公園 755 千人

計 14,959 千人

（１）自然公園
　本県は、自然豊かな県と評されており、その豊か
な自然環境を保全するため、自然公園法および福井
県立自然公園条例に基づく自然公園や福井県自然環
境保全条例に基づく自然環境保全地域が指定されて
います。

　本県の自然公園は、白山山系の山岳公園である白
山国立公園、嶺北の隆起海岸である越前加賀海岸国
定公園、嶺南のリアス海岸である若狭湾国定公園、
白山国立公園に隣接する奥越高原県立自然公園の４
公園が指定され、その面積は 61,912ha で県土面積
の約 14.8％を占めています。また、若狭湾国定公園
には、海域の景観を維持するために三方海域公園地
区が指定されています。
　自然公園内においては、工作物の新築等、一定の
行為について開発規制を行うことで優れた自然の風
景地を保護するとともに、適切な利用を推進し、生
物多様性の確保を行っています。
　また、国が委嘱する自然公園指導員 31 名や県が
委嘱する自然公園管理協力員 36 名等の協力を得て、
自然公園の利用者や居住者に対して自然環境保全の
重要性の普及啓発を図っています。
　なお、国際的に重要な湿地として、平成 17 年 11
月に、若狭湾国定公園内の三方五湖が、平成 24 年
７月には越前加賀海岸国定公園内の中池見湿地がラ
ムサール条約湿地＊1 に登録されました。

（２）自然公園内の施設整備
　自然公園は、優れた自然の風景地を保護するとと
もに、その利用の増進を図ることを目的としていま
す。県では、それぞれの公園計画に基づいて大野市
の三ノ峰や赤兎山の登山道、坂井市の越前三国オー
トキャンプ場、若狭町の食見園地（マリンパーク）、
おおい町の福井県ふるさと海浜公園（赤礁崎オート
キャンプ場）などを整備してきました。
　近年は、訪日外国人を含む公園利用者の安全確保
や利便性向上のために、老朽化した既存施設の更新
や長寿命化のほか、案内標識等の多言語化表記を進
めるとともに、大雨等により被害を受けた施設の復
旧等の対策を実施しています。

図２- １- ２　自然公園および自然環境保全地域
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表２- １- ５　自然公園の施設整備の状況（令和６年度実施分）
公　　園　　名 場　　　所（公園事業名） 整　　備　　施　　設

白山国立公園 勝山市平泉寺町平泉寺（越前禅定道線） 看板改修、標識改修

白山国立公園 勝山市平泉寺町平泉寺（平泉寺園地） 公衆トイレ改修

越前加賀海岸国定公園 坂井市三国町安島（荒磯遊歩道、雄島遊歩道） 木柵整備、歩道改修

越前加賀海岸国定公園 福井市鮎川町（丹生海岸園地） 公衆トイレ改修

若狭湾国定公園 おおい町大島（赤礁崎オートキャンプ場） 電源設備設置

若狭湾国定公園 若狭町世久見（近畿自然歩道） 舗装改修、法面設計

中部北陸自然歩道 坂井市三国町北本町 公衆トイレ洋式化

表２- １- ６　自然公園の施設整備の状況（令和７年度計画分）
公　　園　　名 場　　　所（公園事業名） 整　　備　　施　　設

白山国立公園 勝山市平泉寺町平泉寺（越前禅定道線） 看板改修、標識改修

白山国立公園 勝山市平泉寺町平泉寺（小原三ノ峰線道路） 木道改修

越前加賀海岸国定公園 坂井市三国町安島（荒磯遊歩道、二ノ浜遊歩道） 木柵整備、歩道改修

越前加賀海岸国定公園 福井市鮎川町（丹生海岸園地） 駐車場改修

越前加賀海岸国定公園 福井市南菅生町（鉾島園地） 安全柵改修

越前加賀海岸国定公園 福井市蓑町（亀島園地） 安全柵改修

若狭湾国定公園 おおい町大島（赤礁崎オートキャンプ場） 電源設備設置

近畿自然歩道 小浜市田烏 公衆トイレ洋式化

若狭町世久見（砂浜の先に遊歩道が続きます）

（３）里
さと

海
う

湖
み

トレイル
　トレイルとは「踏み分けた跡。山中や原野の小道。」
という意味です（広辞苑より）。近年、気軽にでき
る運動として健康のために歩くことが着目され、本
県でもふくい SATOYAMAトレイルコースや数々
のウォーキング大会などで使用されるコースがあり
ます。自然公園内には、自然に親しみ、その土地の
歴史や文化とふれあうための登山道や歩道のほか、
環境省が計画し、全国で整備が進められている長距
離自然歩道などがあります。
　これらの施設のなかでも特に、本県の自然公園の
特色でもある風光明媚な海岸線や湖などに沿った
ルートやこれらの景色を眺望できるルートを「里海
湖トレイル」として、利活用の促進に努めていきま
す。
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表２- １- ７　福井県自然環境保全地域の概要（令和７年３月末現在）

名　称 所在地 指　定
年月日

面　　　積（ha）
保全対象とする自然環境の概要

特別地区 普通地区 計

池河内 敦賀市
池河内

昭和
52.3.25

7.8
うち、野
生動植物
保護地区
7.4

103.2 111

敦賀市を流れる笙の川の源流部に形成され
た湿原とその周辺域。湿原部には、ヤナギ
トラノオ ( 南限種 )、ヤチスギラン ( 西限種 )、
ミズドクサ（南限種）、ハッチョウトンボな
どの貴重な野生動植物がみられる。

楢　俣 池田町
楢　俣

昭和
54.6.19 162.12 ― 162.12

本県では稀なブナ－ウスギヨウラク－チシ
マザサ群落として特徴付けられるブナ自然
林が広範囲に分布する。一帯には、モミジ
カラマツ ( 西限種 )、シロウマイノデ ( 西限
種 ) などの植物のほか、クマタカなどの希少
猛禽類がみられる。

池河内湿原のカキツバタ群落と木道 楢俣のブナ林

（４）自然環境保全地域
① 自然環境保全地域の保全
　県では、周辺の自然的社会的諸条件からみて、そ
の自然環境を保全することが特に必要な区域を「福
井県自然環境保全地域」に指定しています。
　現在は、敦賀市池河内の湿原と池田町楢俣のブナ
林の２か所が指定されています。池河内中央部の阿
原ヶ池周辺では、当地区の管理・保全を図るための

木道（604m）を整備し、水路の見回りや草刈り等
の管理を委託しています。平成 28 年度から始まっ
た木道の修繕工事は平成 30 年度に完了し、新しく
なった木道は訪れた人々が四季折々の美しい自然を
観察することにも利用されています。

② 自然環境保全条例に基づく保全
　自然環境保全地域、自然公園、保安林、都市公
園、市街化区域、用途地域および風致地区等の区域
以外における一定規模以上の開発行為は、福井県自
然環境保全条例に基づき、事前届出が義務付けられ
ています。届出が必要になる行為は、宅地の造成、
ゴルフ場、スキー場、遊園地またはキャンプ場の建
設、水面の埋立てまたは干拓および土地の開墾その
他土地の形状の変更のうち、一団の土地の総面積が
１ha 以上の行為です。

　これらの行為に対し、県は、自然環境の保全のた
めに必要があると認めるときは、助言または勧告を
行っています。
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第２節　里山里海湖の自然再生と活用

１　里山里海湖の自然再生の推進

（１）�里地里山の研究成果をもとにした里山里海湖
の自然再生支援

① 里山里海湖研究所の取組み【自然環境課】
　「地域を元気にする実学研究」の拠点として若狭
町の三方湖畔に設置された「福井県里山里海湖研究
所」では、４人の研究員が「環境考古」「保全生態」
「森里川海連環」「里地里山文化」の分野に関する研
究を行っています。これらの里山里海湖の保全再生
に関する研究成果は、専門の学会で発表を行うほか、
三方五湖・北潟湖の両自然再生協議会で活用してい
ます。
　また、広く県民を対象としたフォーラム等で研究
成果の普及と浸透を図り、里山里海湖の保全・再生
に対する意識醸成を図っています。

イ 保全生態
　現在、世界中で「ネイチャーポジティブ（自然再
興）」つまり、生物多様性の大規模な損失を食い止
め回復軌道に乗せる機運が高まっています。なかで
も、多様性の減少が著しい淡水域では、淡水魚への
影響が懸念されています。絶滅の危機に瀕する淡水
魚の保全の実践は、自然再興へ向けた重要な行動の
一つです。絶滅危惧の淡水魚の保全を円滑に進める
には、近年発展したDNA分析技術を活かすことが
有用です。福井県に生息する「アジメドジョウ」「レ
イホクナガレホトケドジョウ」について、すべての
DNA情報を解読する「ゲノム科学」や、環境中に
含まれる生物由来のDNAを分析する「環境DNA
技術」を駆使して、分布の範囲、遺伝的多様性の状
態などの詳細を調べる研究を進めています。

ア 環境考古
　水月湖の湖底には、毎年 1組ずつ形成される縞状
の堆積物である「年縞」が連続して保存されていま
す。年縞は過去の年代を正確に示すだけでなく、当
時の環境を記録した重要な資料です。年縞がどのよ
うに形成され、水月湖の環境とどのように対応して
いるのかを明らかにし、過去の環境変化を復元する
ことを目的として研究調査を進めています。特に、
樹木花粉に含まれる酸素同位体比が降水量や気温な
どの環境条件を反映する点に着目し、水月湖周辺の
樹木調査と花粉の化学分析を行っています。さらに、
湖底堆積物の観察を通して、年縞と湖の環境との関
係を研究しています。

フォーラムの様子（若狭町内にて開催　Ｒ７. ２）

アジメドジョウ

水月湖近辺（若狭町）の杉の花
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ウ 森里川海連環
　「生物多様性国家戦略 2023-2030」では、ネイチャー
ポジティブを実現する基本戦略の 1 つに「自然を
基盤とした解決策（Nature-based Solutions: NbS）」
を位置付けています。これは様々な社会課題（気候
変動・生物多様性・防災・食料問題など）に対し、
自然の有する多機能性を活かして解決を図る行動の
総称です。
　NbS の一例として、三方五湖ではコンクリート
護岸の湖側に「なぎさ」や「ヨシ帯」などの自然の
要素を加えることで、治水と自然再生の両立を図る
自然護岸再生の取組みが進められています。その効
果検証として、自然護岸による環境改善効果、生物
多様性保全効果、減災効果などを調べる一連の研究
を進めています。

② 自然体験・自然再生活動への市民参加【自然環境課】
ア 福井ふるさと学びの森
　里山里海湖研究所では、県内の里山を活動場所と
して自然体験・自然観察・自然再生の活動に取り組
む団体を「福井ふるさと学びの森」として登録し、
県民が里山に触れ親しむ機会を提供しています。

イ 福井ふるさと学びの海湖
　県内の海湖（川を含む）において、県民に自然を
感じ学ぶ体験活動および海湖を保全する体験活動を
提供する団体を「福井ふるさと学びの海湖」として
登録し、「福井ふるさと学びの森」団体のイベント
とともに広報を行っています。登録された学びの海
湖団体の情報交換や学びの森登録団体と連携を図
り、福井の里山里海湖に広く県民が気軽に触れ、親
しみ、学ぶ機会を提供しています。

ウ 里山里海湖の魅力の再発見
　里山里海湖の魅力を幅広い世代に伝えるため、里
山里海湖研究所三方五湖自然観察棟を拠点に、来所
者向けに、気軽な自然観察やどんぐり等の里の自然
物を使った工作体験メニューを提供しているほか、

エ 里地里山文化
　平成 31 年に日本農業遺産に認定された三方五湖
の伝統漁法について調査・研究を進め、その知恵を
次世代への継承するための取組みを行っています。
湖周辺では伝統漁法で捕れたフナやコイの食文化が
ありますが、その知名度や需要を向上させるための
新たな商品開発を三方五湖自然再生協議会や県立若
狭高校と連携して行っています。
　2021 年に発売した「寒ぶなの缶詰」は、開発に
あたって地元漁協や高校、一般社団法人と連携して
行ったことや、売り上げの一部を湖の自然再生に使
う仕組みなどが評価され、2024 年グッドデザイン
賞を受賞しました。

自然護岸による生物多様性保全効果を調べる調査

学びの森での体験活動

表２-２-１　自然体験・自然再生活動体験（令和６年度）

行事名 登　録
団体数

実施
回数 参加人数

福井ふるさと学びの森 37 440 7,906 人
福井ふるさと学びの海湖 6 102 4,738 人

グッドデザイン賞を受賞した、寒ぶなの缶詰
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③ 自然再生活動の支援【自然環境課】
　県では、地域や自然再生団体が行う自然環境の保
全再生活動を応援するため、令和元年度から県内の
生物の専門家を、「環境アドバイザー（自然環境）」
として登録 （令和６年度末現在 74 名）し、令和６
年度は、延べ 60 団体に対し、専門家を派遣し自然
観察や再生活動を支援しました。
　今後とも、県内の自然再生活動を活発化し活動の
輪を広げていきます。

④ 里山林の整備【森づくり課】
　林業を取り巻く厳しい社会情勢のもとで、林家の
経営意欲の減退や山村の過疎化により、一部の里山
では森林が放置され荒廃が進んでいます。
　このような中、県民の環境保全に関する意識は高
まってきており、身近な里山林の整備や自然環境体
験活動に自ら参加することで、森林の適正な維持管
理や森林・林業への理解を深める機会の創出が進み、
山村地域の活性化に繋がっていくことが期待されて
います。
　近年、地域住民や団体、自伐林家等による里山の
森林整備や森林資源を活用した特用林産物の生産な
ど、里山林の再生につながる活動が広がってきてお
り、継続的な森づくりが実践されています。
　また、CSR 活動の一環として、企業が森林の整
備・保全を通じた社会貢献活動を積極的に展開して
おり、令和７年 12 月末現在で計８社が継続した活
動を実施しています。

体験イベントの様子

水生生物の確認と水質の生化学的調査
（旭公民館・旭青少年育成会）

企業による森林整備・保全活動

表２-２-２　福井県内における企業の森林の整備・保全活動
（令和７年12月末現在）

企業名 活動場所 活動
面積

㈱平和堂 越前町小倉
「平和堂　越前泰澄の森」 2.5 ha

前田建設工業㈱ 南越前町桝谷
「ＭＡＥＤＡの森　福井」 1.6 ha

㈱福井村田製作
所

越前町小曽原
「ムラタの森　水上山」 0.33 ha

㈱福井銀行 敦賀市野坂
「ふくぎんの森」 0.45 ha

（一財）セブンー
イレブン記念財団

福井市小羽町
「福井セブンの森」 2.6 ha

㈱ＵＡＣＪ 坂井市三国町崎
「ＵＡＣＪ福井の森」 0.03 ha

北陸電力㈱ 南越前町桝谷
「北陸電力グループ　桝谷の森」 0.44 ha

（公財）ニッセ
イ緑の財団

越前市安養寺町
「ニッセイ越前の森」 0.1 ha

周辺の自然環境を活かした体験イベントを開催して
います。

外来種について学ぶ生徒たち（越前市白山小学校）
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　　　　里地里山の現状と課題
　里地里山は、集落、水田等の農耕地、ため池、草地等とそれを取り巻く二次林＊１により構成された地
域です。国土に占める割合は４割程度に達し、多様な生物の生息・生育空間となってきました。
　しかし、昭和 30 年代以降、生活様式や農業の近代化に伴い、里地里山の林が有していた薪炭林、農用林、
採草地等としての経済的価値が減少し、落ち葉の採取や下草刈りなど日常的な管理が行われなくなった
ことで植生遷移が進行しました。また、近代化された農法の普及や基盤整備が進むとともに、耕作放棄
地が増加するなど、昔ながらの農林業活動が維持されなくなりました。その結果、明るい草地に生育す
るオミナエシ等の植物や素掘りの水路やため池、未改良の水田などを移動しながら生息していたメダカ
やゲンゴロウなど、かつては身近だった生き物が見られなくなりました。
　比較的豊かな自然が残されている本県も例外ではなく、「福井県レッドデータブック（2016）」の中に
も、里地里山を生息・生育域とする生物が数多くリスト
アップされています。したがって、希少野生生物が生息・
生育する里地里山を保全していくことは、県内の生物多
様性＊２を保全する上で極めて重要な課題となっています。
　なお、里地里山は様々な人間の働きかけを通じて維持
される環境であり、原生的自然を対象とした開発行為や
野生生物の捕獲等を直接的に規制する従来型の保全手法
とは異なる、その地域の自然的・社会的特性に応じた人
為的な働きかけ（管理・活用）の持続を図る仕組みづく
りが必要です。

コラム

⑤ 農村の整備【農村振興課】
　里地里山では、過疎化や高齢化の進行等により耕
作放棄地が増加するとともに、土地改良施設の維持
管理が粗放化し、水資源の涵養や景観の保全、生き
物の生息場所といった農業・農村が持つ多面的機能
の低下が懸念されています。
　このため、里地里山において、多様な地域条件に
即した簡易な生産基盤整備等を行い、多面的機能の
良好な発揮や豊かな自然環境の保全・再生に努めて
います。
　特に中山間地域では、農業生産条件が平地部に比
べ不利なことから、農業生産基盤および農村生活環
境基盤の整備を通じて、特色ある農業と活力ある農
村づくりを推進するとともに、地域における定住の
促進、国土・環境の保全を進めています。

＊１�二次林：伐採や風水害、山火事などによって原生林が破壊された後に自然に成立した森林のことです。
＊２�生物多様性：①地域ごとに様々な生態系があること、②いろいろな種の生物が生息・生育していること、③同じ種でも遺伝子のレベ
ルで何通りもの違いがあることを示す言葉です。

石積み畦畔が残る未改良の水田（若狭町気山）　　
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　　　　重要里地里山
　県では、県内の里地里山のうち希少野生生物のホットスポット＊１となっている地域を選定するための
調査を平成 15 年度に実施しました。このうち、希少野生生物が集中して見られ、かつての里地里山の面
影をとどめた地域を、県の判定基準＊２に従い、平成16年度には30地区を「重要里地里山」に選定しました。
この 30 地区は福井県の生物多様性を保全する上で重要な里地里山となります。

コラム

＊１�ホットスポット：希少野生生物が特に多種生息・生育する地域のことです。平地から丘陵地にかけてのホットスポットは、水田や二
次林が分布する里地里山である場合が多く、確認されている種は、メダカやギフチョウなど比較的広域に分布する種で、環境悪化に
より減少した種が多くなる傾向があります。

＊２�判定基準：県が定めた「重要里地里山」に選定するための基準は以下のとおりです。
　　　　　　①その地域を含む周辺の里地里山で、県レッドデータブック掲載種（県RDB種）が多種確認されている
　　　　　　②県RDB種の県内の代表的な生息・生育地である
　　　　　　③県RDB種の繁殖地、越冬地、または旅鳥の重要な中継地点になっている
　　　　　　④県RDB種の県内唯一の生息・生育地である

福井県重要里地里山 30 地区

地
域№ 地　　区　　名 市 町 県RDB

種数 面 積 地
域№ 地　　区　　名 市 町 県RDB

種数 面 積

奥
　
　
　
越

1
勝山市北谷町
ため池跡・ミチノクフクジュソウ自
生地

勝山市 13 約40ha 丹
　
南

16 三里山
里山

鯖江市
越前市 29 約1000ha

2 長尾山
里山・湿地

勝山市 10 約140ha 17 旧武生市味真野地区
湧水地

越前市 16 約20ha

3 勝山市平泉寺町
里山・ため池群・山ぎわの水田

勝山市 34 約580ha

二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
州

18 池河内湿原周辺
水田・笙の川

敦賀市 54 約80ha

4 六呂師高原
湿地群・草地

大野市
勝山市 53 約530ha 19 中池見湿地

水田・小川・周辺の森林
敦賀市 60 約110ha

5 大野盆地
湧水地・赤根川

大野市 21 約160ha 20 野坂岳山麓
湧水湿地・ため池

敦賀市 18 約160ha

坂
　
井
　
・
　
福
　
井

6 北潟湖周辺
ため池・丘陵辺縁部の水田

あわら市 66 約1600ha 21 敦賀半島
湧水湿地

敦賀市
美浜町 31 約380ha

7 陣ヶ岡丘陵地周辺
池・湿地・水路

坂井市 34 約190ha 22 耳川上流の開拓地
ハンノキ林・湿地

美浜町 12 約70ha

8 金津東部
ため池群・山ぎわの水田・水路

あわら市 66 約2400ha 23 菅湖と三方湖周辺
湿地・水田地帯

若狭町 100 約460ha

9 坂井平野
水田地帯

あわら市
・坂井市
・福井市

68 約7200ha 24 旧三方町黒田地区
水路・山ぎわの水田

若狭町 16 約130ha

10 福井市鷹巣地区北部
池・山ぎわの水田

福井市 23 約310ha 25 旧三方町白屋地区
ため池

若狭町 17 約30ha

11 高須山山麓
棚田・周辺の森林

福井市 13 約130ha

若
　
　
　
狭

26 小浜市口名田地区
ため池・山ぎわの水田・水路

小浜市 17 約50ha

12 福井市上郷地区
山ぎわの水田・周辺の森林

福井市 14 約150ha 27 小浜市飯盛地区
山ぎわの水田・水路・ため池

小浜市 24 約120ha

13 未更毛川上流
山ぎわの水田・ため池

福井市 41 約310ha 28 旧大飯町本郷地区東部
山ぎわの水田・ため池

おおい町 15 約50ha

丹
　
南

14 旧織田町萩野地区
ため池群・山ぎわの水田

越前町 26 約360ha 29 子生川周辺
ため池

高浜町 13 約60ha

15 丹生山地南部
ため池群・山ぎわの水田

越前町
越前市 59 約5000ha 30 高浜町内浦地区西部

ため池・棚田
高浜町 18 約210ha
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（２）生き物をシンボルとした多様な主体の
参加による自然再生の推進【自然環境課】

① コウノトリが舞う里地里山づくり
　県では、平成 23 年から、田園生態系の頂点に立
つコウノトリを自然再生のシンボルと位置付け、兵
庫県立コウノトリの郷公園との共同研究として、越
前市で飼育・繁殖・放鳥事業を進めてきました。令
和７年の９月には、福井県で生まれた最後の１羽「ゆ
うきくん」を放鳥し、これまで放鳥したコウノトリ
は 10 羽となりました。
　また、県では、地域の方々と協力し、コウノトリ
が生息できる環境づくりを通じて、多様な生き物が
生息する生態系の保全・再生、そして次世代への継
承を目指しています。このため、生き物豊かな田園
環境づくりにつながる、減農薬での米づくりや、水
田と水路を繋ぐ魚道の設置、田んぼの一部をビオ
トープにするなど、自然再生に取り組む地域・団体
を「生き物ぎょうさん里村」として認定（令和７年
12 月現在、12 市町の 54 地域・団体）し、県のホー
ムページなどで広報しています。
　こういった取組みの拡大と並行して、コウノトリ
の繁殖地は県内で増加しており、令和７年は、鯖江
市、越前市、越前町、小浜市の４市町で８ペアが産
卵し、５ペアからヒナが誕生、12 羽が巣立ちして
います。

② 三方五湖自然再生協議会
　県内の生物多様性に富んだ里山里海湖の中には多
様な主体（地域住民、農漁業者や学校、専門家、行
政等）が参加する協議会を設置し、自然再生につい
て情報共有や保全方法を協議しながら、協働で保全
活動を進めている地域があります。
　本県を代表する湖沼の三方五湖では、平成 23 年
５月に、自然再生推進法に基づく自然再生協議会が
設立されました。同協議会では自然再生基本構想に
基づき、平成 25 年３月に事業実施計画を作成し、
現在は第２期事業実施計画の下、６つの部会で自然
再生活動が進められています。
　三方五湖のうち三方湖や水月湖、久々子湖では、
護岸整備により生物の生息場所となる水辺環境が失
われてしまった現状を受けて、「自然護岸再生の手
引書（令和元年度作成）」に基づき、水生生物の住
処となる石詰漁礁の設置や浅場の造成が実施されて
います。また、自然再生や魚類の地域固有系統の保
全、漁業資源の維持のために湖周辺の水田・休耕田

③ 北潟湖自然再生協議会
　北潟湖では平成 30 年 11 月に、自然再生推進法に
基づく北潟湖自然再生協議会が設立されました。同
協議会では自然再生基本構想に基づき令和２年３月
に事業実施計画を作成し、３つの部会で自然再生活
動が進められています。
　湖の水質の改善に向けた活動では、市民参加型の
水質調査イベントによる調査・普及啓発や、水門運
用による塩分濃度管理の検討と議論が行われていま
す。また、湖やその周辺地域では、生物多様性の保
全のために、希少種調査や希少なトンボ等が生息す
る湿地や谷津田等の保全活動が実施されています。
令和７年度には、今後の「うつくしい北潟湖」の再
生に向け、協議会員や地域住民の理解と関心を深め
ることを目的に、水質改善や水辺の自然再生などに
ついてのシンポジウムが開催されました。
　企業や学校等との連携では、福井県立大学と協働
した、湖畔に生育する特定外来生物であるオオキン
ケイギクの市民参加の駆除イベントや、企業と協力

で育成したフナ等の稚魚を、地元小学生により湖へ
放流する取組みが行われています。湖やその周辺に
侵入・定着した外来生物への対策としては、令和元
年度から継続して市民参加のアカミミガメ駆除活動
が開催されています。
　さらに、湖周辺の水田等での環境保全の普及のた
めに、環境に優しい自然農法の推進や、水田からの
濁水流出防止のための調査・啓発を進めているほか、
次世代の子どもたちへの環境教育としては、平成
30 年度に発足した「子どもラムサールクラブ」での、
森里川湖海連環を学ぶ講座の開催および滋賀県・島
根県との交流（令和７年度９回）などが行われてい
ます。

三方五湖自然再生協議会　子どもラムサールクラブ
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した湖畔清掃活動が行われているほか、令和７年度
は、北潟小学校の環境学習に協議会が協力する形で、
外来生物の駆除やフナ・ウナギなどの放流が行われ
ています。
　そのほか、協議会では浜坂湿地での自然観察会等
の環境教育や、地域の自然資源を活用したエコツ
アーの検討なども行われています。

北潟湖自然再生協議会シンポジウム（R7.12.13）

「未来に残したい草原の里 100 選」認定書

④ 池ヶ原湿原保全・活用協議会
　県立自然公園にある池ヶ原湿原（勝山市）では、
平成 25 年度に設立された池ヶ原湿原保全協議会（事
務局：県自然保護センター）が、平成 29 年度から池ヶ
原湿原保全・活用協議会に改称し、活動を続けてい
ます。地元住民や民間企業、地元小学校、勝山市、
県が協働し、ヨシの刈取りや特定外来生物のオオハ
ンゴンソウの駆除作業を行い、ミズチドリなどの貴
重な植物が生育する湿地環境を保全しています。ま
た、活動メンバーである製紙会社の協力により、刈
り取ったヨシを和紙として活用するほか、ヨシ刈り
に参加する勝山市立平泉寺小学校では、環境教育の
一環としてヨシの茎から作ったストローを地元飲食
店に提供する取組みが進められています。これらの
活動は、令和３年度に、環境省主催の「第９回グッ
ドライフアワード」で環境大臣賞優秀賞を受賞し、
令和５年度には、公益社団法人ACジャパンの名古
屋地域キャンペーンで広告作品「ヨシ！ここから！
～湿原に生えるヨシでストローを～」が制作され、
テレビ、ラジオ、新聞、インターネットで広く発信
されました。さらに令和７年度には、池ヶ原湿原が
「未来に残したい草原の里 100 選」に選定され、地
域と協働した保全活動の価値が全国的に認められま
した。

⑤  SATOYAMA イニシアティブ推進ネットワーク
　平成25年９月に福井県で開催されたSATOYAMA
イニシアティブ国際パートナーシップ第４回定例会
合を契機に、福井県と石川県の両知事が代表を務め、
民間企業、NPO・NGO等、研究機関、行政機関等
の組織が参画する「SATOYAMAイニシアティブ
推進ネットワーク」が設立されました。
　本ネットワークは、国内における多様な主体
がその垣根を超え、様々な交流・連携・情報交
換等を図るためのプラットフォームを構築し、
SATOYAMAにおける生物多様性の保全・利用の
取組みを国民的取組みへ展開することを目的として
います。
　令和７年 12 月現在、全国の企業やNPO、行政な
どの 117 団体が参加しています。コロナ禍以前は、
自然再生の先進地の視察や、里山里海湖の保全・再
生活動に関するシンポジウムの開催、環境関連の展
示会での活動 PRなどを行ってきましたが、令和２

池ヶ原湿原でのヨシ刈取り作業
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年度以降は、オンラインで総会・交流会を開催して
います。全国の団体が参加しやすいというオンライ
ンのメリットを生かし、各団体の活動状況の共有や
情報交換などを行ってきました。
　また、環境展示会での活動 PRとして、ふるさと
環境フェア（福井県、令和７年９月）にて展示を行
い、訪れた方に SATOYAMAイニシアティブ推進
ネットワークの取組みを紹介し、SATOYAMA保
全の重要性を多くの人に伝えました。

ふるさと環境フェア出展の様子
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２　水月湖年縞の活用【自然環境課】
（１）年縞研究の県外発信
　年代測定の「世界標準のものさし」である水月湖
の「年縞（ねんこう）」の実物を展示する福井県年
縞博物館では、平成 30 年９月のオープン以降、コ
ロナ禍でありながら令和３年 10 月には来館者 15 万
人、令和４年 11 月には 20 万人、令和７年３月には
30 万人、令和８年１月には 35 万人を達成しました。
　令和５年５月には第 18 回公共建築賞優秀賞、６
月には科学ジャーナリスト賞 2023 特別賞を受賞し
ました。この「特別賞」は県内初の受賞で、博物館
としての受賞は全国で３例目となります。
　また、隣接する若狭三方縄文博物館との共催で特
別展「水月湖年縞 2025」（令和７年 10 月８日～令
和８年３月 30 日）を開催しました。今回の特別展
では、年縞博物館では「水月湖の 2025 年の年縞を
初公開」、縄文博物館では「掘削の臨時拠点プレハ
ブ研究室を再現」と２つのテーマで開催し、大変好
評でした。
　11 月 23 日には「水月年縞 2025 記念講演会」と
題して、中川毅氏（立命館大学教授）、大森貴之氏（東
京大学研究員）を講師として招へいし講演会を実施
しました。

　年縞博物館が開催するイベント等については、
ホームページや SNS で随時告知しています。一度
ご来館いただいたお客様にも楽しんでいただけるよ
うなイベントや企画も実施してまいりますので、ぜ
ひ確認してみてください。

（２）年縞博物館への誘客促進
　北陸新幹線福井・敦賀開業をきっかけに、教育・
観光の拠点として、周辺施設や地元団体等と連携し
たイベント・企画を実施するとともに、立命館大学
との共同研究により水月湖年縞の学術的な価値を向
上させ、国内外に水月湖年縞や博物館をＰＲし、多
くの方にお越しいただけるよう努めています。

講演会の様子

令和７年度特別展チラシ
※�チラシの終了日は１月 12 日となっているが、好評のため３月

30 日まで延長となった。

＜年縞博物館＞
開館時間：9時～ 17 時 ( 入館は 16 時半まで )
休 館 日：火曜日、年末年始

年縞博物館 HP 年縞博物館 VR
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３　環境と調和した景観づくりの推進
（１）都市の緑の保全と整備【都市計画課】
① 都市公園
　都市公園は、良好な風致・景観を備えた地域環境
を形成し、自然とのふれあいを通じて、住民やまち
にうるおいを与える施設です。さらに、スポーツ・
レクリエーションの場の提供、公害防止・緩和、災
害時における被害の軽減、避難・救援活動の場など
の機能を有する都市の骨格をなす根幹的施設でもあ
ります。
　本県の都市公園は、主要都市部における戦災・震
災を契機に街区公園等の整備が進み、その後、土地
区画整理事業に伴う住区基幹公園の整備、さらに、
総合公園・運動公園等の都市基幹公園の整備を積極
的に進めてきました。また、県内４地域において広
域的な拠点となる県営公園の整備を進め、「若狭総
合公園」、「奥越ふれあい公園」、「トリムパークかな
づ」および「丹南総合公園」の４公園が供用されて
います。

　本県における都市公園は、令和６年３月末現在、
13 市町（９市４町）において 944 か所、面積 1,202ha
となっています。都市計画区域内人口一人当たりの
面積は、17.8m2（全国平均 12.7m2）であり、全国第
11 位の整備水準です。

奥越ふれあい公園

図２- ２- ３　県内の都市公園面積の推移
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＊１�風致地区：都市計画法に基づき、都市における樹林地等の良好な自然的景観と、それと一体になった史跡名勝等を含む区域の環境を
保全し、良好な都市環境を維持することを目的として定める地区です。風致地区内における建築物や工作物の建築、宅地の造成およ
び木竹の伐採等の行為に対しては、福井県および福井市の風致地区条例で一定の規制を行うことにより、風致の維持を図っています。

＊２�緑地協定：都市緑地法に基づき、良好な住環境を創るため、住民の合意によって緑地の保全や緑化に関する協定を締結する制度です。
＊３�景観行政団体：景観法に基づき、県と協議して景観行政事務を実施する市町を景観行政団体といい、それ以外については県が景観行
政団体となります。

表２ｰ２ｰ４　風致地区＊１の指定状況（令和７年12月末）
地　区　名 所在地 面積（ha）

福井城跡風致地区 福井市 6.9
足羽川風致地区 福井市 108.8
足羽山風致地区 福井市 194.9

表２-２-５　緑地協定＊２（緑化協定）の締結状況
（令和７年12月末）

協　定　名 所在地 面積（ha）
八幡地区緑化協定 越前市  3.1
福井北インター流通センター
緑化協定 福井市 10.9

福井市中央工業団地緑地協定 福井市 16.9
北府地区緑地協定 越前市  3.2

② 広域緑地計画、緑の基本計画
　緑は、都市環境に潤いとやすらぎをもたらすとと
もに、水・大気の浄化機能や動植物の生息地または
生育地を確保するなど、自然と人間が共生する生活
環境を形成する上で重要な役割を担っており、緑地
の適正な保全や緑化の推進、緑の創出に努めること
が必要です。
　県においては、県内の都市計画区域全域を対象と
して、広域的観点から緑とオープンスペースの確保
目標水準、配置計画などを明らかにした「広域緑地
計画」を策定しています。
　市町においては、官民一体となって緑地の保全お
よび緑化の推進に関する施策や取組みを総合的に展
開することを目的として、「都市緑地法」に基づく
「緑の基本計画」を策定しています（令和７年 12 月
末現在、勝山市、福井市、大野市、越前町、鯖江市、
敦賀市、坂井市、越前市、高浜町が策定済）。
　今後、緑につつまれた県土づくりを実現するため、
これらの計画に基づき、公園整備や住民の合意形成
を図りながら緑地の保全・緑化を推進していきます。

③ 開発許可制度による緑地の保全と創出
　都市計画法に基づく開発許可制度は、宅地開発な
どの開発行為について、県などが宅地に必要な公共
施設が確保されているかなどを審査し、許可を行う
ものです。
　開発行為の規模に応じて、工場が目的の場合は、
必要に応じ、騒音、振動等による環境の悪化の防止
上必要な緑地帯その他の緩衝帯を、住宅団地が目的
の場合は、開発区域面積の３%以上の公園、緑地
または広場を設けることとしています。

（２）景観づくり【文化課、都市計画課】 
　平成 17 年６月に全面施行された景観法では、景
観行政団体＊3 が景観計画を策定することにより建
築物等のデザインや色彩を制限する等、強制力を伴
う規制が可能となっています。
　良好な景観の形成は、居住環境の向上等住民の生
活に密接に関係し、また、地域の特色に応じたきめ
細やかな規制誘導方策が有効であることから、市町
が中心的な役割を担っています。
　令和７年 12 月末現在、16 市町（小浜市、大野市、
勝山市、福井市、永平寺町、池田町、越前市、坂井市、
鯖江市、敦賀市、あわら市、南越前町、越前町、美
浜町、高浜町、おおい町）について景観行政団体と
なっています。また、大野市、小浜市、福井市、永
平寺町、坂井市、越前市、勝山市、あわら市、鯖江
市、敦賀市、南越前町、越前町が景観計画を策定し
ています。
　今後も、県では、景観法を活用し、良好な景観形
成を進める市町を支援していきます。
　また、県では、美しい景観を県民の誇りとして再
認識するとともに、次の世代に守り伝えていくため、
「福井ふるさと百景」を選定し、ガイドブックを発
刊しています。さらに、百景の眺望を活かした植栽
や花植え、行燈による夜景の演出など、景観の保全・
活用を進める団体をこれまでに 65 団体認定し、地
域の主体的な活動を応援しています。
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　県内には「妻壁を柱と梁で格子状とした漆喰塗り
の切妻屋根の農家」や「格子戸等町家の伝統的意匠
を基調とした切妻屋根の町家」など、地域特有の形
態や外観を有する伝統的民家や街並みが存在し、地
域性や独自性に富んだ景観が形成されています。県
では平成 18 年に「福井県伝統的民家の保存および
活用の推進に関する条例」を制定し、市町と連携し
た伝統的民家の改修等に対する補助や所有者等への
情報提供などを通じて、保存・活用を図っています。
さらに、伝統的民家が集積する地区を「伝統的民家
群保存活用推進地区」としてこれまでに 51 地区指
定し、地区で行う景観の保全・活用の取組みに対し
て支援しています。
　景観に与える影響が大きい屋外広告物について
は、福井県屋外広告物条例により適切に規制・誘導
を図っています。平成 18 年４月からは、屋外広告
業者に関し、登録制を導入しており、平成 28 年には、
さらなる良好な景観づくりを進めるため、北陸新幹
線沿線や観光地周辺等、地域特性に応じたメリハリ
のある規制に改正しています。
　今後とも、県民および市町と連携しながら、これ
らの取組みを行うとともに、魅力ある公共施設の整
備、歴史的建造物・伝統的民家の保存等に取り組む
など、県民が誇りと愛着を持つことができる景観づ
くりを推進していきます。

（３） 公共施設の緑化推進【公共建築課】
　公共施設の整備に際しては、敷地の周囲に植栽帯
を設けるとともに、雪対策もかねて敷地境界線から
建物までの離隔を確保するよう努めています。
　令和５年に完成した福井県立恐竜博物館の増築工
事においては、既存棟に倣い、建物に沿って築山を
設け屋上を緑化することで、誰でも自由に入れる屋
上広場を整備しました。屋上からは勝山市の市街地
を望むことができる眺望に優れた場所となっていま
す。
　今後とも、施設の計画にあたっては、立地条件等
を勘案しながら、周囲に植栽のためのオープンス
ペースを確保し、公共施設の緑化推進を図っていき
ます。

（４） 工場立地における緑地確保と
環境施設整備に対する支援

【成長産業立地課】
　県では、工場立地法に基づき、工場立地の際に周
辺環境の保全が図られるよう、緑地や環境施設面積
の適正な確保に努めています。
　また、企業立地の促進を図り、地域振興に資する
ことを目的として、市町の産業団地の整備を支援し
ています。
　この事業では、快適な立地環境を創出するため、
企業への分譲用地の造成だけでなく、団地内の公園
や緑地など環境施設の整備も支援の対象としていま
す。

（５） 歴史的・文化的環境の保全
　県内には、生活に豊かさや潤いを与えてくれる環
境として、明通寺本堂・三重塔（国宝）、一乗谷朝
倉氏遺跡（特別史跡）、東尋坊や三方五湖（名勝）、
越前海岸の水仙畑（重要文化的景観）などの歴史的
遺産や文化的景観が数多くあります。
　国や県では、文化財保護法や文化財保護条例等に
基づき、こうした歴史的遺産などを文化財として指
定・登録し、また現状変更を伴う開発行為に対する
規制等を通じてその保存と活用を図るとともに、歴
史的・文化的環境の保全に努めています。
　さらに、改正文化財保護法が平成 31 年４月施行
され、本県でも令和元年度に福井県文化財保存活用
大綱を策定し、各市町においても文化財保存活用地
域計画の策定が進められています。
　今後とも、市町や文化財の所有者と連携を密に
し、文化財の保護と歴史的・文化的環境の保全を着
実に推進します。

① 文化財の指定等の現況【生涯学習・文化財課】
ア 指定等の現況
　直近では、令和３年度には、「今庄宿」が国重要
伝統的建造物群保存地区に選定され、「湯尾峠」が
「国名勝おくのほそ道の風景地」 に追加指定されま
した。
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図２- ２- ６　指定文化財件数（令和７年 12 月 20 日現在）
種　　　　別 国　指　定 県指定 種　　　　　　類

有形文化財
建　造　物 30（うち国宝2）  31

美術工芸品 86 （うち国宝4） 257 絵画、彫刻、工芸品、書跡・典籍・古文書、
考古資料、歴史資料

無　 形 　文 　化 　財 2   4 芸能、工芸技術

民俗文化財
有形民俗文化財 １   11 無形の民俗文化財に用いられる衣服、器具、

家屋など

無形民俗文化財 5  65 衣食住・生業・信仰・年中行事等に関する
風俗慣習、民俗芸能、民俗技術

記　念　物
史　　　跡 25（うち特別史跡1）  29 貝塚、古墳、都城跡、城跡、旧宅等の遺跡
名　　　勝 15（うち特別名勝1）   7 庭園、橋梁、峡谷、海浜、山岳等の名勝地
天然記念物 22（うち特別天然記念物4）  32 動物、植物および地質鉱物

③ 国登録有形文化財（建造物）の登録推進
【生涯学習・文化財課】

　建築後 50 年を経過している建物や橋等の国登録
有形文化財（建造物）の登録を推進し、幅広い文化
財の保存に努めています（令和６年 12 月 20 日現在
264 件登録）。

④ 歴史的建造物の保存・活用【文化課】
　文化財に指定されていない建造物の中にも、地域
の歴史、生活史を表現し、または地域の景観を形成
している貴重な歴史的建造物が数多く存在します。
これらの歴史的建造物の外観の改修等に対して市町
と連携して助成し、歴史的建造物の保存およびまち
づくりへの活用を推進しています。

⑤ 福井城址の魅力向上【交通まちづくり課】
　歴史的価値が高く、県都のシンボルとなる福井城
址を「県民の城」として気運の醸成を図りながら、「歴
史に触れ、学びを深める空間」、「人が集う、開かれ
た憩いの空間」として活用しています。
　令和５年度から、明治初期まで福井城本丸の南西
角にあった坤櫓（ひつじさるやぐら）や本丸西側土
塀の復元を進めています。

⑥ 重要文化的景観選定への取組み【文化課】
　福井市、越前町、南越前町と協力して、国の重要
文化的景観の選定を目指して取り組んできた、「越
前海岸の水仙畑の文化的景観」が、令和３年３月に
選定されました。重要文化的景観への選定は県内初
となります。市町への支援を通じて、文化的景観の
保全と活用、地域の活性化を推進していきます。

イ 保存・活用への支援
　文化財に指定された建造物等の修理や民俗芸能の
公開および後継者育成等に対する助成を通じて、歴
史的・文化的環境の保存と活用に努めています（令
和６年度補助 38 件）。

ウ 現状変更等に対する規制
　史跡、名勝および天然記念物の現状変更を伴う開
発行為に対する規制を通じて、景観の保存などを
図っています（令和６年度許可 121 件）。

② 重要伝統的建造物群保存地区の整備
【生涯学習・文化財課】

　宿場町としての町並みが残る若狭町熊川宿、近世
城下町の歴史的風致を良く伝える小浜市小浜西組、
旧北陸道の宿場町の歴史的風致を良く伝える南越前
町今庄宿の民家などの修理に対する助成を通じて、
伝統的建造物群の保存整備を図っています （令和６
年度補助 12 件）。

国名勝おくのほそ道の風景地に追加指定された湯尾
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（１） 地域における貴重な生態系の保全
　白山国立公園、越前加賀海岸国定公園と若狭湾国
定公園（それぞれラムサール条約湿地の中池見湿地
と三方五湖を含む）、奥越高原県立自然公園の４つ
の自然公園や、池河内および楢俣自然環境保全地域
においては、優れた自然景観や豊かな自然環境を有
しており、自然公園法や条例に基づいて、一定の開
発行為について規制をすることにより、自然景観の
保全や貴重な生態系の保全を行っています。これら
について、国や関係する県、市町、地域の団体など
と連携して適切な管理を推進しています。
　また、越前加賀海岸国定公園、若狭湾国定公園で
は、県において重要景観地を管理しているところも
あり、土地管理権原に基づき国定公園の重要な景観
を保全しています。

（２）県民への自然環境保全の呼びかけ
　自然公園などの適切な保全を推進するため、自然
公園法などの開発規制の内容について、ホームペー
ジなどを利用した周知や、相談指導を行っているほ
か、みどりの月間（４月～５月）や環境月間（６月）、
自然に親しむ運動（７月 21 日～８月 20 日）などに
おいて県民への自然環境保全の呼びかけを積極的に
実施しています。
　また、自然公園指導員や自然公園管理協力員など
と協力して、動植物の捕獲や採集および土石の採取
をしないことやごみを持ち帰るなど、公園利用者の
マナー向上に努めています。

第３節　生物多様性の保全

１　自然公園の開発規制などを通じた生態系保全【自然環境課】

東尋坊（越前加賀海岸国定公園）

蘇洞門（若狭湾国定公園）

令和 7 年度みどりの月間、環境月間、自然に親しむ運動期間で
開催されたイベント

（上）企画展「はじめよう！自然体験」（R7.4.25 ～ R7.6.29）
（下）自然観察会「夏のライトアップ昆虫観察」（R7.7.26）
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（１）生物多様性の現状と課題
　豊かな自然環境を保全し、健全な生態系と生物多
様性を確保することは、持続可能な社会を実現して
いくために重要です。しかしながら、地球規模での
生物多様性の衰退が課題となっており、その絶滅の
スピードは、過去のどの大量絶滅をも上回ってい
るといわれています。国際的にも、令和４年 12 月
に開催された「生物多様性条約第 15 回締約国会議
（COP15）」において、2030 年までのネイチャーポ
ジティブ＊１の実現や、陸と海の 30％以上を健全な
生態系として保全すること（30 by 30＊２）などを
目指す、世界目標「昆明・モントリオール生物多様
性枠組」が採択されました。こうした中、国は令和
５年３月に、前戦略を見直す形で、同枠組に対応し
た「生物多様性国家戦略 2023-2030」を新たに策定
しました。この戦略では次の事項が挙げられていま
す。
［１］�2030年のネイチャーポジティブの実現に向け、

５つの基本戦略を設定
　　　①生態系の健全性の回復
　　　②自然を活用した社会課題の解決（NbS）
　　　③ネイチャーポジティブ経済の実現
　　　④�生活・消費活動における生物多様性の価値

の認識と行動
　　　⑤�生物多様性に係る取組を支える基盤整備と

国際連携の推進
［２］�基本戦略ごとに、状態目標（あるべき姿）15

個と行動目標（なすべき行動）25 個を設定
［３］�行動目標ごとに、関係府省庁の関連施策 367

個を整理

　また、国は、30 by 30 の達成のために、企業の保
有林や里地里山、ビオトープなど、国立公園等の保
護地域以外で生物多様性に貢献している場所を「自
然共生サイト」として認定する取組みを、令和５年
度から開始しました。さらに、生物多様性の増進の
ための活動を促進することを目的に、令和６年の国
会において「地域における生物の多様性の増進のた
めの活動の促進等に関する法律（地域生物多様性増
進法）」が可決・成立され、令和７年４月から施行

２　希少野生生物の保全【自然環境課】
されました。これにより、「自然共生サイト」制度
を土台にした、生物多様性の維持、回復、創出のた
めの活動計画（「増進活動実施計画」）等を認定する
制度が設けられました。

① 生物多様性の保全の普及啓発
　生物多様性の危機の現状は、本県においても同様
で、かつては身近な環境に普通に生息・生育してい
たメダカやゲンゴロウ、トチカガミやキキョウなど
の種が、福井県の絶滅のおそれのある野生動植物に
選定されています。
　県では、このような生物多様性の現状について、
これまで実施してきた自然環境保全基礎調査などを
はじめとした各種調査の成果を、報告書を通して公
開し、生物多様性の現状とその保全について普及啓
発に努めています。

イヌワシ（県域絶滅危惧Ⅰ類）

オオキンレイカ（県域絶滅危惧Ⅰ類）

＊１�ネイチャーポジティブ：生物多様性や自然の損失を止め、回復軌道に乗せることです。この実現のためには、生態系の保全といった
自然保護だけでなく、気候変動対策、外来種や乱獲への対策、消費と廃棄物の削減など、様々な面での取組みが重要です。

＊２�30 by 30（サーティ バイ サーティ）：生態系や生物多様性の保全のために、2030 年までに、世界各国で陸域、海域それぞれにおい
て 30%を保全する目標のことです。2020 年時点で、日本では陸域の 20.5%、海域の 13.3% が保護地域となっており、目標達成のため
には、保護地域以外の場所（OECM、Other Effective area for Conservation Measures）での取組みが重要です。
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② レッドデータブックの発行
　県では、本県の野生動植物の生息状況を評価し、
絶滅のおそれのある種についての現状をとりまとめ
た「福井県レッドデータブック」を作成しています。
平成 13 年度に「福井県の絶滅のおそれのある野生
動物」、平成 15 年度に「福井県の絶滅のおそれのあ
る野生植物」を発行しましたが、発行後 10 年を経
過したことから、現状を反映した効果的な絶滅危惧
種の保全につなげるため、平成 27 年度に改訂版を
発行しました。
　改訂版では亜高山帯を新たな対象地域として追加
したことにより維管束植物が大きく増加し、レッド
リスト（絶滅のおそれのある種のリスト）に掲載さ
れた種の総数は、９分類群の合計で、第１版では
829 種でしたが、改訂版では 1,264 種となり、435
種増加しました。
　レッドデータブックの作成と絶滅のおそれの原因
を分析することにより、今後の対策に活かしていく
こととしています。 改訂版レッドデータブック

表２- ３- １　福井県レッドデータブック

分類群
県域絶滅 県域絶滅危惧

Ⅰ類
県域絶滅危惧

Ⅱ類
県準域絶滅

危惧類 要注目 地域
個体群 計

第１版 改定 第１版 改定 第１版 改定 第１版 改定 第１版 改定 改定 第１版 改定
哺 乳 類 2 2 2 3 4 7 2 2 10 14

鳥 類 1 1 21 25 27 17 29 32 11 48 6 89 129

爬 虫 類 1 3 1 2 4 3 8 6

両 生 類 1 2 1 1 1 1 4 1 3 5 10

淡水魚類 8 8 17 20 7 4 1 6 1 33 39

昆 虫 類 2 4 34 35 34 43 34 47 78 129 182 258

陸産貝類 3 3 4 9 16 15 6 6 21 29 54

淡水産貝類 3 3 3 3 5 8 3 5 1 4 15 23

維管束植物 13 20 159 235 130 199 76 119 80 158 458 731

統 計 24 34 232 316 235 307 160 226 178 374 7 829 1,264
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（２）希少野生生物の保全活動
① 国内希少野生動植物種の保全
　国内希少野生動植物種に指定されている水生昆虫
の「ヤシャゲンゴロウ」は、本県の夜叉ケ池が唯一
の生息地であり、環境変化によっては絶滅する可能
性が高い種です。そのため、環境省や林野庁、地元
の市民ボランティア、大学研究者、南越前町等が協
力した生息地の保全活動が行われています。また、
絶滅の危機に瀕してしまった場合に、人工繁殖に
よって種を存続させることができるよう、県自然保
護センターでは、平成 30 年に環境大臣から保護増
殖事業計画の確認を受け、安定した飼育技術の確立
に取り組んでいます。
　同じく環境大臣から確認を受けている福井市自然
史博物館や越前松島水族館と連携し、ヤシャゲンゴ
ロウの生育に適した餌の確保や、水温および照度管
理等の諸課題の解決に向け、試行錯誤を重ねていま
す。
　本県が生息地数において最多であるアベサンショ
ウウオは、国内希少野生動植物種に指定され絶滅の
危機に瀕する種であり、保全が喫緊の課題となって
います。このため、自然再生団体が、水田や遊水地
などアベサンショウウオの生息場所である水辺にお
いて、地元小学校の児童とともに生息環境整備を実
施するなど、地道な保全活動を続けています。
　このほか、希少野生生物やその生息地の生態系に、
特定外来生物による影響が及んでいる事例も見られ
ており、一部地域では、地域の自然再生団体や専門
家、行政などにより生息環境保全のための防除活動
等が行われています。

② 「残そう・伝えよう！」生きもの保全事業
　絶滅のおそれのある野生生物の保全には専門的な
知識に基づいた継続的な環境整備活動が重要であ
り、生き物の保全に取り組む地域の自然再生団体が
重要な役割を果たしていますが、メンバーの高齢化
が一つの課題となっています。
　将来にわたって保全を行っていくためには、地域
の豊かな自然環境を若い世代に伝え、環境保全に関
心をもってもらうことが大切です。
　そこで、県では、小学校と協働で保全活動を行う
自然再生団体に対し、指導者の派遣や活動にかかる
経費の補助をしています。令和７年度（12 月現在）
は、小学校と協働で保全活動を行っている７団体へ
の活動補助を行いました。

地元小学校と連携した環境学習
（田んぼの天使・宮崎小学校）（R7）

表２- ３- ２　「残そう・伝えよう！」生きもの保全事業補助団体一覧（令和７年 12 月現在）
No 団体名 対象小学校 保全対象種

1 小原 ECOプロジェクト 勝山市立村岡小学校 ミチノクフクジュソウ

2 天池を守る会 坂井市立雄島小学校 水生昆虫

3 郷の森里楽 越前市白山小学校 両生類

4 特定非営利活動法人中池見ねっと 敦賀市立角鹿小学校 水生昆虫・水草

5 ほたるの里丁有機農法研究会 大野市立下庄小学校 水生昆虫

6 株式会社　田んぼの天使 越前町立宮崎小学校 コウノトリ・水生昆虫

7 茂右衛門農場 鯖江市片上小学校 水生昆虫・魚類・両生類
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３　地域が主体となった外来生物の防除
（１）外来生物の駆除

【自然環境課、中山間農業・畜産課】
　外来生物とは、もともとその地域に生息していな
かったにもかかわらず、人間活動によって海外から
持ち込まれた生物の総称です。現在、国内で定着が
確認された外来生物の種数は、2,000 種を超えると
いわれ、一部の種は地域特有の生態系を破壊したり、
人体に悪影響を及ぼしたり、農林水産業被害を引き
起こすなどのおそれがあります。
　平成 17 年６月、「特定外来生物による生態系等に
係る被害の防止に関する法律（外来生物法）」が施
行され、侵略的な外来生物が特定外来生物に指定さ
れています。
　この法律では、特定外来生物の飼育・栽培・保管・
運搬・販売・譲渡・輸入・野外への放出などが原則
として禁止されています。
　平成 27 年３月には、環境省、農林水産省、国土
交通省により「外来種被害防止行動計画」が策定さ
れました（令和７年３月 第２版策定）。また、国内
の最新の外来種の定着状況等も踏まえて「我が国の
生態系等に被害を及ぼすおそれのある外来種リスト
( 生態系被害防止外来種リスト )」が公表され、対策
すべき対象種が明確化されました。また、外来種を
「入れない」、「捨てない」、「拡げない」三原則が推
進されています。
　本県の野外では 24 種の特定外来生物が見つかっ
ており ( 表２- ３- ３)、こうした特に被害が甚大な外
来生物について、県内の生息・生育状況や被害、対
策等を県ＨＰで周知するほか、外来生物ハンドブッ
クを作成するなどし、行政や地域住民が一緒になっ
て防除対策に取組みを進めています。
（県自然環境課ＨＰ
https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/shizen/gairaiseibutu
/gairaitop.html）
（外来生物法URL
https://www.env.go.jp/nature/intro/）

（２）種別の現状と対策
【自然環境課、中山間農業・畜産課】

① 植物
　外来植物の分布拡大に対処するため、駆除啓発チ
ラシやホームページによる周知・広報を行い、県民
が一斉に美化運動を行う「クリーンアップふくい大
作戦」等において、県民、事業者、大学、行政機関
等による外来植物の駆除が進められています。

【オオハンゴンソウ】
　オオハンゴンソウは、北米原産のキク科の多年草
で肥沃で湿った立地に生育し、在来の希少な湿原植
物を駆逐するなどの生態系被害が懸念されます。県
内では各地に点在し、河川上中流域で比較的多く確
認されています。県では平成 21 年から池ヶ原湿原
（勝山市）において毎年オオハンゴンソウの除去を
実施しています。

表２-３-３ 本県の野外で確認された特定外来生物（24種）
（令和７年11月現在）

分類群 種名

植物 （9 種）

オオハンゴンソウ、オオキン
ケイギク、アレチウリ、オオ
フサモ、オオカワヂシャ、ボ
タンウキクサ、アゾルラ・ク
リスタタ、ナガエツルノゲイ
トウ、オオバナミズキンバイ

動物
（15種）

哺乳類 （2 種） アライグマ、ヌートリア
鳥　類 （2 種） ソウシチョウ、ガビチョウ
爬虫類 （2 種） カミツキガメ、アカミミガメ
両生類 （1 種） ウシガエル

魚　類 （4 種） オオクチバス、コクチバス、
ブルーギル、カダヤシ

無脊椎動物 （4 種）
セアカゴケグモ、ウチダザリ
ガニ、アメリカザリガニ、ア
カボシゴマダラ

福井県で捕獲されたソウシチョウ オオハンゴンソウ
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【オオキンケイギク】
　オオキンケイギクは、北米原産のキク科の多年生
草本で、黄色い花がきれいで観賞用や緑化用として
用いられ、特定外来生物と知らずに、庭や畑で育て
ているケースが見られます。県内でも道路脇や民家
の庭先、公園等で生育しており、県では市町を通じ
て駆除を呼び掛けています。花が咲き始める５月～
６月頃から県内各地で地域住民等による駆除活動が
実施されています。
　また、県の土木事務所では、道路管理における除
草作業時にオオキンケイギクの抜き取りを行ってい
ます。
　あわら市北潟湖畔では、令和７年５月に、北潟湖
自然再生協議会が中心となり、地域住民や県立大学
が協力し、オオキンケイギクの駆除が行われました。

【オオフサモ】
　オオフサモは、南米原産のアリノトウグサ科の水
草で、密集して生えるため、水路や河川に侵入する
と、水の流れをせき止めてしまいます。また、在来
の水草への影響も心配されています。県内では、越
前市やあわら市、小浜市の水路や河川などで生育が
確認されており、あわら市では、北潟湖自然再生協
議会が中心となって駆除活動が行われています。

【ナガエツルノゲイトウ】
　ナガエツルノゲイトウは、南米原産のヒユ科の多
年生の水草で、数㎝の茎断片からでも容易に発根す
る非常に強い再生力を有します。本県では、令和４
年５月にはじめて中池見湿地の休耕田内で２株が確
認され、中池見湿地で保全活動を行っている市民グ
ループによって速やかに駆除が行われました。その
後、同年９月や、令和５年、令和７年にも株が確認
され、駆除が行われています。

【オオバナミズキンバイ】
　オオバナミズキンバイは、南米および北米南部原
産のアカバナ科の水生多年草で、ナガエツルノゲイ
トウと同様、茎の破片からも再生可能な非常に強い
繁殖能力を有しています。
　本県では、ナガエツルノゲイトウと同じく令和４
年５月に中池見湿地の休耕田内で、１株が初確認さ
れ、中池見湿地で保全活動を行っている市民グルー
プによって速やかに駆除が行われました。その後、
同年９月や、令和５年にも株が確認され、駆除が行
われています。

北潟湖でのオオキンケイギク除去活動（あわら市）

中池見湿地で初確認されたナガエツルノゲイトウ

農業用水路でのオオフサモの駆除活動（あわら市） 中池見湿地で初確認されたオオバナミズキンバイ
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【アゾルラ・クリスタタ（外来アゾラ類）】
　アゾルラ・クリスタタは、南北アメリカ、ヨーロッ
パ、アジア、オセアニア、アフリカに分布するアカ
ウキクサ科の水草で、水面等を覆うように繁茂する
ため、光を遮るなどして水生生物全般に大きな影響
を与えます。
　若狭町内の一部地域では、三方五湖自然再生協議
会の活動の中で駆除を行っています。

【アカミミガメ】
　アカミミガメは、北米原産のヌマガメ科のカメで、
県内の多くの市町において生息しています。幼体は
「ミドリガメ」とも呼ばれ、ペットとして飼育され
ていた個体が逃げ出したり捨てられたりして野生化
しました。在来のカメと餌や生息環境をめぐって競
合するほか、水生植物や水生生物を捕食することで
生態系への影響を与えます。令和５年６月に、条件
付特定外来生物＊1 として新規指定されました。

水面に繁茂するアゾルラ・クリスタタ

ヌートリア（三方湖（若狭町））

アカミミガメ

② 動物
　県内で特定外来生物に指定されている動物は、15
種が確認されています。生態系・農業・生活・文化
財への被害のほか、人的被害も懸念され、地域住民
からの通報などの協力を得ながら、哺乳類などは行
政主導の駆除も実施しています。

【アライグマ】
　アライグマは、北米原産のアライグマ科の哺乳類
で、平成７年に県内で初めて確認されて以降、県内
全域で生息し、農業・生活・文化財・生態系への被
害が確認されています。県では、平成21年度に外来
生物法に基づく「福井県アライグマ防除実施計画」
を策定し、「アライグマ捕獲従事者養成講習会」を県
内各地で開催し、捕獲者の育成、捕獲を進めています。

アライグマ

【ヌートリア】
　ヌートリアは、南米原産のヌートリア科の水辺に
生息する哺乳類で、昭和 51 年に高浜町で初めて捕
獲されて以降、高浜町、おおい町、小浜市、若狭町
へと生息地を拡大しています。平成 21 年には稲の
苗への食害対策として有害捕獲が開始され、以降毎
年捕獲が続けられています。
　県では、平成 25 年３月に外来生物法に基づく「福
井県ヌートリア防除実施計画」を策定し、「ヌート
リア捕獲従事者養成講習会」を開催し、捕獲者を育
成して捕獲を進めています。

＊１�条件付特定外来生物：外来生物法上は特定外来生物となりますが、通常の特定外来生物の規制の一部が、当分の間、適用除外となっ
ています。具体的には、一般家庭での飼育等については、許可や届出なしで行うことができます。令和７年時点で条件付特定外来生
物に指定されているのは、アカミミガメとアメリカザリガニの２種のみです。
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【ウチダザリガニ】
　ウチダザリガニは、北米原産の淡水ザリガニで、
県内では、平成 23 年６月、大野市下半原の九頭竜
ダムで初確認されました。現在、本ダム湖でのみ確
認されており、在来動植物への生態系被害が懸念さ
れています。県では、拡散防止の看板を設置し、注
意喚起を行っています。

【セアカゴケグモ】
　セアカゴケグモは、メスに神経毒があり、咬まれ
た場合、人的被害が懸念されます。平成 26 年７月
に福井市内において、県内での生息が初確認されて
以降、複数の市町で確認されています。県外から搬
入された車の車体から見つかることもあり、県で
は、成体を見つけたら殺虫剤等で駆除するほか、咬
まれた場合は医療機関に相談するよう呼びかけてい
ます。

【アメリカザリガニ】
　アメリカザリガニは、北米原産の淡水ザリガニで、
県内ではほぼ全域で確認されています。在来の水生
植物、水生昆虫、両生類、魚類を捕食することによ
る生態系被害のほか、農林水産物への食害も問題と
なります。アカミミガメと同じく、令和５年６月か
ら条件付特定外来生物に新規指定されました。

セアカゴケグモの注意喚起のチラシ

ウチダザリガニの注意喚起の看板

アメリカザリガニ

【ウシガエル】
　ウシガエルは、北米原産の大型のカエルで、多く
の生息が確認されている三方湖や北潟湖の周辺で
は、水生昆虫などの絶滅危惧種を捕食することによ
る生態系被害が懸念されています。北潟湖周辺のた
め池では、平成 28 年から駆除を行っています。

ウシガエル
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（３）外来魚対策【水産課、自然環境課】
　外来魚とは、もともと日本に生息していなかった
魚の総称ですが、中でもブラックバス（オオクチバ
ス、コクチバス等の総称）とブルーギルは、主に釣
りの対象魚として放流されたことにより分布が全国
に広がったと考えられています。これらの外来魚は、
魚や魚卵等を食べ、繁殖力の強さと環境適応能力の
高さから全国各地で河川・湖の生態系や内水面漁業
に被害を及ぼしています。
　本県でも、ブラックバスやブルーギルが三方湖や
北潟湖、九頭竜ダム、真名川ダム、河川等で確認さ
れています。
　ブラックバスやブルーギルの移植は外来生物法に
基づき禁止されており、県では、漁業者による駆除
への助成を行ってきました。
　さらに、外来魚の実態調査や効率的な駆除方法の
確立とそれに基づく漁業者への指導・助言、県民に
対する啓発活動を含めた総合的な対策を講じること
により、ブラックバスやブルーギルの撲滅を目指し
ています。

【ブラックバス・ブルーギル】
　平成 14 年度から三方湖で、平成 20 年度からはた
め池で、平成 22 年度からは九頭竜ダムで、平成 30
年度からは真名川において外来魚の駆除を実施して
います。
　地域の住民の意識啓発や地域住民の主体的な防除
の拡大にも努め、モデル地区での防除を実施し、効
果的な駆除手法を収集しています。

（４）侵入防止対策【港湾空港課、自然環境課】
【ヒアリ】
　特定外来生物のヒアリは、平成 29 年６月に兵庫
県尼崎市で初確認されて以降、令和７年 11 月末ま
でに 20 都道府県で 171 事例が確認されています。
　県ではヒアリが多く確認されている韓国からの定
期コンテナ航路がある敦賀港において、平成 29 年
７月以降、国や港湾関係者等と協力してモニタリン
グ調査を実施しています。令和７年 11 月末時点で、
県内においてヒアリの生息は確認されていません。

ブラックバス

ブルーギル

ヒアリ
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４　鳥獣の保護と管理
（１）鳥獣の現況

【自然環境課、中山間農業・畜産課】
　本県で生息が確認されている陸生哺乳類は 36 種、
鳥類は 317 種あり、これらは県民の豊かな暮らしを
支える大切な財産となっています。しかし、近年の
社会環境や自然環境の変化により、一部の鳥獣が絶
滅の危機に瀕する一方、増えすぎた鳥獣は人間生活
や農林水産業等の生産活動、生態系に被害をもたら
しています。このような状況を解決するため、県で
は鳥獣保護区を設定するなどし、減少傾向にある渡
り鳥等の保護を図るとともに、イノシシやニホンジ
カ、ツキノワグマ、ニホンザルをはじめ、ハクビシ
ンやアライグマといった特定の加害獣については、
狩猟や有害鳥獣捕獲、個体数調整の強化による被害
対策を推進しています。

（２）鳥獣保護区等の指定【自然環境課】
　本県では、鳥獣保護区、鳥獣保護区特別保護地区、
特定猟具使用禁止区域（銃）および指定猟法禁止区
域（鉛製銃弾）を指定し、野生鳥獣の適切な保護や
狩猟による危険の防止、鉛汚染防止の普及といった
狩猟の適正化を図っています。これらの指定は、「鳥
獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律
（以下、鳥獣保護管理法）」に基づき、県において作
成した「第 13 次福井県鳥獣保護管理事業計画（変更）
（令和７～令和８年度）」に沿って、地元住民や狩猟
団体、農林漁業者、自然再生団体など多くの利害関
係者の理解と協力のもとに進めています。

（３）狩猟、有害鳥獣捕獲の現況
【自然環境課、中山間農業・畜産課】

① 狩猟者の育成と狩猟による捕獲の強化等
　平成 27 年に鳥獣保護管理法の改正に伴い、捕獲
の担い手の確保を目的として、わな猟および網猟免
許の取得可能年齢が 20 歳以上から 18 歳以上に引き
下げられました。これを受けて県では、農林高校等
への狩猟免許取得の呼びかけや、捕獲技術研修会の
開催により狩猟者育成を図ってきました。また、令
和５年度からは、狩猟者団体に加えてアウトドア
ショップと連携した狩猟の魅力体験イベント開催や
SNS での情報発信により狩猟者の確保を強化して
います。令和７年３月には若手を対象とした狩猟体
験フィールドツアーを開催したほか、「山の日」全
国大会の開催に合わせて令和７年５月のプレイベン
トや８月の歓迎フェスティバルの際には、会場に狩
猟体験ブースを出展し、一般の方に向けて狩猟の魅
力や狩猟免許取得をＰＲしました。
　本県では、ニホンジカやイノシシによる農林業等
被害を防止するため、第二種特定鳥獣管理計画によ
り、両獣種の狩猟期間＊1 を延長し、登録狩猟によ
る捕獲の強化を図っています。ニホンザルは群れご
とに計画的に捕獲する必要があるため、県と関係市
町、専門家によるユニット会議を開催し、情報共有
をしながら捕獲や対策を進めています。
　また、県では狩猟違反や狩猟事故等の防止のため、
関係機関や警察と連携した指導と狩猟期間初日のパ
トロールを実施しています。

＊１�狩猟期間：11 月 15 日～翌年 2 月 15 日（本県では、ニホンジカとイノシシに限り 11 月 1 日から 3月 31 日までとします。ただし、わ
な猟および止めさしのための銃に限る。）。なお、捕獲できる鳥獣の種類、場所、方法等は法令で細かく規制されています。

表２-３-４　鳥獣保護区等の指定状況
(令和7年11月1日現在)

区　　分 箇所数 面　　積　(ha)

鳥獣保護区
（うち特別保護地区）

47
(14)

32,783
（1,319）

特定猟具使用禁止区域
（銃） 69 　　29,685

指定猟法禁止区域
（鉛製銃弾） 1 　　　　292

計 117 　　62,760

70



第２章　自然と共生する社会づくりの推進

分
野
別
施
策
の

実
施
状
況

自
然
と
共
生
す
る

社
会
づ
く
り
の
推
進

表２-３-５　狩猟免許＊1交付状況(令和７年３月末現在)
免許区分 所持者 試験合格者

網 猟
わ な 猟
第一種銃猟
第二種銃猟

111
1,412
684
17

7
108
59
3

計（のべ数） 2,224 177

表２-３-６　狩猟者登録＊1証交付状況（令和７年３月末現在）
登録区分 県内者 県外者 計

網 猟
わ な 猟
第一種銃猟
第二種銃猟

18
685
384
25

1
19
146
3

19
704
530
  28

計 1,112 169 1,281

表２- ３- ７　狩猟者登録数の推移（県外在住者も含む）
免許区分（年度） H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6
網 猟 6 3 2 5 2 3 9 9 13 22 19
わ な 猟 651 711 720 741 761 752 737 729 721 710 704
第一種銃猟 793 751 742 703 663 609 560 574 552 531 530
第二種銃猟 7 11 14 13 16 19 20 20 18 24 28

計 1,457 1,476 1,478 1,462 1,442 1,383 1,326 1,332 1,304 1,287 1,281

表２- ３- ８　狩猟者による鳥獣捕獲数（令和６年度）
鳥 類 名 捕 獲 数 対前年度増減 獣 類 名 捕 獲 数 対前年度増減

カ モ 類
キ 　 　 ジ
ヤ マ ド リ
そ の 他

876
86
60
131

9
△ 40
10
34

イ ノ シ シ
ニ ホ ン ジ カ
ツキノワグマ
そ の 他

838
1,551
8
64

244
764
4
39

計 1,153 13 計 2,461 1,051

＊１�狩猟免許と狩猟者登録：狩猟をしようとする人は、住所地の都道府県が行う狩猟免許試験に合格し、免許（全国で有効）を取得（ 3 
年ごとに更新が必要）し、狩猟をしようとする都道府県で狩猟者登録を毎年行う必要があります。

② 鳥獣被害の防止対策
　野生鳥獣による被害の防止のため、電気柵の設置
や誘引物の除去、追い払いなどの被害防除を行うと
ともに、農林業へ深刻な被害を出している鳥獣につ
いては、市町の許可による迅速かつ適切な有害鳥獣
捕獲を行っています。さらに、個体数が増えすぎて
農林業や生態系への被害を出している獣類について
は、第二種特定鳥獣管理計画による狩猟期間の延長
措置や個体数調整の実施、外来獣については防除実
施計画により野外からの完全排除を目指し、積極的
な捕獲を行っています。

　平成 22 年度から、各農林総合事務所や嶺南振興
局に鳥獣害対策推進チームを設け、被害地区の組織
体制の強化、人づくり、専門家の育成、情報収集分
析力の向上、電気柵や捕獲檻の整備拡充等の総合的
な対策を実施しています。また、令和２年度から、
県が事業主体となって捕獲を行う「指定管理鳥獣捕
獲等事業」を実施しており、豚熱の感染拡大防止と
国の重要文化的景観に選定された越前水仙の被害低
減を図るため、奥山等に生息するイノシシとニホン
ジカの集中捕獲を行っています。さらに、令和４年
度からは県が事業主体となり、行政域を跨いでニホ
ンジカを捕獲する「広域捕獲事業」を行っています。
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表２- ３- ９　有害鳥獣捕獲による捕獲頭数と農林業被害面積の推移

※�指定管理鳥獣捕獲等事業による捕獲および個体数調整許可による捕獲のほか、アライグマおよびヌートリアは外来生物法に基づく捕
獲も含む。
※捕獲頭数および林業被害面積は年度の集計、農業被害は暦年（1月～ 12 月）の集計
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57 117 334 421 621 1,102 1,133 1,699 3,177 1,806 2,684 1,754 2,729 2,798 4,630 2,075 4,718 5,800 6,597 7,194 6,790 6,052 4,869 8,259 4,052 2,076 3,056 4,195 5,499

0 22 14 55 176 373 732 639 1,115 1,386 1,697 2,194 2,674 3,976 7,209 5,279 5,915 6,525 9,215 7,591 7,554 9,032 7,817 8,346 9,597 10,16110,088 9,943 13,792

518.2 538.7 596.6 671 471.2 345.04422.96 382 353 301 281 341 334 393 425 272 272 271 289 241 199 148 146 139 123 102 119 159 184

115.2 353.9 320.9 332.9 498.1 515.9 576.4 487.9 478.5 325.9 91.9 49.8 56.1 84.2 79.2 96.0 110.2 110.8 93.6 75.3 79.8 74.6 77.9 56.9 66.1 101.8 111.3 135.6 236.5

（４）特定鳥獣の保護管理
【自然環境課、中山間農業・畜産課】

　県では、ニホンジカやイノシシ等による自然生態
系への影響や農林業被害、ツキノワグマによる人身
被害が深刻化する現状を踏まえ、個体数管理等によ
る各種被害の防止を目的とした「第二種特定鳥獣管
理計画（ニホンジカ・イノシシ・ニホンザル・ツキ
ノワグマ）」を作成しています。

① ニホンジカ
　令和６年のニホンジカによる農作物被害額は
82,598 千円で、野生鳥獣による農作物被害のうち
43.2％を占め、イノシシに次いで大きな被害を引き
起こしています。ニホンジカの計画的な個体数管理
を行うため、平成 16 年９月に「特定鳥獣保護管理
計画（ニホンジカ）」（現在、第二種特定鳥獣管理計
画（ニホンジカ）に改題）を策定しました。令和４
年３月に第５期計画を策定し、令和７年度は年間捕
獲目標数を嶺北地域では 9,600 頭以上、嶺南地域で
は 6,000 頭以上に設定し、シカの捕獲技術普及のた
めの講習会の実施等による有害捕獲体制の強化や狩
猟規制の緩和等による被害対策を進めています。

② イノシシ
　令和６年のイノシシによる農作物被害額は 86,709
千円で、野生鳥獣による農作物被害全体の 45.4％を
占めており、農業振興の障害となっています。県で
は、イノシシ被害の低減を目的に平成 22 年 10 月に
「特定鳥獣保護管理計画（イノシシ）」（現在、第二
種特定鳥獣管理計画（イノシシ）に改題）を策定し
ました。令和４年３月に第３期計画を策定し、被害
対策を進めています。

③ ニホンザル
　ニホンザルは、古くから嶺南地方を中心に生息が
知られていますが、近年、奥越地域や丹南地域でも
出没が増加し、農業被害や生活被害を与えています。
県では、ニホンザル被害の低減を目的に平成 27 年
10 月に「第二種特定鳥獣管理計画（ニホンザル）」
を策定しました。令和４年３月に第２期計画を策定
し、被害対策を進めています。
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④ ツキノワグマ
　県では、令和４年３月に「第３期第一種特定鳥獣
保護計画（Ｒ４～Ｒ８）」を策定し、ツキノワグマ
による人身被害を防止しつつ科学的知見に基づく計
画的な保護管理を行ってきました。
　国は、令和６年４月に、ツキノワグマの生息範囲
が人の生活圏に近づいており、全国で人身被害が多
発していることから、ツキノワグマを指定管理鳥獣
に指定し、集中的かつ広域的管理を図ることとしま
した。本県においても、現行の保護計画を廃止し、
「第二種特定鳥獣管理計画（Ｒ７～Ｒ８）」を策定し
ました。同計画において、ツキノワグマのコア生息
地から人の生活圏にかけてのゾーン区分を行い、年
間捕獲目標数（嶺北 160 頭、嶺南 50 頭）を定めた
計画的な捕獲や集落への侵入を防ぐ防除対策などを
進めることにより、恒常的な人とクマとの軋轢軽減
を図っていきます（P.9　特集３参照）。

（５）獣肉の利活用【中山間農業・畜産課】
　県では、鳥獣害対策の一つとして、捕獲したイノ
シシやニホンジカの獣肉の有効活用を進めていま
す。捕獲した有害獣の肉を有効に活用することは、
処分費用の軽減や、捕獲に当たる方々のやる気の向
上などを通じて、捕獲数の増加につながることから
非常に重要なことです。
　ジビエ＊1 の魅力を広く伝えるため、平成 26 年度
から、小学校等で学校給食にジビエ料理を提供する
際の補助を行っている他、高等学校、大学の調理科
などを対象としたジビエ調理実習を行うなど、ジビ
エの普及を推進しています。

＊１�ジビエ：ジビエ（gibier）とは、フランス語で野生動物や鳥の狩猟肉のことです。丁寧に加工・調理された新鮮なイノシシやシカの肉は、
他にはない味わいや香りを楽しめるだけでなく、高たんぱく・低脂肪で、今注目されている食材の一つです。

　ツキノワグマについては、令和６年度に環境省が
実施した誘引式カメラトラップ調査の結果や山林内
での目撃効率等の情報を用いて統計的手法による個
体数推定を行いました。この結果、中央値で嶺北地
域には 904 頭、嶺南地域には 313 頭のツキノワグマ
が生息すると推定されました。令和７年度からは、
隣接府県と共同でカメラトラップ調査を開始し、県
域を越えた個体群単位での生息状況の把握に努めて
います。

カモ科鳥類生息調査の様子

鹿肉を使ったハンバーグ（ジビエ調理実習）

（６）野生鳥獣との共存に向けた情報収集
【自然環境課、中山間農業・畜産課】

　県では、鳥獣の保護や鳥獣による被害対策のため、
生息状況や環境調査を実施しています。

　日本野鳥の会福井県支部の協力を得て、国内外か
ら季節的に飛来してくる鳥類の生息状況や繁殖状況
のモニタリング調査として、渡り鳥保全調査（昭和
52 年～）を実施しており、令和６年度は、県内の
１か所で５月および 10 月の期間に飛来状況や繁殖
状況調査を実施しました。また、カモ科鳥類生息調
査（昭和 44 年～）では、毎年１月初旬に県内の主
な飛来地となる 17 の河川、湖沼等においてガン・
カモ・ハクチョウ類の飛来種と数のカウント調査を
実施しています。令和６年度の調査では 17 調査地
で 19 種、計 22,330 羽のガン・カモ・ハクチョウ類
が確認されました。こういった調査を通じて本県の
豊かな野生鳥獣の生息環境が良好に維持されている
かを確認しています。

カメラトラップ調査で撮影されたツキノワグマ
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　平成 27 年 10 月からは、県内の住民等から市町
等へ寄せられたツキノワグマの出没情報の収集お
よび地域住民、農林業者、観光客等への迅速な配
信と情報共有をするため、インターネットを使っ
た情報収集配信システム（福井クマ情報　https://
tsukinowaguma.pref.fukui.lg.jp/KUMA/Top.aspx）
を再整備し、メールマガジン登録者へ携帯メールに
て出没情報を提供してきました。さらに令和 7 年
10 月からは、同システムを普及率の高い「Yahoo!
防災速報」アプリと連携させ、地域住民だけでなく
観光客等を含めたより多くの人にプッシュ型で出没
情報を提供することが可能となりました。

　ニホンジカについては、平成 15 年度から狩猟者
の目撃・捕獲情報の収集やシカの糞塊密度調査を実
施し、生息個体数の推定を行うとともに、個体数指
標の増減傾向を見ながら、適切な個体数密度へ誘導

する施策を行っています。
　また、鳥獣による家庭菜園や生活環境への被害状
況を調べるため、令和４年度から市町を通じて集落
代表者への鳥獣害集落アンケートを行い、結果を取
りまとめ関係機関との情報共有を行っています。
　さらに、近年、全国的に内水面漁業に深刻な被害
を与えているカワウについて、平成 19 年度から県
内のねぐらや営巣地で個体数調査を実施し（令和６
年度：９か所）、増減傾向の把握を行っています。
　人間の自然へのはたらきかけ方や気候変動など環
境の変化に応じて、野生鳥獣の生息数や分布などは
常に変化します。こうしたことから、野生鳥獣との
共存を図るためには、状況の変化を常にモニタリン
グし、状況に応じた対策を行っていく必要がありま
す。
　県では今後とも、野生鳥獣の情報収集を行い、順
応的な対応により人と野生鳥獣との共存を図ってい
きます。

（７）傷病鳥獣の保護【自然環境課】
　県では昭和 55 年に（公社）福井県獣医師会と連
携し、傷病を負った野生鳥獣の救護事業を開始しま
した。現在、県自然保護センターを中心とし、（公社）
福井県獣医師会、市町、動物園、自然保護団体、県
民ボランティア等と連携し、野外で人為的な原因で
負傷等した希少な野生鳥獣を救護し、野生へ復帰さ
せる活動を行っています。
　令和６年度の傷病鳥獣の救護および治療件数は全
体で 36 件、40 個体でした。その内訳は、鳥類 31 件、
35 羽、哺乳類５件、５頭となっています。この中
には、県域準絶滅危惧Ⅱ種のハヤブサが含まれてい
ます。
　傷病鳥獣の救護の通報の多くは、県民から寄せら
れます。県では、巣立ちビナを迷子やケガをしてい
ると間違えて保護するケースの防止や、野生鳥獣に
は寄生虫など人にも感染する病気もあることから、
素手で野生動物を触らない、触った場合はうがい手
洗いを行うことなど、「野生鳥獣との接し方」につ
いても普及しています。

ツキノワグマの餌となるブナ科堅果類調査
（県内 43 か所、県自然保護センター実施）

　また、ツキノワグマの秋の大量出没発生を予測す
るため平成 17 年度から毎年、８月中旬～９月上旬
に秋のツキノワグマの食物となるブナ科堅果（ドン
グリ類）の豊凶調査を実施しています。この調査の
結果、令和７年度の秋はツキノワグマの主要な食物
であるブナおよびミズナラ堅果の結実状況は、いず
れも不作であり、過去の大量出没年と同程度に不良
であったため、餌資源量の観点からは、大量出没が
発生する可能性が高いと予測されました。この内容
を９月に開催した「ツキノワグマ出没対策連絡会」
で公表し、新聞広告やホームページ等により県民に
広く情報提供し注意喚起を呼びかけしました。
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５　生物多様性を育む農林水産業等の推進

表２- ３-10　河川改修事業等による事例
施　工　河　川 内　　　　　　容　　【事 業 期 間】

一乗谷川
（福井市安波賀町～福井市西新町）

一乗谷朝倉氏遺跡周辺の自然環境を保全し、地域住民の生活と調和した
良好な河川環境の創出を図るため、自然石積の護岸・ホタル生息に配慮
した緩勾配の低水護岸等を整備しています。【S63 ～ R3】

狐川
（福井市角折町～福井市花堂北）

本来の狐川の自然を復元し、また子どもたちが水辺にふれあえるように、
住民と行政等が協力して低水路や河畔林等を整備しています。【H15 ～
R2】

足羽川
（福井市大瀬町～板垣）

表土覆土等による在来植生の早期復元や低水護岸への自然的素材の採用
など、水際・水域環境の保全に努めています。また、水域から高水敷＊3

への連続したエコトーン＊4 の形成にも配慮しました。【H16 ～ H21】

（１）河川における自然環境の保全【河川課】
① 水生生物の生息に必要な水の流れの確保
　市街地等を流れる中小河川では、コンクリートの
護岸におおわれ、また、水深も浅いことから、自然
環境が損なわれ、水質も悪化している区間がありま
す。このような区間において、自然な川岸や瀬と淵
を創出し、良好な河川環境を再生する試みを進めて
おり、福井市の足羽川、底喰川、狐川などでは、低
水路＊1 を設けて、適度な水の流れを確保すること
により、川が本来持っている自然浄化機能の回復と
生物が生息できるような河川環境の保全を図ってい
ます。

② 生態系＊ 2 や親水性、景観等に配慮した事業の推進
　河川空間は、都市における生物の重要な生息環境
であり、また水と緑の貴重なオープンスペースとし
て地域社会に潤いを与えるとともに、街の景観形成
や地域住民の憩いとやすらぎの場として重要な役割
を果たしています。
　河川改修事業等の実施にあたっては、このような
河川の役割と周辺の利用状況に配慮しながら、多種
多様な動植物が生息しやすい、自然がそのまま残っ
たような多自然川づくりを進めています。
　また、市町が行う公園整備等と連携しながら水辺
に近づける河岸の整備などを進めています。

＊１�低水路：通常の水量が少ない時に、水深を確保するために設けた水路。
＊２�生態系：生物（有機物）と生物を取り巻く非生物的な環境（無機物）が互いに影響を及ぼしながら、太陽の光と水から生命（エネルギー）
の循環を作り出すシステムのことで、身近には、森林、草原、湿原、湖、河川、海岸など、小規模なまとまりのある地域に存在しています。

＊３�高水敷：常に水が流れる低水路より一段高い部分の敷地。
＊４�エコトーン：生態系の推移帯。

一乗谷川の整備状況
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（２）農村環境の保全【農村振興課】
① 自然環境を活かした魅力ある農村環境づくり
　農村は、健全で持続的な農業が維持されることに
より、食料の安定供給とともに、国土・環境保全、
水源の涵養、保健休養、やすらぎ、伝統文化の継承
などの多面的機能を発揮しており、人々の生活に不
可欠なものです。
　また、人々にやすらぎを与えてくれる緑豊かな農
村環境は、地域住民のみならず、農村にゆとりとや
すらぎを求める都市住民にとっても極めて重要であ
り、地域共有の財産として維持・保全していくこと
が必要です。
　県では、農村の環境を適切に維持・保全するとと
もに、将来を担う感性豊かな子どもたちを育てるた
め、農村環境の重要な要素となっている水田、水路、
ため池、里山などを生き物とのふれあいの場として
活用し、農村の持つ多面的機能の啓発普及など、農
業・農村や自然環境への関心と理解を深める取組み
を行っています。

② 環境との調和に配慮した農業農村の整備
　農村では、水田などの農地のほか、用排水路、た
め池、畦や土手・堤といった様々な環境により、多
様な生態系が形成されてきました。
　しかし、近年の開発等により野生生物種の個体群
の絶滅が危惧されています。
　このため、農業・農村の整備においては、可能な
限り環境への負荷や影響を回避・低減し、良好な環
境を維持・供給する「環境との調和に配慮」した整
備を進めるため、環境配慮に係る検討会議を開催し、
地域住民や専門家を交えて意見交換を行い、事業計
画に反映しています。
　また、田んぼや用排水路などに生息する生き物を
調査し、「環境との調和に配慮」した整備手法・工
法の検討も行っています。
　検討結果を踏まえ、水系の連続性を確保する水田
魚道の設置、水路への適度な土砂堆積、周年水が確
保される「深み」、生き物の生息場所や這い上がり
スロープなどの設置、工事資材への木材の活用など、
様々な工夫により施工しています。
　施工の前後に行っている生き物調査は地元小学校
では環境学習として利用されています。

③ 地域共同による地域資源の保全活動の推進
　多面的な機能を有する農地や農業用水などは、農
村地域にとって欠かすことのできない資源です。し
かしながら、近年の農村地域の過疎化、高齢化、混
住化等の進行に伴う集落機能の低下により、適切な
保全管理が困難となっている状況にあります。
　このため、農業者だけでなく非農家等の多様な主
体の参加による、地域ぐるみで行う地域資源の保全
活動に係る支援を行い、その広がりを進めています。
　令和７年度は、県内約 31,500ha で農地や農業用
水などの地域資源や農村環境の保全に向けた活動が
展開されています。

水田魚道の設置による水系の連続性の確保
（越前町）

地域住民による草刈り作業
（小浜市　松永）
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（３）水と緑のネットワーク整備【河川課】
　福井市の中心域には、歴史のある用水路が張りめ
ぐらされ、市内の河川とともに、市民が身近にふれ
あえる貴重な水辺として重要な役割を果たしてきま
した。しかし、近年の都市化の進展や農地の減少に
より、水路や河川を流れる水量が減少するとともに、
水路の埋立てや蓋がけが進むなど、市内の貴重な水
と緑の空間が失われつつありました。
　このため、平成 16 年に「水と緑のネットワーク
整備計画」を策定し、九頭竜川から市内の用水路や
河川に環境用水を導水する整備を行い、河川浄化、
良好な水辺環境の向上、防災機能の向上を図りまし
た。また、底喰川、権現川、光明寺用水、内輪用水
にモデル箇所を定め、水辺空間の整備を行いました。

（４）海岸における砂浜保全と自然環境への配慮
【砂防防災課】

　海岸は海水浴等のレジャーやスポーツ、体験活動
等といった様々な用途に利用されるとともに、魚介
類をはじめとして野鳥、海藻、海浜植物等の多様な
動植物が生息していることから、国土の保全を目的
とした離岸堤や突堤などの海岸保全施設の整備に当
たっては、自然環境に配慮した整備方針としていま
す。
　また、漂流・漂着ごみにより海岸機能が低下し、
生態系を含めた環境や景観等に大きな影響を及ぼし
ていることから、「美しく豊かな自然を保護するた
めの海岸における良好な景観及び環境並びに海洋環
境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関す
る法律（海岸漂着物処理推進法）」に基づき、関係
者等と連携し、漂流・漂着ごみの回収・処理事業を
行っています。

底喰川における水辺空間の整備 自然環境に配慮して整備された海岸（福井市浜住海岸）
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（５）港湾施設における環境配慮【港湾空港課】
　港湾施設の整備にあたっては、施設が地域住民に
とって生活空間の一部であることから、施設の機能
向上に加え、レクリエーションなどで施設を訪れる
人たちにとって快適な空間になるように、景観や親
水性に配慮した整備を行っています。
　敦賀港金ヶ崎緑地は、敦賀港を訪れる人たちに
とっての憩いの場として、また「うみんぴあ大飯」
の環境緑地は、こども家族館と一体となり「うみん
ぴあ大飯」を訪れる人たちが楽しめる場として快適
な空間となっています。

（６）自然環境に配慮した土石流対策【砂防防災課】
　砂防堰堤の整備においては、平常時には無害な土
砂が流れ出る構造で、河道を寸断せず、土砂や流木
の捕捉効果も高い「透過型砂防堰堤」を原則採用す
るとともに、渓流の侵食防止工事においても、底張
りを原則廃止するなど、自然環境に配慮した土石流
対策を進めています。
　また、砂防堰堤の残存型枠については、森林を健
全化し土砂災害防止に貢献するため、県内産間伐材
の利用を推進しています。

（７）自然環境に配慮したがけ崩れ対策
【砂防防災課】

　がけ崩れ対策の主な工法である待受け擁壁におい
て、従前からのコンクリート擁壁ではなく、掘削土
などの現地発生材を活用した補強土壁工を積極的に
採用しています。
　この工法では、残土として処分する土量を減らす
ことができるだけでなく、擁壁表面の緑化が可能と
なり、景観にも配慮した対策工事を行うことができ
ます。

敦賀市金ヶ崎緑地

うみんぴあ大飯環境緑地

透過型砂防堰堤（滝ヶ谷川　敦賀市田尻）

補強土壁工法（東黒田地区　若狭町東黒田）
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（８）採石場、土採取場跡地の緑化
【産業技術課、砂防防災課】

　砕石および石材は、道路の路盤材あるいはコンク
リートに混入する骨材等として用いられており、社
会資本の整備に必要不可欠な資源です。しかし、そ
の原料である岩石の採取にあたっては、大規模な森
林開発を要する場合が多く、森林保全との調整が重
要です。
　県内では、令和７年 12 月現在、19 か所の岩石採
取場が稼働中であり、主に山腹の森林を伐採し、表
土を除去後、地下の岩石を採取する形態となってい
ます。
　それぞれの事業者は、採石法に基づいて岩石採取
計画を知事に提出し、認可を受けて操業しているほ
か、県条例によって一定面積以上の場合には環境影
響評価の実施が義務付けられています。
　採取にあたっては、計画に従って岩石の採取が最
終岩壁に達した部分から順次種子吹付け、植栽等を
実施して、採掘終了後の緑化を図るよう指導してい
ます。
　また、県土採取規制条例に基づき、土の採取に伴
い災害が発生するおそれのある区域（24 区域）を
土採取規制区域として指定しています。規制区域内
において土の採取を行う場合は、知事の認可を受け
なければなりません。
　同時に、土の採取に伴う災害防止や県民の生活環
境保全のために適切な措置をとること、採取跡地の
整備を適切に行うことが義務付けられています。
　なお、樹木のうち景観上重要と思われるものにつ
いては、その全部または一部の保存を極力図ること、
採取跡地については、植樹や種子吹付け等により緑
化を図るよう指導しています。さらに、採石、土採
取が適正に行われるよう、巡回パトロール等を通じ
て、事業者等に対し指導・監督を行っています。

（９）自然環境、景観に配慮した道路整備
【道路建設課】 

　道路環境に関する課題として、渋滞の解消や自動
車交通量の抑制、沿道景観と調和した道路整備など
があります。
　これら課題に対応するため、「公共交通機関との
連携・支援」および「環境と調和した道路整備」を
進めています。
　「公共交通機関との連携・支援」においては、二
酸化炭素や窒素酸化物などの排出量を減らし、燃料
消費の少ない低炭素社会につながる公共交通機関の
利用を促進するとともに、交通の円滑化を図るため、
交通結節点の改善や付近のアクセス道路の整備を進
めています。
　「環境と調和した道路整備」においては、福井県
の有する豊かな自然環境や生態系との共生・調和を
図るとともに、「福井県橋りょう景観ガイドライン」
により周辺景観に配慮した橋りょう整備を行うなど
沿道環境および景観の保全に配慮した道路整備を進
めています。

景観に配慮した橋りょう整備の例
（主要地方道　坂本高浜線）
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表２- ３-11　自然環境、景観に配慮した主な道路施策
主　　　な　　　施　　　策

公共交通機関との連携・支援 ○駅へのアクセス道路の整備

環境と調和した道路整備

○無電柱化の推進
○街路樹植栽などによる道路緑化
○�バイパス道路の整備や右折レーン設置による渋滞の解消と走行速度の
向上
○�循環型社会を目指し、建設副産物の発生の抑制、建設資源のリサイク
ルを推進
○�動植物の生息・生育空間に配慮し、生態系全般との調和を図るため道
路法面の緑化などを推進

間伐材の活用例
（林道　若狭遠敷線　丸太伏工）

（10）環境に配慮した林道の整備【森づくり課】
　林道の整備にあたっては、全体計画調査において
地形や自然環境の調査を行い、希少な動植物への影
響や地形改変を最小限にとどめるよう工事を進めて
います。
　また、間伐材を利用した丸太、木材チップによる
法面保護など環境負荷の少ない木質資材の積極的な
利用や、在来種を活用した緑化による自然環境の復
元など、環境に配慮した林道整備に取り組んでいま
す。
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第３章　循環型社会の推進
第１節　一般廃棄物＊１の減量化とリサイクル推進

1　プラスチックごみ対策の強化【循環社会推進課】
（１）プラスチック代替製品の利用促進 
　プラスチック資源循環促進法が施行されるなど、
プラスチックごみ対策が急がれる中、令和５年度か
ら紙や木、バイオマスプラスチックなどのプラス
チック代替製品を導入する事業者に対し、費用の一
部を補助してきました。
　県民がプラスチック代替製品を身近なものとして
使用できる環境づくりを推進し、使い捨てプラス
チック削減意識の醸成を図ります。

（２）マイボトル運動の展開
　令和元年度より、ペットボトル等の使い捨てプラ
スチックに代わり、水筒やタンブラー等の利用を推
進する「マイボトル運動」を展開しています。
　持参したマイボトルに購入した飲料を提供してく
れる県内飲食店等を「マイボトル運動協力店」とし
て県ホームページで紹介しており、令和 7年 11 月
末現在、77 店舗に協力をいただいています。
　令和３年度からは、マイボトル利用推進に取り組
む県内企業・団体等を「マイボトル運動推進サポー
ター」として登録しています。令和 8年 1月末現在、
136 団体に登録をいただいています。
　令和５年度から、６月を「マイボトル推進月間」

として、パネル展示や街頭 PR、WEB 広告の実施
などにより、啓発を強化しています。

（１）「おいしいふくい食べきり運動」の実施 
　県では、食品廃棄物の減量化と食品ロスの削減の
ため、全国に先駆けて「おいしいふくい食べきり運
動」を実施しています。
　「おいしいふくい食べきり運動」を進めるため、
平成 25 年度から消費者団体である福井県連合婦人
会と協働して啓発活動を行っており、飲食店や企業
に対する働きかけ、地域イベントでの住民への啓発、
保育園での食べきり運動学習会などを実施していま
す。
　また、本県が事務局を担う「全国おいしい食べき
り運動ネットワーク協議会」において、「情報共有・

発信」と「全国共同キャンペーン」を実施しています。
「情報共有・発信」として、各自治体が実施してい
る食品ロス削減のための取組み事例を会員自治体に
共有しているほか、「全国共同キャンペーン」として、
10 月には家庭での「おいしい食べきり」を、12 月
から１月には、外食時の「おいしい食べきり」を呼
びかけています。
　今後も、協議会参加の自治体や県内の市町、団体、
民間企業とも協力し、幅広い世代に対して「おいし
いふくい食べきり運動」の普及啓発を進めていきま
す。

（３）脱プラスチック生活の取組推進
　家庭でできる使い捨てプラスチックを極力使わな
い生活の意識付けを図るため、マイバックの持参や
洗剤などの詰め替え用製品の購入、量り売りによる
購入など、プラスチックごみ削減の取組み事例をパ
ンフレットや県ホームページ、出前講座などの機会
に紹介しています。

2　食品ロス削減の推進【循環社会推進課】

マイボトル推進月間・マイボトル運動ちらし
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図３- １- １　ごみ総排出量と県民１人１日当たり排出量の推移

（２）フードロスマイスターの養成
　県では、令和３年度から「使いきりレシピ」や「冷
蔵庫収納術」の講座を開催し、食品ロスについての
知識や削減方法のノウハウを習得した人を「フード
ロスマイスター」として養成しています。現在まで
「フードロスマイスター」の認定数は着実に増加し
ており、引き続き食品ロス削減のための知識等を習
得した県民を増やす取組みを進めていきます。

（３）てまえどりの推進
　売れ残りによる食品ロス削減のため、県では、商
品棚の手前にある消費期限の近い商品を積極的に選
ぶ購買行動「てまえどり」を推進しています。県民
に広く普及するよう、令和５年度から、県内スー
パー等の小売事業者に県独自のポップやポスター

を配布しています。また、県民に対して「消費期限」
「賞味期限」の正しい理解についても啓発をしてい
ます。

（１）一般廃棄物の状況【循環社会推進課】
① ごみの排出量
　県内のごみ総排出量は令和５年度において 22 万
9 千ｔ、１人１日当たりは 830 ｇであり、前年度と
比較すると、総排出量は 15,123 ｔ（約７％）減少
しており、１人１日当たり排出量は 48 ｇ減少して
います。

　令和５年度においては、生活系ごみ ( 家庭から排
出される一般廃棄物 ) が 10,999 ｔ、事業系ごみ ( 事
業所から排出される一般廃棄物 ) は 4,124 ｔ減少し
ました。

３　一般廃棄物＊１の削減とリサイクル推進

てまえどりポップ

＊１�一般廃棄物：廃棄物処理法において、産業廃棄物以外のものと定義されており、具体的には、ごみ ( 生活系ごみと事業系ごみに区分 )
やし尿などを指します。

　 �産業廃棄物：事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他について廃
棄物処理法で定められています。
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③ リサイクルの状況
　令和５年度に市町において資源ごみの分別収集
や中間処理により資源化された量は、２万１千 tと
なっています。
　また、住民団体等によって資源として集団回収さ
れた量は２万３千 tとなっています。
　市町における資源化と集団回収を併せた４万４千 t

がリサイクルにまわされ、リサイクル率は 17.3％と
なっています（令和４年度：17.1％）。
　リサイクル率は、全国と比べて低い結果となって
おり、今後、県民のさらなるリサイクルに対する取
組みが必要となっています。

減量化量
１８３，１２４t

資源化量
２０，４１９ｔ

最終処分量
２５，５７５ｔ

集団回収量
２３，１００ｔ

リサイクル量　４３，５１９ｔ
リサイクル率　１７．3％

ごみ処理量
２２９，１１８ｔ

図３- １- ２　令和５年度ごみ処理フロー図

② ごみの処理状況
　市町 ( 一部事務組合を含む。) では、通常、収集
されたごみを、資源化、焼却、破砕等の中間処理＊2

をした上で、その残さなどを埋立処分しています。

　令和５年度に市町が収集し、処理されたごみ 22
万９千ｔのうち、資源化された「資源化量」は２万 t、
焼却等で減量化された「減量化量」は 18 万３千 t、
埋め立てられた「最終処分量」は２万６千 tでした。

（単位：千ｔ）

年　　度 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5
資 源 化 量 33 32 31 29 28 26 25 25 25 25 24 22 21
集 団 回 収 量 21 20 18 18 17 23 26 28 27 26 24 24 23
リサイクル量 54 52 49 47 45 49 51 53 52 51 48 46 44

表３- １- ３　リサイクル量の推移

図３- １- ４　リサイクル率（注）の推移

（注）リサイクル率＝リサイクル量÷（ごみ処理量＋集団回収量）

＊２�中間処理：埋立て等の最終処分に対して、焼却や破砕等を中間処理といいます。
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④ 廃棄物処理施設の状況
　市町では、収集された一般廃棄物を処理するため、
ごみ焼却施設、粗大ごみ処理施設、埋立処分地施設
等の廃棄物処理施設を設置しています。
　令和７年４月現在、ごみ焼却施設は７施設設置さ
れており、処理能力は 1,033 ｔ / 日となっています。

また、一般廃棄物最終処分場は 10 施設設置されて
おり、残余容量等を考慮しながら計画的に新しい施
設の整備が進められています。

（２）ごみ減量化・リサイクルへの取組み
① 行動指針および推進体制【循環社会推進課】
　県では、「福井県廃棄物処理計画」、またこの計画
の上位計画となる「福井県環境基本計画」に基づき、
「おいしいふくい食べきり運動」などによる食品ロ
ス削減や紙資源の分別強化、プラスチックの使用削
減などにより、廃棄物の減量化やリサイクルを推進
しています。令和３年３月に策定した廃棄物処理計
画では、令和７年度の目標値を次表のとおり設定し
ています。
　「福井県廃棄物処理計画」に基づく施策を着実に
推進するためには、県民全体で推進していくという
機運づくりが重要であり、そのため、消費者団体や、

事業者等と協力し啓発活動等を展開します。
　また、一般廃棄物の排出状況や処理体制等は各市
町によって異なることから、市町間での共有化を図
るための情報を提供したり、全県的な運動を主体的
に展開したりします。
　産業廃棄物については、各業界団体や一般社団法
人福井県産業資源循環協会と意見交換を行うなど協
力体制を強化します。

表３- １- ５　「福井県廃棄物処理計画」の目標値

目 標 値

指　　　　標
平成 30 年度 令和７年度
現　　　状 目標値（予測値）

一人一日当たりごみ排出量 903 ｇ 858 ｇ（922 ｇ）
一般廃棄物のリサイクル率 18.6％ 21.0％（20.8％）
産 業 廃 棄 物 排 出 量 2,943 千 t 2,943 千 t（3,046 千 t）
産業廃棄物の再生利用率 43.9％ 44.6％（43.8％）

② ごみの減量化・リサイクルの推進【循環社会推進課】
ア ごみの分別強化、紙資源のリサイクル
　一般廃棄物の減量化推進のため、平成 28 年度か
ら、県、市町、住民代表による「福井県ごみ減量化
推進会議」を開催し、県と市町が一丸となってごみ
減量化および分別徹底によるリサイクルを推進して
います。
　実務担当者で構成する「ごみ減量化推進部会」に
おいては、課題解決のための効果的な施策の検討や
情報共有を行っており、令和７年度は、リチウムイ
オン電池やリチウムイオン電池内蔵小型家電製品の
処理体制等について市町の対応状況の共有などを行
いました。

　また、県民に向けては「やってみよう！いざ！ご
み減量チャレンジ」と銘打ち、食品廃棄物を減らす
ための「３きり」、雑がみやプラスチック類の「分別」
について、マスメディアを活用し広く啓発してきた
ほか、家族での実践を促す「家族で１週間 -300 ｇ
チャレンジ」を実施し、多くの方に「３きり」と「分
別」に取り組んでいただきました。取り組まれた方
からは、「家族で取り組むきっかけになった」「今後
も継続したい」などの感想をいただきました。
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イ リペア・リユース推進事業
　修理ボランティアの養成や修理事業者の利用促進
を通じて、「ものを大切にする」意識の醸成を図る
ため、おもちゃや洋服・ぬいぐるみを修理するボラ
ンティアの養成講座やリユースイベントの開催、修
理事業者「まちの修理屋さん」の利用促進を行って
います。
　県では、おもちゃの修理ボランティア「おもちゃ
ドクター」を養成するため、平成 23 年度より、お
もちゃの修理技術等を学ぶ養成講座を開催していま
す。
　令和元年度からは洋服やぬいぐるみを補修するボ
ランティア「洋服・ぬいぐるみお直し隊」の養成に
取り組んでおり、今後ボランティア団体として活動
していけるよう支援しています。
　令和７年度には、ハピテラスおよびAOSSAで開

催した「ふるさと環境フェア 2025」において、古
本市やおもちゃ病院によるおもちゃの無料修理など
を実施しました。

ふるさと環境フェア 2025 での古本市

③ 容器包装廃棄物、家電製品、
　 自動車のリサイクル推進体制の確立

【循環社会推進課】
ア 容器包装リサイクル法
　一般廃棄物の容積比で約６割を占める缶、びん、
ペットボトルなどの容器包装廃棄物のリサイクルを
推進するため、平成９年４月から「容器包装に係る
分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」（容
器包装リサイクル法）が施行されました。平成 12
年度からは同法が完全施行され、それまでの缶、び
ん、ペットボトルおよび紙パックに加え、その他の
紙製容器包装、プラスチック製容器包装およびダン
ボールが同法の対象となりました。
　平成 18 年 12 月には容器包装リサイクル法が一部
改正され、事業者に対する排出抑制を促進するため
の措置の導入や事業者が市町村に資金を拠出する仕
組みの創設などが盛り込まれました。
　県では、令和７年度に「第 11 期福井県分別収集
促進計画＊１」を策定し、県民に対する容器包装廃
棄物の排出抑制や市町における容器包装廃棄物の収
集品目の拡大を図る等の取組みを進めています。

＊１�福井県分別収集促進計画：各市町が策定する「市町村分別収集計画」を踏まえ、県全体の容器包装廃棄物の発生見込量および容器包
装廃棄物の分別収集の促進等について定めるもの。

表３- １- ６　容器包装廃棄物の分別収集取組状況
（令和７年４月１日現在）

区　　　　分 取組市町数
（令和６年度） 令和７年度

び
ん
類

無　色 全市町 全市町

茶　色 全市町 全市町

その他の色 全市町 全市町

缶
類

スチール缶 全市町 全市町

アルミ缶 全市町 全市町
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類

ペットボトル 全市町 全市町

プラスチック製
容器包装 13 13

紙
　
類

飲料用紙パック 16 16

段ボール 全市町 全市町

その他の紙製容器
包装 全市町 全市町
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イ 家電リサイクル法
　家電製品のリサイクルを推進するため、平成 13
年４月から「特定家庭用機器再商品化法」（家電リ
サイクル法）が施行されています。この法律は、家
電製品の小売業者に引取義務を、製造業者等（家電
メーカー、家電輸入業者）に再商品化等（リサイク
ル）の義務を課し、消費者に収集・再商品化等に要
する費用の負担を求めるものです。
　テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・乾燥機および
エアコンの４品目が対象になっています。
　県では、消費者（排出者）、小売店に対して、こ
の法律に基づくリサイクルが円滑に進むよう普及啓
発を進めています。また、廃家電の不法投棄への監
視にも力を入れていきます。

ウ パソコンリサイクル
　平成 15 年 10 月から「資源の有効な利用の促進に
関する法律」（資源有効利用促進法）に基づき、家
庭系パソコンのリサイクルが始まりました。これま
で自治体が回収・処理していた家庭用使用済パソコ
ンを製造等事業者（パソコンメーカー等）が自主回
収および再資源化を行い、消費者は収集・再資源化
に要する費用を負担するものです。

エ 小型家電リサイクル法
　平成 25 年４月から「使用済小型電子機器等の再
資源化の促進に関する法律」が施行され、家庭の電
気や電池で動く小型家電（携帯電話、デジカメ、ド
ライヤー、ゲーム機など）を市町が回収し、国の認
定を受けたリサイクル事業者等が再資源化する「小
型家電リサイクル制度」が始まりました。これまで
使用済小型家電は、市町において廃棄物として処分
され、その中に含まれる有用な金属が十分に回収さ
れていませんでしたが、この制度のスタートにより、
使用済小型家電の回収や再資源化が進められること
となりました。

オ 自動車リサイクル
　年間約 256 万台排出される使用済自動車は、有用
金属・部品を含み資源として価値が高いものである
ため、従来は解体業者や破砕業者において売買を通
じて流通し、リサイクル・処理が行われてきました。
　しかし、産業廃棄物処分場の逼迫や従来のリサイ
クルシステムの機能不全により、不法投棄・不適正
処理の懸念がもたれていました。

　このため、自動車製造業者を中心とした関係者に
適切な役割分担を義務付けることにより、使用済自
動車のリサイクル・適正処理を図るため使用済自動
車の再資源化等に関する法律（自動車リサイクル法）
が平成 14 年７月に制定されました。平成 17 年１月
からリサイクル料金の預託や電子マニフェストによ
る移動報告が開始されるなど、本格施行されていま
す（解体業等の許可制度は平成 16 年７月から先行
施行）。
　法施行に伴い、関係事業者の電子情報による使用
済自動車の移動報告および「フロン類」、「エアバッ
ク類」の回収や「廃タイヤ」、「バッテリー」等の適
正処理が行われ、これらに必要な費用を自動車の所
有者が負担することとされました。令和６年度に本
県において引取業者に引き渡された使用済自動車
は、約１万２千台あり、この使用済自動車はフロン
類回収業者、解体業者および破砕業者等に引き渡さ
れました。
　今後とも、使用済自動車のリサイクル・適正処理
を推進するため、関係事業者に対する監視指導を適
切に行っていきます。

表３- １- ７　自動車リサイクル法関連事業者の種別
（令和７年３月末現在）

業　 種 事　 業　 内　 容 事業者数

引 取 業 使用済自動車の引取りを行う
登録業者 172 件

フロン類
回 収 業

カーエアコンからフロン類を
回収する登録業者 62 件

解 体 業

エアバック類を回収するとと
もに、バッテリー、タイヤ、廃
油・廃液等を再資源化基準に
従って適切な解体を行う許可
業者
（基準に従って解体を行った場
合のみ、使用済自動車からの部
品取りを行うことができる。）

20 件

破 砕 業

解体された使用済自動車を破
砕するため、プレス・せん断
など破砕前処理を行う許可業
者および解体された使用済自
動車を破砕する許可業者

8件

※�事業者数は福井県で登録・許可を受けている業者数であり、
福井市で登録・許可を受けている事業者数は含みません。
　（福井市は平成 31 年４月１日に中核市に移行）
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④ 下水汚泥有効利用促進【河川課】
　下水道の普及拡大に伴い、下水汚泥は年々増加し
ており、下水汚泥の減量化とリサイクルを推進して
います。
　福井県では９市８町１事務組合で下水道による汚
水処理を行っており、令和６年度に発生した下水
汚泥約 35,700 ｔのうち 82％をセメント原料、肥料、
建設資材などに有効利用しています。
　今後も下水汚泥の有効活用に積極的に取り組んで
いきます。

② 法律制定の背景
　建設工事から発生する廃棄物は種類が多く、本県
では産業廃棄物全体の約２割を占めており、分別し
なければごみとして最終処分されることになりま
す。また、全国的にみても最終処分場の残存容量は
あとわずかとなっています。
　さらに、昭和 40 年代の高度経済成長期に大量に
建設された建築物が今後更新期を迎えることから、
解体による廃棄物の排出量の増加が予想されます。
このため、廃棄物の分別・リサイクルおよび適正処
理をより一層促進させることを目的に、「建設工事
に係る資材の再資源化等に関する法律」（建設リサ
イクル法）が、平成 14 年５月 30 日から全面施行さ
れました。

③ 法律の概要
　この法律は、下記の３つの柱から成り立っており、
発注者（施主）による工事の事前届出の他、元請業
者から発注者への再資源化完了報告などが義務付け
られています。

④ 建設リサイクルの促進
　法の実効性を確保するため、日常のパトロールに
加え、年２回、施工中の工事現場を対象に、県内一
斉パトロールを実施しています。
　また、建設リサイクルを総合的に推進するため、
県内の国、県、市町の工事発注機関、建設業団体等
からなる「建設副産物対策連絡協議会」において、
廃棄物の利用実態の把握と情報交換を進め、リサイ
クル率の向上に取り組んでいます。

①分別解体・リサイクルの義務付け
②�分別解体・リサイクルの実施を確保するため
の措置
③解体工事業の登録制度の創設

図３- １- ８　下水汚泥リサイクル率の推移

図３- １-10　分別解体・リサイクル実施の流れ

図３－１－９　建設廃棄物のリサイクル率
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（３）建設リサイクル【土木管理課】
① 建設リサイクルの現状
　建設工事から発生する廃棄物の本県におけるリサ
イクル率は全体で９割を超えています。
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（４）食品リサイクル【循環社会推進課】
① 食品廃棄物の現状
　食品廃棄物は、食品の製造の段階で発生する動植
物性の残さが産業廃棄物に分類され、食品の流通段
階（スーパー等）や消費段階（レストラン・家庭等）
で発生する売れ残り、調理残、食べ残し等が一般廃
棄物に分類されます。
　一般廃棄物の生ごみの大半が、市町等の施設にお
いて焼却処理される中、池田町では行政が中心と
なって、回収・堆肥化に取り組んでいます。
　また、NPO法人や民間事業者による生ごみのリ
サイクルも行われています。

② 食品リサイクル法
　平成 19 年 12 月に「食品循環資源の再生利用等の
促進に関する法律」（食品リサイクル法）が改正され、
食品廃棄物の発生量が 100 ｔ以上の事業者は、毎年
度、食品廃棄物等の発生量や食品循環資源の再生利
用等の状況を報告することが義務付けられました。
　また、再生利用事業計画の認定制度の見直し等の
措置が講じられました。
　平成 24 年４月に暫定的に設定をした食品廃棄物
等の「発生抑制の目標値」に関して、業種の追加を

行い、平成 26 年４月から 26 業種について発生抑制
の目標値を設定し、さらに平成 27 年８月より５業
種の目標値を追加しました。
　全国における食品循環資源の再生利用等実施率
（令和５年度）は、業種別に食品製造業で 97%、食
品卸売業で 61%、食品小売業で 63%、外食産業で
34%となっています。

（５）有機性資源等の活用【流通販売課】
　農業による環境への負荷を軽減するとともに、よ
り安全で安心な農産物の生産拡大を図るため、化学
肥料や化学合成農薬の投入を抑えた生産技術の普及
と併せ、家畜排せつ物や籾殻、生ごみ等の有機性資
源を堆肥化し、利活用する環境にやさしい農業を推
進しています。
　また、有機性資源の活用による土づくりを行い、
化学肥料や化学合成農薬の使用を削減する環境にや
さしい農業に取り組む農業者の育成を図るため、グ
ループで環境にやさしい農業に取り組む生産者の支
援や、特別栽培農産物の認証制度の普及推進、生産
者と消費者の相互理解の促進を図っています。

　　　　福井県特別栽培農産物認証制度
　県では、より安全・安心な農産物の生産を目指して、化学合成農薬や化学肥料の使用を極力抑えた（慣
行栽培の 5割以上削減）「特別栽培農産物」について、平成 13 年 4 月から独自の基準を設けて認証して
います。

コラム

福井県特別栽培農産物認証制度の実績
年度 農家数（戸） 面積（ha）
H27 829 2,079
H28 858 2,223
H29 841 2,240
H30 768 2,035
R1 661 1,706
R2 606 1,603
R3 556 1,583
R4 520 1,619
R5 505 1,669
R6 488 1,775

認証区分① 認証区分②

認証区分③ 認証区分④
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第２節　産業廃棄物の減量化とリサイクル推進

１　産業廃棄物の排出量・処理などの状況【循環社会推進課】

（１）県内の発生状況＊１

① 県内総排出量
　令和５年度に本県で排出した産業廃棄物は 2,407
千 t であり、平成 30 年度の 2,943 千 t と比較すると、
約 18.2％減少しています。

② 種類別排出量
　産業廃棄物の排出量を種類別にみると、汚泥の排
出量が最も多く、1,225 千 t（全排出量の 51％）、次
いで、がれき類 508 千 t（21％）、ばいじん 186 千 t
（８％）､ 廃プラスチック類 108 千 t（５％）、木く
ず 58 千 t（２％）の順で、この５種類で全体の約
90％を占めています。（図３- ２- １）

③ 業種別排出量
　産業廃棄物の排出量を業種別にみると、製造業
が最も多く、847 千 t（全排出量の 35％）、次いで、
建設業 647 千 t（27％）、水道業 546 千 t（23％）の
順となっており、この３業種で 85％を占めていま
す。（図３- ２- ２）

（２）処理処分状況
① 発生からの処理処分状況
　排出量 2,407 千 t の処理処分状況は、再生利用量
1,097 千 t（46 ％）、減量化量 1,231 千 t（51％）、最
終処分量 80 千 t（３％）等となっています（図３-
２- ３）。
　平成 30 年度と比較すると、再生利用量の割合が
増加（44％→ 46％）し、減量化量の割合が減少（53％
→ 51％）しています。

図３- ２- １　種類別排出量構成比（令和５年度）

図３- ２- ２　業種別排出量構成比（令和５年度）

その他 322
(13%)

その他 322
(13%)

 木くず
  58 (2%)

廃プラ類
 108 (5%)

 ばいじん
  186 (8%)

がれき類 508
(21%)

がれき類 508
(21%)

汚泥 1,225
(51%)

（単位：千ｔ）

排出量
（令和５年度）
2,407

鉱業 48
 (2%)

その他 50 
(2%)

農業 58 
(2%)

電気業・ガス業
   212 (9%)
電気業・ガス業
   212 (9%)

水道業 546
(23%)

水道業 546
(23%)

建設業 647
(27%)

建設業 647
(27%)

製造業 847
(35%)

（単位：千ｔ）

排出量
（令和５年度）
2,407

＊１�県内の発生状況：産業廃棄物の実態調査については、県内事業所から産業廃棄物排出事業所を抽出し、アンケート調査により実施し
ています。調査は５年ごとに実施しており、直近のデ－タは、令和５年度の値です。
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図３- ２- ３　令和５年度処理処分状況

② 種類別処理状況
　汚泥については、1,225千tの排出量がありますが、
91％が減量化され、最終処分量は１％となっていま
す。
　がれき類については、508 千 t のうち 99％が再生
利用されています。

　廃プラスチック類では、108 千 t のうち 56％が減
量化されています。
　最終処分量を種類別にみると、建設混合廃棄物が
17 千 t で最も多く、燃え殻 15 千 t、廃プラスチッ
ク類 10 千 t の順となっています。 

図３- ２- ４　種類別処理状況（令和５年度）
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（３）産業廃棄物処理業の状況
　産業廃棄物の処理について、廃棄物処理法では、
「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を
自らの責任において適正に処理しなければならな
い」と規定しています。「自らの責任において適正
に処理する」とは、排出事業者が「自ら処理する場
合」と「許可を持っている処理業者に処理を委託す
る場合」とがあります。

　排出された産業廃棄物のうち 52％は、排出事業
者が自ら処理を行い、主に脱水による減量化などが
行われ、残り 48％については産業廃棄物処分業者
に委託処理され、主に再生利用されています。
　本県における産業廃棄物処理業の許可件数は、令
和７年３月末現在 2,473 件で、業の種類別では、収
集運搬業（特別管理産業廃棄物の収集運搬業を含
む。）の許可は 2,334 件と全体の約 94％を占めてい
ます。

（４）産業廃棄物処理施設の状況 
　廃棄物処理法第 15 条の規定に基づく産業廃棄物
処理施設の施設数は､ 令和７年３月末現在 98 件で

す。令和６年度の産業廃棄物処理施設の新たな設置
許可は１件ありました。 

表３- ２- ５　産業廃棄物処理業許可件数（令和７年３月末現在）

許 可 区 分 収集運搬 中間処理・最終処分 計

産 業 廃 棄 物 2,073 133 2,206

特別管理産業廃棄物 261 6 267

合 　 　 　 計 2,334 139 2,473

表３- ２- ６　産業廃棄物処理施設数（令和７年３月末現在）

種別 施設数 備考

破 砕 施 設 ７３施設　　 廃プラスチック類、木くず、がれき類
等

焼 却 施 設 １２施設　　 汚泥、廃油、廃プラスチック類等

最 終 処 分 場 ６施設　　 安定型、管理型

そ の 他 ７施設　　 脱水、油水分離、中和

合 計 ９８施設　　 　
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２　使用済み資源の有効利用の推進【循環社会推進課】
（１）減量化・リサイクルへの取組み
　産業廃棄物の減量化やリサイクルを達成するに
は、排出事業者の自主的な取組みが重要です。そこ
で、産業廃棄物の発生量が年間 500 ｔ以上（特別管
理産業廃棄物の場合は年間 50 ｔ以上）である事業
場を設置している事業者（多量排出事業者）を対象
に、廃棄物の処理計画の策定および実施状況の報告
を求め、事業者の自主的な取組みを促しています。
また、事業者を対象にした研修会を開催し、減量化・
リサイクルに関する先進的な事例やリサイクル製品
認定制度を紹介し、啓発を行っています。
　さらに、産業廃棄物の発生量が年間 500 ｔ未満の
中小規模排出事業者を対象に、適正処理に関する手
続きをわかりやすく解説する研修会を開催するとと
もに、減量化・リサイクルに関する課題解決を図る
ため、専門家の派遣を実施しています。

（２）リサイクル製品の利用拡大
　リサイクル製品の活用は、埋立処分場の延命化や
バージン原材料の節約など、循環型社会の推進に大
きく貢献することになります。
　そこで県では、リサイクル製品の利用促進および
リサイクル産業の育成を図り、資源循環型社会の構
築を推進していくため、主に県内で発生する再生資
源を利用して製造される製品を認定する「福井県リ
サイクル製品認定制度」を運用しています。
　平成 11 年 12 月の施行から 26 年目を迎え、令和
7年 11 月末現在で 34 製品を認定しています。
　リサイクル製品普及促進のため、県の公共工事等
において、地域から発生した再生資源を活用した製
品を同一地域内で積極的に利用しているほか、市町
や国の出先機関にも積極的な活用を呼びかけていま
す。
　また、「フクイ建設技術フェア」などのイベント
への出展や県庁ホールでの展示およびホームページ
による広報等により、認定リサイクル製品のＰＲや
制度の周知を行っています。
　今後も、リサイクル製品がさらに広く活用される
よう取り組んでいきます。

福井県リサイクル製品認定ロゴマーク

フクイ建設技術フェアブース

廃棄物減量化等アドバイザー派遣チラシ

リサイクル製品リストチラシ
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第３節　廃棄物の適正な処理の推進【循環社会推進課】

１　不法投棄防止に向けたパトロール・監視強化

（１）廃棄物処理法の周知
　廃棄物の適正処理を確保するため、廃棄物処理法
では、産業廃棄物委託基準＊1 や産業廃棄物管理票
（マニフェスト）＊ 2 制度などが定められています。
　県では、不適正処理事案を発生させないよう事業

者や産業廃棄物処理業者に対する講習会を開催し、
同法の多岐にわたる改正内容について周知徹底を
図っています。 

（２）不法投棄対策の推進
　不法投棄対策としては、「福井県廃棄物不法投棄
等対策要領」（平成３年策定）や「産業廃棄物処理
業者等監視指導マニュアル」（平成 12 年策定）に基
づき、各健康福祉センターにおいて不法投棄の重点
監視地域を定め、県職員が休日を含めて実施してい
る監視パトロールに、民間委託の監視パトロールを
加えたパトロール体制で、年間を通じて監視を実施
しています。そのほか、不法投棄１１０番の設置に
より広く県民から情報提供を受けたり、県が依頼し
ている不法投棄等連絡員からの情報の提供を受けた
りするなどして、不法投棄等の未然防止と早期発見
に努めています。
　また、一般社団法人福井県産業資源循環協会が平
成８年に設置した「産業廃棄物適正処理指導員」や
市町等の各種関係団体と連携した重点監視地域への
合同パトロールや、県警ヘリコプターによるスカイ
パトロールなど広域的なパトロールを実施し、不法
投棄の撲滅に努めています。

　さらに、広域・悪質化する不適正事案に迅速かつ
的確に対応するため、平成 15 年度には、警察本部
からの出向職員を増員し、監視・指導グループを設
置したほか、市町職員を県職員に併任し、産業廃棄
物に係る立入検査権限を付与するとともに、県の土
木事務所職員や農林総合事務所職員等にも立入検査
権限を付与し、監視体制の強化を図っています。
　また、隣接県との共同取組みとして、県境を走行
する産業廃棄物運搬車両の合同路上検査を実施し、
廃棄物の適正処理について指導・啓発を行っていま
す。
　健康福祉センター、土木事務所、農林総合事務所、
市町、警察署、森林組合、内水面漁業協同組合等か
ら組織される「廃棄物不法処理防止連絡協議会」を
福井、坂井、奥越、丹南、二州、若狭の６ブロック
別に設置し、地域ごとに監視体制の強化を図ってい
ます。

表３- ３- １　廃棄物処理法の近年の改正状況

平成 18 年
改正

無害化処理認定制度の創設、石綿含有廃棄
物処理基準の創設、石綿含有産業廃棄物等
の溶融施設の許可対象施設への追加など。

平成 22 年
改正

排出事業者の適正処理確保のための対策の
強化、廃棄物処理施設維持管理対策の強化、
廃棄物処理業の優良化の推進、排出抑制の
徹底、適正な循環的利用の確保、焼却時の
熱利用の促進、収集運搬業の許可の合理化
など。

平成 19 年
改正

産業廃棄物である「木くず」の範囲の変更
など。

平成 29 年
改正

許可を取り消された者等に対する措置の強
化、特別管理産業廃棄物の多量排出事業者に
対する電子マニフェストの使用義務化、有害
使用済み機器の保管等にかかる届出等の義務
化など。

平成 21 年
改正

無害化処理に係る特例の対象に微量 PCB汚
染廃電気機器等の追加、PCB 廃棄物の焼却
施設の維持管理基準の追加など。

令和元年
改正

成年被後見人等に係る欠格条項の見直しな
ど。

＊１�産業廃棄物委託基準：排出事業者は、産業廃棄物の運搬または処分を他人に委託する場合には、法令に定められた委託基準に従わな
ければなりません。

＊２�産業廃棄物管理票（マニフェスト）：排出事業者は、産業廃棄物の収集運搬または処分を他人に委託する場合には、必要事項を記載し
た産業廃棄物管理票（マニフェスト）を交付しなければなりません。この産業廃棄物管理票制度とは、産業廃棄物の処理の工程（収
集運搬、中間処理等）ごとに終了の報告を受けていくことで、委託した産業廃棄物が適正に処理されたことを排出事業者が確認する
制度であり、排出事業者は最終処分の終了を確認するまで、自らが排出した産業廃棄物についてその処理の責任を負うことになります。
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表３-３-２　令和６年中の廃棄物処理法違反の検挙状況
【福井県警察本部生活環境課調べ】

区 　分 検挙件数 検挙人員
不 法 投 棄 32 32
野 外 焼 却 14 14

その他 0 0
計 46 46

監視カメラの設置

合同路上検査

不法投棄、野外焼却を見かけたら・・・

【不法投棄１１０番】
電話 ０７７６－２０－０

ゼロごみはよい

５８４

　平成 21 年度からは、不法投棄防止体制強化のた
めの監視カメラの運用を開始し、県内の不法投棄多
発場所等に設置しています。

（３）普及啓発事業の実施
　廃棄物の不法投棄や野外焼却を未然に防止する意
識を高めるため、12 月を「不法投棄等防止啓発強
調月間」と定め、各種啓発活動を行っています。
　令和７年度は、次の事業を実施しました。
① �新聞、ラジオ、ケーブルテレビ、市町の広報誌
による啓発

② �電光掲示板による啓発、啓発パネルの展示、パ
ンフレットの配布

③ 事業所への立入検査、パトロールの実施

（４）敦賀市民間最終処分場抜本対策事業の推進
　昭和 62 年、キンキクリーンセンター株式会社が
敦賀市樫曲地係に設置した廃棄物の管理型最終処分
場については、無許可による違法増設が判明したこ
とから、平成 12 年に施設の使用停止を指導しまし
た。
　また、生活環境保全上の支障を除去するため、平
成 14 年から行政代執行に着手しています。
　県では「特定産業廃棄物に起因する支障の除去等
に関する特別措置法」の実施計画に基づき、水注入
等による浄化促進対策や水処理等の維持管理を行っ
てきました。同法は令和４年度末で失効しましたが、
令和５年度以降も水処理等の維持管理を継続してお
り、早期の事業完了を目指します。

※�抜本対策事業の取組み状況は、循環社会推進課の
ホームページに掲載しています。
https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/junkan/tsuruga-
shisyoujyokyo-top.html 
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２　優良産業廃棄物処理業者認定制度の普及と啓発

＊１�処理業更新期間の延長等の特例：産業廃棄物処理業の許可更新時において一定の基準を満たした処理業者に対し、通常 5年の産業廃
棄物処理業の許可の有効期間を 7年に延長する等の特例措置が設けられています。

（１）安全で信頼性のある廃棄物処理施設の確保
　「福井県産業廃棄物等適正処理指導要綱｣ におい
て、廃棄物処理施設設置等許可の事前審査手続きと
生活環境の保全および公衆衛生の向上を図るため独
自に構造 ･維持管理基準を定め、施設設置等許可の
事前審査を行っています｡
　また、｢産業廃棄物処理業者等監視指導マニュア
ル｣ に基づき、最終処分場等の立入検査回数を増や
すなど施設への監視指導を強化しており、今後とも､
処理施設の安全性と信頼性を確保し、県民の生活環
境の保全を図っていきます。

（２）優良な処理業者の育成
　平成 23 年の廃棄物処理法改正により、遵法性や
事業の透明性、環境配慮の取組みなど、一定の基準
を満たした処理業者を認定する「優良産業廃棄物処
理業者認定制度」が創設されました。当該制度は、
優良基準に適合し、認定を受けた処理業者（以下「優
良認定処理業者」という。）について、処理業更新
期間の延長等の特例＊１を付与するとともに、排出
事業者が優良な処理業者を選定しやすい環境を整備
することで、産業廃棄物の適正処理の推進を図るこ
とを目的としています。
　本県では、150 社が優良認定処理業者となってい
ます（令和７年３月末日現在）。

（３）廃棄物処理施設見学会
　廃棄物処理施設の重要性に対する地域住民の理解
促進を図るため、施設見学会を実施しています。
　令和７年度は、丹南コース（太陽光パネルの選別・
破砕、破砕物の固形燃料化を見学）と福井コース（廃
プラスチックの再生利用、廃棄物の焼却処理や最終
処分を見学）という２つのコースで開催し、合計
49 名の参加がありました。

優良産廃処理業者認定制度チラシ

産業廃棄物施設見学会募集チラシ
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３　海岸漂着物の円滑な回収・処理や発生抑制の推進
（１）海岸漂着物の回収・処理
　本県では、冬季の季節風や海流の影響による海外
からのごみの漂着や、河川を通じて生活ごみが流れ
着くといった要因により、毎年多くのごみが海岸に
漂着し、景観、観光、漁業等に大きな影響を及ぼし
ています。
　県では、海岸漂着ごみの円滑な回収・処分や発生
抑制を推進するため、令和４年３月に「福井県海岸
漂着物対策推進計画」を策定しました。
　本計画に基づき、県、市町、地域住民、民間団体
など、様々な主体が連携・協力し、地域の回収スケ
ジュールを把握することなどにより、国の補助金を
活用しながら計画的かつ効率的に海岸漂着物などの
回収・処理を進めています。

（２）海岸漂着物の発生抑制
　令和３年度から、海ごみの発生防止をテーマに、
県内の河川上流域から下流域ならびに海岸におい
て、住民・企業・団体などが清掃を行う「ふくい海

ごみゼロチャレンジ」を実施しています。
　また、福井県の海岸漂着ごみの実態周知・啓発を
目的として、令和２年度から「福井県海岸漂着物等
実態調査」を実施しています。
　これらの県調査結果や啓発動画等は、環境学習等
に自由に活用できるよう、県のホームページ上で公
開しています。また、イベント等でパネル展示を行
い、一人ひとりができる対策について普及啓発を
行っています。

４　災害廃棄物の処理体制の整備
　近年は地球温暖化の影響もあり、全国で災害が頻
発化・激甚化していますが、ひとたび大規模災害が
起こると、大量かつ多種類の廃棄物が混在して発生
します。これらの災害廃棄物の処理は、生活環境の
保全および公衆衛生の悪化の防止、被災地域の早期
の復旧・復興への第一歩となることから、迅速な処
理を行うため、平時から市町の対応力の向上を図る
など事前の備えが重要となります。
　本県では 17 市町全てが、災害廃棄物処理計画を
策定しており、その実効性を高めるため、訓練等を
実施しています。また、国、地方公共団体、関係団
体と協力・連携しながら、大規模災害にそなえ、広
域処理も含めた適正かつ円滑・迅速な処理体制の整
備を進めています。
　令和４、５年度は、７月から８月にかけて嶺北を
中心に広く浸水被害をもたらす大雨が発生し、水に
浸かった畳や家具といった災害廃棄物が発生しまし
た。県では、大雨発生時から各市町と連絡を密にし、

災害廃棄物の発生状況や廃棄物処理施設の被災状況
等の確認を行うとともに、必要に応じて市町ととも
に現場確認を行うなど、市町が円滑に災害廃棄物を
処理できるよう協力しました。
　令和６年能登半島地震においては、推計 330 万 t
以上の大量の災害廃棄物が発生しており、石川県と
環境省は令和８年３月末の処理完了を目標に進めて
います。本県においても、関係機関や関係団体等と
連携を密にしながら災害廃棄物の受入れを行うな
ど、石川県や被災市町の支援を行いました。
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第４章　生活環境の保全
第１節　水・大気環境の保全

1　河川・湖沼・海域の水質保全

＊１�公共用水域：河川・湖沼・港湾・沿岸海域その他公共の用に供される水域およびこれに接続する公共溝きょ、かんがい用水路その他
公共の用に供される水路のことです。

＊２�環境基準：人の健康を保護し、生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準で、環境施策に係る行政上の目標のことです。
大気汚染・水質汚濁・土壌汚染・騒音について定められています。

＊３�カドミウム：四大公害病の一つイタイイタイ病の原因物質とされており、大量に体内に入ると慢性中毒となり、腎尿細管の再吸収機
能が阻害され、カルシウムが失われて骨軟化症を起こすといわれています。

＊４�BOD（生物化学的酸素要求量）：水中の汚濁物が微生物の働きによって分解されるときに必要な酸素の量で、河川の有機汚濁を測る代
表的な指標です。この値が大きいほど河川の汚濁が進んでいることになります。

＊５�COD（化学的酸素要求量）：水中の汚濁物を酸化剤で化学的に分解したときに消費される酸素の量で、湖沼や海の有機汚濁を測る代表
的な指標です。この値が大きいほど湖沼や海の汚濁が進んでいることになります。

＊６�要監視項目：人の健康の保護または水生生物の保全に関連する物質ですが、公共用水域等における検出状況等からみて、現時点では
直ちに環境基準健康項目とはせず、引き続き知見の集積に努めるべきものとして、クロロホルム等 32 項目が指定されています。

＊７�富栄養化：水が循環しにくい水域において、生活排水等の流入による窒素・燐濃度の上昇により、植物プラクトンが異常に繁殖して
水質が著しく悪化する状態をいいます。

（１）公共用水域＊ 1 の水質【環境政策課】 
① 水質汚濁に係る環境基準＊ 2 等
　「人の健康の保護に関する項目」（以下「健康項目」
という。）は、カドミウム＊3 等の有害物質 27 項目
について定められ、全ての公共用水域に一律に適用
されています（ダイオキシン類については、第２節
で記載）。
　「生活環境の保全に関する項目」（以下「生活環境
項目」という。）は、BOD＊ 4、COD＊ 5 等９項目に
ついて、利用目的等に応じて定められた各公共用水
域の類型ごとに基準値が定められています。県内で
は 24 河川、２湖沼、８海域について類型が指定さ
れています。
　また、環境基準項目のほかに「要監視項目＊6」に
指定されている物質があります。
　国土交通省、県および福井市では、水質汚濁防止
法の規定に基づき、公共用水域の水質汚濁の状況を
把握するため、毎年、常時監視を実施しています。

② 環境基準の達成状況
　令和６年度の結果は、次のとおりです。
ア 健康項目
　河川 43、湖沼３および海域６の計 52 地点で測定
を行いました。その結果、全ての地点で環境基準を
達成していました。
イ 生活環境項目
　県内の公共用水域のBOD、CODの状況は、図４
- １- １のとおりです。
１）河川
　類型が指定されている 24 河川・36 水域の全てに
おいて、環境基準を達成しました。測定地点ごとの

BODの値をランク付けすると表４- １- ２のとおり
であり、人為汚濁の少ない河川が上位となっており、
一方、市街地下流部の河川では汚濁がみられます。

２）湖沼
　北潟湖および三方五湖における測定の結果、
CODについては、類型が指定されている４水域の
うち２水域で環境基準を達成し、環境基準達成率は
50％でした。
　また、富栄養化＊7 の指標である全窒素および全
燐について、全窒素は類型が指定されている３水域
のいずれも環境基準を達成しませんでしたが、全燐
は１水域で環境基準を達成し、環境基準達成率は
33％でした。（表４- １- ３）
　湖沼の水質は、年度による変動が大きく、今後も
その推移を注視していく必要があります。（図４- １
- ４～６）

表４- １- ２　測定地点別の水質ランキング
（令和６年度）

（ＢＯＤ 75％値ベスト３）� （単位：mg/L）

順位 河川名 測定地点 類型 BOD 環境基準

1

笙の川 三島橋 A <0.5 2
北　川 西津橋 A <0.5 2
南　川 湯岡橋 A <0.5 2
大納川 末端 － <0.5 －

（ＢＯＤ 75％値ワースト３）� （単位：mg/L）

順位 河川名 測定地点 類型 BOD 環境基準
1 馬渡川 馬渡大橋 － 14 －
2 磯部川 安沢橋 D 7.5 8
3 鞍谷川 小富士橋 D 6.3 8
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図４- １- １　公共用水域水質測定結果（令和６年度）
（ＢＯＤ・ＣＯＤ　75％値）
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表４- １- ３　環境基準の達成状況（令和６年度）
水  域  区  分 河　川 湖　沼 海　域
健  康  項  目 100％ 100％ 100％

生活環境
項　　目

BOD・COD 100％  50％  90％
全　窒　素 ―   0％ 100％
全　　　燐 ―  33％  83％

図４-１-４　環境基準達成率（BOD･COD）の推移３）海域
　８海域における測定の結果、CODについては、
類型が指定されている 10 水域のうち、９水域で環
境基準を達成し、環境基準達成率は 90％でした。
また、全窒素は類型が指定されている６水域全てに
おいて環境基準を達成しましたが、全燐は１水域で
環境基準を達成せず、環境基準達成率は 83％でし
た ( 表４- １- ３）。

図４-１-５　北潟湖の水質の推移 図４-１-６　三方五湖の水質の推移
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③ 海水浴場の状況
　県内 12 海水浴場 ( 利用者数おおむね１万人以上 )
において、令和７年４～５月の水浴シーズン前に水
質検査を実施しました。
　その結果、環境省の定めた判定基準において、全
ての海水浴場が「適」に該当しており、また、病原
性大腸菌O157 については全て不検出でした。
　県内の海水浴場は、引き続き全国でも上位に入る
良好な水質が保たれています。

　　　　「環境基準」と「類型」と「きれいな水」の関係
　水の汚れ具合を判断する代表的な指標として、河川についてはBOD、湖沼と海域についてはCODが
あります。これらは有機物の汚れを分解するために必要な酸素の量を汚れの目安とするもので、この値
が小さいほど「きれいな水」ということになります。
　環境基準は、人の健康を保護し、生活環境を保全する上で維持されることが望ましい目標値です。水
質に係る環境基準のうち生活環境に関する基準は、河川、湖沼、海域のそれぞれについて、その利用形
態や目的に応じた類型が定められており、類型ごとにBODや CODの基準値は異なっています。例えば
河川では、「AA」、「A」、「B」、「C」、「D」、「E」の６段階に類型が分けられ、一番上のランクになる「AA」
類型では、簡易な浄水操作を行えば飲める程度の水質で、BODの基準値は 1mg/L 以下、一番下の「E」
類型では、特殊な浄水操作で工業用水にでき、日常生活において不快感を生じない程度の水質で、BOD
の基準値は 10mg/L 以下になっています。ある河川の BODの値が 5mg/L の時、その類型が「AA」な
らば環境基準不適合ですが、「E」類型ならば環境基準達成となります。
　従って、環境基準を達成しているかどうかだけで「きれいな水」かどうかは判断できません。BODの
値を確認する必要があります。

コラム
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＊１�特定施設：カドミウム等の有害物質を含むなど、BOD等の水の汚染状態を示す項目に関して、生活環境に係る被害を生じるおそれが
ある程度ある汚水や廃液を排出する施設で、水質汚濁防止法施行令で定められています。

＊２�SS（浮遊物質量）：水中に浮遊している微細な固形物の量で、この値が大きいほど汚濁が進んでいることになります。
＊３�アオコ：植物プランクトンの一種で、藍藻類の俗称。窒素や燐濃度の高い富栄養化した湖沼において夏から秋にかけて異常繁殖し、
湖沼の水を緑色に変色させます。アオコが発生すると透明度が低下したり、着臭等により上水道への利用が不適当となったりします。
さらに、アオコが死滅する際、悪臭を発生するとともに水中の溶存酸素を奪うため、水産や観光上重大な被害をもたらすこともあり
ます。

表４-１-７　特定事業場の立入検査結果（令和６年度）

検 査 結 果
検査事業場数 103
排 水基準適合 100
排水基準不適合   3 

（注）�水質汚濁防止法の事務が移管されている福井市実施分は含
みません。

図４-１-８　県内の特定事業場の内訳（福井市を除く）
（令和７年３月末現在）

（２）公共用水域の水質保全の取組み 
① 工場・事業場等に対する規制と指導【環境政策課】
ア 排水基準等による規制
１）法律に基づく規制
　水質汚濁防止法では、特定施設＊1 を設置する工
場や事業場（以下「特定事業場」という。）に対し、
有害物質 28 項目、生活環境項目 14 項目について排
水基準を設けて排水濃度を規制しています。
　生活環境項目のうち全窒素および全燐の排水基準
については、「湖沼｣ ( 日向湖を除く三方五湖、北
潟湖等）、「閉鎖性海域｣（敦賀湾、小浜湾、矢代湾、
世久見湾、内浦湾）およびこれらに流入する公共用
水域に排水する特定事業場に対して適用されます。

２）条例・要綱に基づく規制
　県では、水質汚濁防止法の全国一律の排水基準
では環境基準の維持達成が困難な九頭竜川水域等
11 水域において、法に基づく条例により、BOD、
CODおよび SS＊ 2 の上乗せ排水基準を設け、一律
基準よりも厳しい規制を行っています。
　また、排水量が一定規模以上の工場等に対して
は、独自の条例により、排出水のBOD、CODおよ
び SS について負荷量による総量規制を行っていま
す。
　湖沼については、アオコ＊3 の発生等を防止する
ため「湖沼の富栄養化防止に関する工場・事業場排
水指導要綱」に基づき指導基準を定め、三方五湖（日
向湖を除く。）に流入する窒素・燐の負荷を抑制し
ています。

イ 工場・事業場に対する監視・指導
　令和６年度の特定施設の届出状況および排水基準
適合状況等の確認のために実施した立入検査の結果
は、次のとおりです。
　水質検査により排水基準不適合となった項目は、
し尿処理施設における pH等です。
　排水基準不適合の事業場に対しては、排水処理施
設の維持管理の徹底等を指導しており、その結果、
各事業場とも排水の水質は改善されています。

② 農林業における指導
ア 農業における指導【流通販売課】
　農業における化学肥料や農薬による水など環境へ
の負荷を低減するため、土づくりを進め、化学肥料・
農薬の使用の適正化を図ることが重要です。
　このため県では、農地から公共用水域に排出する
肥料成分を抑制するため、土壌診断による適正施肥
や肥効調節型肥料の普及を推進するとともに、施肥
基準や農作物病害虫防除指針を定め、適切な資材使
用を指導しています。

イ 水産業に対する指導【水産課】
　県では、海面養殖漁場において養殖環境の調査・
監視を行うとともに、トラフグ ( 若狭ふぐ ) を中心
に、適正な飼育方法 ( 飼育密度、給餌量 ) について
指導しています。

旅館業
820

車両洗浄施設
200し尿処理施設

121
洗たく業
85

パルプ・紙又
は紙加工品
の製造業
64

その他
629 合計

2,074
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ウ 畜産業における指導【流通販売課】
　「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に
関する法律」が平成 16 年 11 月１日から本格施行さ
れ、畜産農家から排出されるふん尿等が地下浸透し
ないよう適切な家畜排せつ物の処理や施設の管理が
義務化されています。家畜のふん尿は堆肥化して有
用な資源として活用し、処理できない尿汚水につい
ては、浄化処理を行うよう指導しています。

③ 汚水処理施設の整備による生活排水等汚水対策
　私たちの身近な水路や小川には生活排水が流れ込
み、河川や湖沼の汚れの原因となっています。汚れ
をなくすためには、生活排水をきれいにして流すこ
とが必要です。
　生活排水や事業場からの汚水を処理する施設には
下水道、集落排水施設、合併処理浄化槽などがあり、
県および市町において効率的かつ経済的な汚水処理
施設の整備推進を図っています。

ア 下水道の整備【河川課】
１）公共下水道
　公共下水道は、家庭や事業場からの汚水を処理し
たり、雨水を排除したりするために地方公共団体が
事業を実施し、管理している下水道です。
　令和６年度末現在、９市８町１事務組合で処理を
開始しています。下水道普及率は、令和６年度末で
84.0% となっており、今後も県と市町との連携を密
にして、整備を推進していきます。

２）流域下水道
　流域下水道は、２以上の市町村の公共下水道から
汚水を集めて処理するもので、主に公共用水域の水
質保全を効率的に行うことを目的とし、原則として
県が設置し、管理する下水道です。
　本県では、３市（福井市の森田地区、河合地区、
棗地区、あわら市、坂井市）で九頭竜川流域下水道
の整備を進めており、昭和 52 年度から事業に着手
し、昭和 57 年度から順次供用を開始しています。
また、北潟湖周辺については、汚濁負荷量の軽減、
および効率的整備の観点から、北潟湖流域の生活排
水等を九頭竜川流域下水道に排出することとしてい
ます。

イ 集落排水施設の整備
【農地保全整備課、水産課、森づくり課】
　農業用水や公共用水域の水質保全と農村・漁村・
山村等の生活環境の改善を目的として、集落排水施
設の整備を進めています。
　集落排水施設は、１集落または数集落を単位とし
て実施する、集落形態に応じた比較的小規模な汚水
集合処理施設です。

１）農業集落排水
　令和６年度末現在の農業集落排水施設の、汚水処
理人口は 70,221 人となりました。

２）漁業集落排水
　令和６年度末現在の漁業集落排水施設は、県内
24 地区で、汚水処理人口は 6,831 人となりました。

３）林業集落排水
　令和６年度末現在の林業集落排水施設は、県内２
地区で、汚水処理人口は 154 人となりました。

図４-１-９　県内の集落排水施設整備状況
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図４- １-10　汚水処理施設の概要
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図４- １-11　福井県の下水道普及率の推移

図４- １-12　福井県の汚水処理人口普及率の推移
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＊１�閉鎖性水域：湖や湾など、その形状から水の循環が悪い水域のことをいい、水質の悪化をきたしやすい傾向にあります。

ウ 合併処理浄化槽の普及促進【医薬食品・衛生課】
　下水道が整備されていない区域では、生活排水を
浄化槽で処理し、きれいな水にしてから放流しなけ
ればなりません。しかし、生活排水のうち、し尿の
みしか処理できない単独処理浄化槽では、風呂や台
所等の排水を未処理のまま放流しており、水質汚濁
の大きな要因となっています。このため、下水道区
域外の公共用水域の水質保全には、し尿と生活雑排
水を併せて処理することができる合併処理浄化槽の
普及を進めることが重要です。
　県では、合併処理浄化槽の普及促進に取り組む市
町に対して財政的支援を行っています。また、浄化
槽設置者を対象とした維持管理に関するリーフレッ
トの配布や指定検査機関との協力による法定検査の
受検案内など、浄化槽の適正な維持管理に向けた啓
発活動を行うとともに、放流水の検査結果等に基づ
き、必要な改善等を指導しています。

④ 閉鎖性水域＊ 1 の水質保全対策【環境政策課】
ア 湖沼の水質保全対策
　北潟湖および三方五湖は、富栄養化によって環境
基準を超過していることから、下水道の整備など、
総合的な水質保全対策を進めています（表４- １
-14）。
　また、令和７年度から、流入水や湖水の流れがど
のように水質に影響しているかを把握・評価するた
め、汽水湖の湖水流動や水質分布を三次元的に調査・
解析する研究を開始し、湖沼の水環境保全のための
基礎情報を収集しています。

イ 海域の水質保全対策
　敦賀湾、小浜湾、矢代湾、世久見湾および内浦湾
については、特に入り組んだ閉鎖的地形で、水が循
環しにくいことから、富栄養化による水質の悪化が
進行しやすい環境です。
　このため、この５湾については、水質汚濁防止法
に基づき、平成５年から特定事業場排水に含まれる
窒素・燐を規制するとともに、平成 10 年３月には
窒素・燐に係る環境基準の類型指定を行いました。
　現在のところ、COD、窒素、燐ともおおむね環
境基準を達成していますが、今後とも、下水道等の
整備などの対策を推進し、環境基準の達成に努めて
いきます。

図４-１-１３　県内の浄化槽新設基数の推移

表４- １- １４　北潟湖・三方五湖水質保全対策の概要（令和６年度）
対　　策　　内　　容 担当課

発生源対策
生　活　排　水

公共下水道の整備 河川課
農業集落排水事業（機能強化） 農村振興課
浄化槽排水対策 医薬食品・衛生課

工　場　排　水 排水処理施設維持管理の徹底 環境政策課
畜産排水 畜　産 ふん尿の適正処理の徹底 流通販売課

湖沼内対策
監視・調査

水質監視 環境政策課
水質調査と生物モニタリング調査 水産課

研　究
微生物を用いた試験による湖沼環境の影響評価に関する研究 環境政策課
里海湖の水産資源回復に関する研究 水産課

その他

ヒシの除去による水質悪化防止 自然環境課
外来魚の駆除 水産課
貝類放流による水質浄化 水産課
自然再生事業 自然環境課
ウナギ放流調査 水産課
水産多面的機能発揮対策事業 水産課
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２　地下水・土壌の汚染対策

＊１�砒素：金属と非金属との中間的性質を持つ元素であり、化合物の方が毒性は強いです。自然界にあっては、主として、銅・鉄・水銀・ニッ
ケルなどの鉱物と共存し、自然水中に溶出することがあり、地下水に溶出した場合、その汚染が問題となるケースがあります。平均
的な含有量は、海水中で 2.3 μ g/L、地殻中で 0.5mg/g です。

図 4-1-15　地下水常時監視調査の概要と調査手順

　地下水は、一般に水質が良好で水温の変化が少な
いことなどから、身近にある貴重な水資源として広
く活用されています。特に、本県では飲用水として
の需要が高く、令和５年度末では、県内水道水の給
水量の約半分が地下水を水源としています。
　また、土壌は食物を育て、水を浄化し地下水をか
ん養するなど人が生存する上で重要な役割を担って
います。
　一方で地下水や土壌は、一旦汚染されるとその影
響が長期間にわたり継続することから、汚染の未然
防止と浄化対策の推進が重要になります。

（１） 地下水汚染【環境政策課】
① 地下水汚染に係る環境基準
　地下水の環境基準は、人の健康を保護する観点か
ら、28 項目について設定されています。
また、要監視項目として 25 項目が指定されていま
す。

② 地下水汚染の監視
ア　監視体制
　毎年、「地下水の水質の測定に関する計画」を作
成し、県および福井市が連携して、計画的に調査を

実施しています（図４- １-15）。

イ 汚染発見時の対応
１）住民の方への説明等
　環境基準を超える地下水汚染が発見された場合
は、当該市町や健康福祉センターが、地区住民の方
に対し調査結果を説明するとともに、飲用の自粛や
水道水への切り替えを指導しています。

２）浄化対策の推進
　環境基準を超える地下水汚染が発見された地区に
ついて、事業者からの聞き取り調査等から汚染源を
特定し、汚染原因者負担の原則を基本とした浄化対
策を推進しています。

③ 地下水汚染の状況
　令和６年度までの調査により、環境基準を超える
地下水汚染が確認された地区は 33 地区となってい
ます。その内訳は、人為的汚染によるものが 27 地
区、自然由来の砒素＊1 またはふっ素によるものが
９地区となっています（１地区では、人為的汚染と
自然由来が重複しています。）（表４- １-16、図４-
１-17）。

地 下 水 質
概 況 調 査

汚 染 井 戸
周辺地区調査

継続監視調査

汚 染 状 況
詳 細 調 査

・全体的な地下水質の概況を把握するための調査
・地下水の利用状況、工場等の立地状況などを考慮して井戸を選定
・環境基準項目と要監視項目を年１回調査

・地下水汚染の範囲を特定するための調査
・汚染井戸の周辺で、井戸を選定
・汚染が確認された項目とその分解生成物等について調査

・汚染地区を継続的に監視し、経年的な変化を把握するための調査
・汚染地区内で、地下水の流れなどを考慮して井戸を選定
・汚染が確認された項目とその分解生成物等を年２回（春、秋）調査

・�広範囲な汚染で長期間調査を行っている地区、または全地点で３年以上継続して
環境基準以下である地区において、汚染状況の再確認をするための詳細な調査
・汚染地区内およびその下流側で、井戸を選定
・汚染が確認された項目とその分解生成物等について調査

汚染が発見された時

地区内の数地点を選定

汚染状況の再確認
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表４- １- １６　地下水汚染地区数
（令和７年３月末現在）

汚　染　物　質 汚染地区数
VOC 22
六価クロム  1
総水銀  1
硝酸性及び亜硝酸性窒素  3
砒素  8
ふっ素  1

（注）汚染物質が複数ある地区があります。

図４- １-17　地下水汚染状況

106 107

第４章　生活環境の保全

分
野
別
施
策
の

実
施
状
況

生
活
環
境
の
保
全



④ 令和６年度の調査結果
ア 概況調査
１）環境基準項目
　県内 30 地点の概況調査の結果、砒素が１地区で
検出されました。
２）要監視項目
　県内８地点の概況調査の結果、全マンガンが１地
区で指針値を超過して検出されました。
イ　汚染井戸周辺地区調査
　概況調査で砒素等が検出された２地区について、
汚染井戸周辺地区調査を実施した結果、すべての地
点で環境基準または指針値を下回り、地下水汚染は
確認されませんでした。
ウ　継続監視調査
　これまでの調査で環境基準を超える地下水汚染
が確認された 33 地区のうち 31 地区について、継続
監視調査を実施しており、令和６年度の調査の結果、
18 地区で環境基準を下回っていました。

⑤ 未然防止の指導等
　地下水調査のほか地下水汚染を防止するため、次
のような監視・指導等を行っています。
○�水質汚濁防止法や県公害防止条例に基づき、工場・
事業場に対し、有害物質の地下浸透規制の徹底を
図っています。
○�有害化学物質の使用実態の把握に努め、使用事業
者に対しては、適正な使用、管理および処理を指
導しています。

（２） 土壌汚染
① 工場・事業場における土壌汚染の未然防止

【環境政策課】
　水質汚濁防止法や県公害防止条例に基づき、有害
物質の地下浸透規制の徹底、有害化学物質使用事業
者に対する適正管理・使用・処理の指導を行ってい
ます。

② 土壌汚染対策法に基づく対策【環境政策課】
　3,000m2（現に有害物質使用特定施設が設置され
ている土地では 900m2）以上の土地の形質の変更を
行う場合には、事前に届出をしなければならず、そ
の際、土壌汚染のおそれがあると知事等が認めた場
合、土地の所有者等は指定調査機関に土壌調査等を
行わせ、その結果を知事等に報告しなければなりま
せん。

　令和６年度は、106 件の届出がありました。
　今後も、土壌汚染対策法に基づく形質変更の届出
等の周知徹底など、法の規定に基づいた指導を行っ
ていきます。

③ 農用地の土壌汚染対策【流通販売課】
　「農用地の土壌の汚染防止等に関する法律」（農用
地土壌汚染防止法）により、農作物の摂取による健
康被害を防止する観点からカドミウムについて、ま
た、農作物の生育阻害を防止する観点から銅・砒素
について、基準が定められています。基準を超える
汚染が発見された場合には、「重金属汚染地域」に
指定するとともに、当該地域で生産される農産物を
食用に供することを禁止します。本県には指定地域
はありません。
　県では、土壌汚染未然防止のための「土壌環境基
礎調査」により、定点圃場を設置し、土壌汚染の実
態を継続調査しており、いずれの地域においても汚
染は認められず、各有害成分とも自然賦存量の範囲
内でした。

表４-１-18　県内の土壌汚染対策法施行状況（令和６年度）

法第 3 条関係

有害物質使用特定施設の使用
が廃止された件数 5件

土壌汚染状況調査の結果が
報告された件数 0件

都道府県知事の確認により
調査が猶予された件数 5件

法第 4 条関係
形質変更の届出件数 106 件
調査命令を発出した件数 3件

法第 5 条関係 調査命令を発出した件数 0件
法第 6 条関係 要措置区域として指定した件数 0件
法第 7 条関係 措置命令を発出した件数 0件

法第11条関係 形質変更時要届出区域として
指定した件数 3件

法第12条関係 形質変更時要届出区域におけ
る形質変更の届出件数 4件

法第14条関係 指定の申請件数 1件
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3　地盤沈下の防止

図４- １-19　福井市南部地域における地下水位の状況

＊１�地盤沈下：地盤沈下とは、地下水の過剰揚水によって帯水層の水位が低下し、粘土層の間隙水が帯水層に排出され、その結果、粘土
層が圧密収縮を起こし、地表面が広い範囲にわたって徐々に沈下していく現象です。地盤沈下の進行は緩慢で確認しにくく、また、いっ
たん沈下するとほとんど復元は不可能といわれています。

＊２�水準測量：地盤沈下現象を把握する方法として一般的に行われているのが水準測量です。水準測量は、2地点に標尺を立てて、その中
間に水準儀の望遠鏡を水平において、2つの縮尺の目盛りを読み、その差から高低差を求める作業のことです。

＊３�地盤沈下計：地層の位置およびその量を調査することで地盤沈下の状況を観測する機器で、通常、二重管構造の井戸を設置し、内管
の抜け上がり量によって、地盤の沈下量を測定します。

（１）地盤沈下＊ 1 の現状【環境政策課】
　地盤沈下とは、地下水の過剰な揚水によって地盤
が沈下する現象です。
　福井市南部地域の下荒井地区では、昭和 41 年か
ら 49 年までの８年間に最大 43.5㎝（年平均 5.4㎝）
の沈下が観測されましたが、諸対策を講じた結果、
地下水位は年々上昇傾向を示し、沈下は昭和 53 年
以降沈静化しています。

（２）地盤沈下の監視体制【環境政策課】
① 水準測量＊ 2

　福井平野における水準測量を昭和 50 年度から平
成 28 年度まで概ね４年ごとに実施したところ、昭
和 60 年度から平成 24 年度において、年間１㎝以上
の地盤沈下が計測された地点はありませんでした。
平成 28 年度において、１地点で年間１㎝以上の地
盤沈下が観測されましたが、近傍で行われた工事の
影響と考えられ、約 99％の地点が年間沈下量５㎜
未満となっており、沈下は沈静化しています。平成

29 年度以降、調査は必要に応じて行うこととして
います。
② 観測井
　県内には、地下水位の変動を観測するため、国、
県および福井市が設置した井戸が 29 井戸あり、そ
のうち、６井戸には地盤沈下計＊3 が設置されてい
ます。
　各観測井における年間平均の地下水位は、上昇傾
向が続いており、累積沈下量も沈静化の状況にあり
ます。

（３）地盤沈下の防止対策【環境政策課】
① 条例による規制
　県公害防止条例では、揚水機の吐出口の断面積（２
つ以上ある場合には、その合計）が 19.6cm2 以上の
ものについて、事前の届出を義務付けています。ま
た、地下水の採取により、地下水の水位が著しく低
下した場合等には、必要な措置をとるよう勧告する
こととしています。

図４- １-20　福井市南部地域における地盤沈下の状況
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② 要綱による指導
　「福井県地盤沈下対策要綱」（昭和 50 年 10 月）に
基づき、地盤沈下が観測された福井市南部地域（約
14km2）について、新しい井戸の掘削を抑制すると
ともに、地下水採取者に対して、節水および水利用
の合理化を指導しています。

　また、各事業所に水量測定器の設置を義務付ける
とともに、1,000m3/ 日以上の地下水を採取する事
業所に対しては、水管理者の選任や地下水利用計画
書の提出等を義務付けています。

図４- １-21　福井市南部地域における地下水採取状況
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（４）消雪・融雪方策に関する技術開発【産業技術課】
　雪対策や凍結対策として、消雪・融雪（以下「消
融雪」という。）が行われますが、道路においては、
地下水の利用が一般的です。
　しかし、消融雪のための広範囲にわたる地下水散
水は、地下水位の低下と地盤沈下を引き起こす原因
となっています。
　また、消融雪のためのエネルギー消費は、二酸化
炭素の排出削減の視点からも再検討が必要です。
こうしたことから、本県の地域性を踏まえつつ、地
下水の節減もしくは使用しない方策および環境に配
慮したよりクリーンなエネルギー利用について、県
工業技術センターでは下記の技術開発を行い、実用
化しています。これらの新技術の普及を図りながら、
新たな技術開発を進めます。

≪消雪・融雪方策に関する研究開発≫

○地下水の有効利用
　�　地下水の温度を利用して歩道を無散水で融雪した後、その水を車道に散水して消雪する技術。国内で最初に開発
し、北陸の代表的な融雪方法になった。福井市木田橋、泉橋等の橋梁でも適用できるようにした。

○地下水使用の節減
　�　路面の状況を的確に把握して稼働させるマイコン画像処理型積雪センサーの開発に成功し県内に普及が進んでい
る。従来の降雪を検知するセンサーに比べて消雪装置の稼働時間の短縮を実現している。
　　また、消雪区間を分割し、一定時間ごとに交互に散水することにより、消雪効果を保ちながら節水を図る。
○地中熱・太陽熱の利用
　クリーンなエネルギーである地中熱または太陽熱を利用した消融雪技術の研究開発
　　ａ　基礎杭を利用した地中熱融雪システム
　　　・建物の基礎杭を熱交換杭として兼用することで、安価に施工ができる福井県オリジナルの技術である。
　　　・基礎杭内部に満たされた水を地中熱により温め、これを路面に埋設した放熱管に循環させて融雪する。
　　　・県立音楽堂、県立図書館などで導入された。空調にも応用でき、県立図書館等で導入された。
　　b　夏の太陽熱を地中に保存し、冬に利用する融雪システム
　　　・夏の太陽熱により高温化した道路舗装内の熱を熱交換によって地中に蓄え、冬の融雪に利用するシステム。
　　　・福井市幸橋、敦賀市駅前広場、民間駐車場等で導入された。
　　c　蓄熱材封入による路面凍結抑制技術
　　　・路面に蓄熱材を封入したパイプを埋設すると、冷え込んだ日でも路面が氷点下になりにくくなる。
　　　・鋼床版橋は凍結頻度が高いが、蓄熱材により一般道路並みのレベルにすることができる。
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４　大気環境保全【環境政策課】

＊１�環境基準：人の健康を保護し、生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準で、環境施策に係る行政上の目標のことです。
大気汚染、水質汚濁、土壌汚染および騒音について定められています。

＊２�ばい煙：燃料その他の物の燃焼に伴い発生する硫黄酸化物、ばいじんおよび物の燃焼、合成、分解その他の処理に伴い発生するカド
ミウム、塩素、ふっ化水素などの物質をいいます。

（１）大気環境の現状
① 大気汚染に係る環境基準＊ 1 等 
　大気汚染については、二酸化窒素、ベンゼン、ダ
イオキシン類等 11 項目について環境基準が定めら
れています（ダイオキシン類については、第２節で
記載）。
　県および４市１組合では、汚染を未然に防止する

ため、ばい煙＊2 排出量の多い地区や交通量の多い
道路沿いを中心に 23 測定局で大気の汚染状況を測
定し、環境基準の達成状況等を把握しています。
　また、緊急時に迅速かつ的確に対応できるよう各
測定局と中央監視局を通信回線で結ぶテレメータシ
ステムにより常時監視しています。

図４- １-23　大気汚染常時監視測定局の設置状況

表４- １-22　大気汚染常時監視測定局の設置状況（令和７年３月末現在）

区　　　　分 設　置
主　体

地　　　　　　　　　　区
計

福　井 坂　井 奥　越 丹　南 二　州 若　狭

一 般 環 境 大 気 測 定 局
県 3 1 3 3 1 11

市、組合 3 2 4 9

自動車排出ガス測定局
県 1 1 2
市 1 1

計 4 5 1 8 4 1 23
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＊１�浮遊粒子状物質：大気中に浮遊しているほこり、砂じん、すす等の粒子状物質のうち、粒径 10㎛以下のものをいいます。発生源としては、
工場などからのばいじんや粉じん、ディーゼル車の黒煙、自然原因などがあります。

＊２�微小粒子状物質（PM2.5）：浮遊粒子状物質のうち、粒径が 2.5㎛以下のものをいいます。平成 21 年度に環境基準が設定されました。
＊３�光化学オキシダント：大気中の窒素酸化物や炭化水素が紫外線により光化学反応を起こし、二次汚染物質として生成するオゾンや　
　ＰＡＮ（パーオキシアセチルナイトレート）等の酸化性物質のうち、二酸化窒素を除いたものをいい、光化学スモッグの状態を示
す指標として用いられます。

＊４�有害大気汚染物質：低濃度であっても長期的な摂取により健康影響が生ずるおそれのある物質で大気の汚染の原因となるもののこと
をいい、該当する可能性のある物質として 248 種類、そのうち特に優先的に対策に取り組むべき物質（優先取組物質）としてトリク
ロロエチレン等 23 種類がリストアップされています。

＊５�硫黄酸化物：主に重油等の燃料や原料中に含まれる硫黄分が燃焼することにより生じ、呼吸器に悪影響を及ぼすほか、酸性雨の原因
物質にもなっています。

＊６�窒素酸化物：主に石油等の化石燃料の燃焼によって生じ、発生源としてはボイラーや自動車等があります。排出ガス中の窒素酸化物
の主成分は一酸化窒素ですが、大気中に排出されると、次第に酸化されて二酸化窒素になり、呼吸器に悪影響を及ぼすほか、酸性雨
や光化学スモッグ汚染の原因物質にもなっています。

図４-１-24　二酸化硫黄の年平均値の推移 図４-１-25　二酸化窒素の年平均値の推移

（２）環境基準の達成状況等
　令和６年度における環境基準の達成状況は、二酸
化硫黄、二酸化窒素、浮遊粒子状物質＊1、微小粒子
状物質（PM2.5）＊ 2 および一酸化炭素については、
全ての測定局で環境基準を達成しており、良好な大
気環境が維持されています。
　光化学オキシダント＊3 については、全ての測定
局で環境基準を達成しませんでした。
　また、有害大気汚染物質＊4 のうち 21 物質につい
て大気中濃度を測定しましたが、環境基準の定めら
れているベンゼン、トリクロロエチレン、テトラク
ロロエチレンおよびジクロロメタンの４物質につい
ては、全ての地点で環境基準を達成していました。

① 大気汚染物質別の状況
ア 硫黄酸化物＊ 5

　硫黄酸化物の環境基準は、その大部分を占める二
酸化硫黄について定められています。
　県内の測定局における二酸化硫黄濃度は、低い濃
度レベルで推移しています。

イ 窒素酸化物＊ 6

　窒素酸化物の環境基準は、二酸化窒素について定
められています。
　県内の測定局における二酸化窒素濃度は、おおむ
ね横ばいに推移しています。
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図４-１-26　浮遊粒子状物質・微小粒子状物質
の年平均値の推移

図４-１-28　光化学オキシダントの年平均値の推移

図４-１-27　一酸化炭素の年平均値の推移

図４-１-29　非メタン炭化水素の年平均値の推移

＊１�一酸化炭素：物の不完全燃焼により発生し、主に自動車が発生源となっていることから、交通量の多い道路沿いにおいて重点的に監
視を行っています。

＊２�非メタン炭化水素：メタンを除く炭化水素は、光化学オキシダントの原因物質の一つと考えられており、自動車、塗装工場、有機溶
剤使用工場やガソリンスタンドなど、種々の発生源から排出されています。

エ 一酸化炭素＊ 1

　一酸化炭素は、血液中のヘモグロビンと結合して
酸素を運搬する機能を阻害するなど、人の健康に影
響を与えることから、環境基準が定められています。
県内の測定局における一酸化炭素の濃度は、おおむ
ね横ばいで推移しています。

カ 非メタン炭化水素＊ 2

　県内の測定局における非メタン炭化水素の濃度
は、おおむね横ばいで推移しています。

ウ 浮遊粒子状物質・微小粒子状物質（PM2.5）
　浮遊粒子状物質は、大気中に比較的長時間滞留す
ること、気道や肺胞に沈着して呼吸器に影響を及ぼ
すことから、環境基準が定められています。
　県内の測定局における浮遊粒子状物質および微小
粒子状物質（PM2.5）の濃度は、おおむね横ばいに
推移しています。

オ 光化学オキシダント
　県内の測定局における光化学オキシダントの濃度
は、おおむね横ばいで推移しています。
　環境基準を超過していることから、今後も注視し
ていく必要があります。

年度

0.000

0.010

0.020

0.030

0.040

0.050

微小粒子状物質（一般環境大気測定局）

浮遊粒子状物質（自動車排出ガス測定局）

浮遊粒子状物質（一般環境大気測定局）

濃度（mg/㎡）

6543R2

0.0130.0110.012 0.0130.0110.012

0.00780.0074
0.0094

0.00780.0074
0.0094

0.012

0.012

0.0073

0.012

0.012

0.0076

0.012
0.0110.012

0.012

0.012

0.0073

0.012

0.012

0.0076

0.012
0.0110.012

年度

濃度（ppm）

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0
自動車排出ガス測定局

6543R2

0.3
0.2

0.30.30.3

年度

0.000

0.010

0.020

0.030

0.040

0.050
濃度（ppm） 一般環境大気測定局

6543R2

0.0350.035

0.0330.033

0.0340.0340.0350.0350.0340.034

6543R2
年度

濃度（ppmC）

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50
自動車排出ガス測定局一般環境大気測定局

0.070.080.07 0.070.080.07

0.08

0.07

0.08

0.08

0.090.080.09 0.08

0.07

0.08

0.08

0.090.080.09
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表４- １-30　一般環境大気測定局環境基準達成状況

表４- １-31　自動車排出ガス測定局環境基準達成状況

＊１�短期的評価・長期的評価：大気の環境基準の評価は、基準として 1時間値が定められているものについては短期的評価を、1時間値の
1日平均値が定められているものについては長期的評価を行い、両方が定められているものについては両方の評価を行います。短期的
評価とは、1時間ごとの測定結果を基準の 1時間値に照らして評価することです。長期的評価とは年間にわたる 1日平均値について、
測定値の高い方から 2％の範囲にあるものを除した 1日平均値（年間 365 日分の測定値がある場合、高い方から 7日分を除いた 8日目
の測定値=2％除外値）もしくは、測定値の低い方から 98％目に該当する 1日平均値（年間 365 日分の測定値がある場合、低い方から
358 番目の測定値 =98％タイル値）を、基準の 1時間値の 1日平均値に照らして評価することです。2％除外値と 98％タイル値は、有
効測定日数によって異なる場合があります。

測 定 局 名 設置
主体

二酸化窒素 浮遊粒子状物質 微小粒子状物質 光化学オキシダント 二酸化硫黄
R2 3 4 5 6 R2 3 4 5 6 R2 3 4 5 6 R2 3 4 5 6 R2 3 4 5 6

福 井 市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○

石 橋 市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

岡 保 市 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○

敦 賀 県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○

和 久 野 県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○

小 浜 県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○

大 野 県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○
神 明 県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○

鯖 江 東 市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

御 幸 市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

金 津 県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ●
中 川 組合 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
武 生 県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ●

味 真 野 大 気 市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

武 生 北 市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

武 生 西 市 ○ ○ ○

今 立 県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ●

三 国 県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○
安 島 保 育 所 市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

坂 井 県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ●
三 方 県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ●

三 方 県 16 16 16 16 16 21 20 20 20 20 8 8 8 8 8 13 13 13 13 13 16 16 15 15 15
測　 定　 局　 数 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100
達  成  率　（％） 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100

（注１）○は環境基準達成、●は環境基準超過であることを示します。また、空欄は測定を行っていない項目です。
（注２）光化学オキシダントについては短期的評価＊1、それ以外については長期的評価＊1 の結果です。

測 定 局 名 設置
主体

二酸化窒素 浮遊粒子状物質 微小粒子状物質 一酸化炭素
R2 3 4 5 6 R2 3 4 5 6 R2 3 4 5 6 R2 3 4 5 6

自 排 福 井 市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

自 排 敦 賀 県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

自 排 丹 南 県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
測　 定　 局　 数 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3
達  成  率　（％） 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

（注）○は環境基準達成であることを示します。また、空欄は測定を行っていない項目です。
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図４-１-32　ベンゼンの年平均値の推移 図４-１-33　トリクロロエチレンの年平均値の推移

図４-１-34　テトラクロロエチレンの年平均値の推移 図４-１-35　ジクロロメタンの年平均値の推移

＊１�固定発生源：自動車などの移動する発生源と異なり、工場・事業場に設置されるボイラーや廃棄物焼却炉などのばい煙発生施設をい
います。

② 有害大気汚染物質の状況
　令和６年度は、優先取組物質 23 物質のうち、環
境基準が定められているベンゼン、トリクロロエチ
レン、テトラクロロエチレンおよびジクロロメタン
の４物質のほか、アクリロニトリル、塩化ビニルモ
ノマー、クロロホルム、1,2- ジクロロエタン、水銀
及びその化合物、ニッケル化合物、ヒ素及びその化
合物、1,3- ブタジエン、マンガン及びその化合物、
アセトアルデヒド、塩化メチル、クロム及びその化
合物、酸化エチレン、トルエン、ベリリウム及びそ

の化合物、ベンゾ［ａ］ピレン、ホルムアルデヒド
の 17 物質について、一般環境、固定発生源＊1 周辺
および沿道を含む５地点で調査を行いました。
　その結果、ベンゼン、トリクロロエチレン、テト
ラクロロエチレンおよびジクロロメタンについて
は、おおむね横ばいで推移しています。また、指針
値が定められている 11 物質についても、指針値を
超過した地点はありませんでした。
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大気環境測定車「みどり号」

③ 大気環境測定車（みどり号）による測定
　県では大気汚染常時監視測定局がない地域の大気
環境を大気環境測定車「みどり号」で測定していま
す。
　みどり号には、硫黄酸化物・浮遊粒子状物質計、
微小粒子状物質、窒素酸化物計、オキシダント計、
一酸化炭素計、炭化水素計、風向風速計、温湿度計
を搭載しており、県内に設置されている測定局舎と
同程度の測定が可能です。
　令和６年度に行った結果は、表４- １-36 のとおり
です。

④ 酸性雨＊ 1 の監視
　化石燃料等の燃焼に伴い発生する硫黄酸化物や窒
素酸化物といった酸性物質が溶け込むことによっ
て、pHが 5.6 以下となった雨を酸性雨といい、福
井市（原目町）で継続監視を行っています。
　現在のところ酸性雨による土壌・植生、陸水等へ
の影響は、明確には認められていませんが、国では、
越境大気汚染を含む全国の状況を把握するため、酸
性雨対策調査を実施しています。
　令和６年度の結果は、表４-１-37 のとおりであり、
全国と比べて同程度でした。

＊１�酸性雨：雨は、もともと空気中の二酸化炭素を吸収するため弱い酸性です。通常、酸性の強さは pH（ピーエイチ）で表し、pHが低
いほど酸性の度合いが大きいことを示します。酸性雨とは、化石燃料等の燃焼に伴い発生する硫黄酸化物や窒素酸化物といった酸性
物質が溶け込むことによって、pHが 5.6 以下となった雨のことをいい、1960 年代から北米やヨーロッパで湖沼や森林等の生態系ある
いは遺跡等の建造物などに大きな影響を及ぼすとして、問題化してきました。

表４- １-36　みどり号による測定結果（令和６年度）

測定地点 勝山市
昭和町

美浜町
郷一

高浜町
宮崎

南越前町
甲楽城

南越前町
今庄

池田町
稲荷

測定月 4-5 5-6 6-7 7-8 9-10 10-11

測定日数 29 30 29 30 33 30

二酸化硫黄 ○ ○ ○ ○ ○ ○

二酸化窒素 ○ ○ ○ ○ ○ ○

一酸化炭素 ○ ○ ○ ○ ○ ○

浮遊粒子状物質 ○ ○ ○ ○ ○ ○

光化学オキシダント ● ● ● ● 〇 〇
（注）○：環境基準達成　●：環境基準超過

表４- １-37　令和６年度の降雨 pH の監視結果

地点名 監視結果 全国平均値
（参考）

福井市
（原目町） 5.0 5.0

（注）全国平均値は令和５年度の結果
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＊１�揮発性有機化合物（VOC）：大気中でガス状となる有機化合物の総称で、浮遊粒子状物質および光化学オキシダントの原因の一つと考
えられており、塗料、印刷インキ、接着剤、洗浄剤などに使用されています。

＊２�一般粉じん・特定粉じん：粉じんのうち、石綿（アスベスト）を特定粉じん、それ以外のものを一般粉じんと規定しています。
＊３�Ｋ値：大気汚染防止法に基づき、施設ごとに煙突の高さに応じた硫黄酸化物許容排出量を算出する際に使用する定数です。区域ごと
に定められ、施設が集合して設置されている区域ほど規制が厳しく、その値は小さくなります。

＊４�特定粉じん排出等作業：建築物の解体等の作業により、特定粉じんを発生し、または飛散させる作業をいいます。

（３）大気環境保全対策 
① 固定発生源対策
ア 法律に基づく規制
　大気汚染防止法では、工場・事業場から排出される
ばい煙、揮発性有機化合物（VOC）＊1および水銀等、
建築物の解体作業等から発生する特定粉じん＊2につ
いて規制しています。

２）ばい煙に係る特定施設
　廃棄物焼却炉や酸による反応施設など有害物質を
使用または排出する施設をばい煙に係る特定施設と
して規定し、施設の設置者には届出義務を課してい
ます。
　また、金属の精製または鋳造の用に供する溶解炉
については、ばいじん、廃棄物焼却炉についてはカ
ドミウム等の有害物質４項目、その他の有害物質使
用施設についてはカドミウム等有害物質５項目のう
ち関係する項目について規制基準を定め、大気汚染
のより一層の軽減を図ることとしています。 

イ 条例に基づく規制
１）特定工場
　県公害防止条例では、通常の燃料使用量が
600kg/ 時間以上 ( 重油換算 ) の工場・事業場を特定
工場と定め、硫黄酸化物の総量規制を実施していま
す。また、低硫黄分の燃料を使用するよう指導して
います。
　特定工場以外の中小規模の工場・事業場に対して
も、低硫黄分の燃料を使用するよう指導し、硫黄酸
化物の排出抑制を図っています。

表４- １-38　大気汚染防止法による規制の概要
区　分 項　  目 規　制　の　概　要

ばい煙

硫黄酸化物
ばい煙の排出口の高さや区域
に応じた排出基準（Ｋ値＊３規
制）が定められています。

窒素酸化物

昭和 48年の規制開始以降、排
出基準が段階的に強化される
とともに、規制対象施設とし
てディーゼル機関やガスター
ビン等が追加されています。

ば い じ ん

昭和 43 年の規制開始以降、
排出基準が段階的に強化され
るとともに､ 規制対象となる
施設が追加されています。

有 害 物 質

カドミウムおよびその化合
物、塩素、塩化水素、ふっ素・
ふっ化水素およびふっ化珪
素、鉛およびその化合物につ
いて、廃棄物焼却炉や溶解炉
などのばい煙発生施設ごとに
排出基準を定め、規制を行っ
ています。

揮発性有機化合物
（VOC）

揮発性有機化合物排出施設ご
とに排出基準が定められてい
ます。

粉じん

一般粉じん＊2

一般粉じん発生施設につい
て、粉じん飛散防止のため、
施設の構造および使用、管理
に関する基準が設定されてい
ます。

特定粉じん
特定粉じん排出等作業＊４の実
施に係る届出と作業基準が規
定されています。

水銀等 水銀排出施設ごとに排出基準
が定められています。

表４- １-39　区域別Ｋ値
区　　　　域 Ｋ　値

福井市（旧清水町、旧美山町、旧越廼
村を除く）、あわら市、坂井市 7.0

敦賀市 8.0
丹南地域（旧武生市、鯖江市の区域） 10.0
その他の区域 17.5

表４- １-40　燃料中の硫黄分についての指導基準
地　　域 特定工場 特定工場以外

福井市街地 1.3％以下 1.3％以下
旧福井市、坂井市、
あわら市、敦賀市、
旧武生市、鯖江市

1.3％以下 1.5％以下

その他の地域 1.5％以下 ―
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３）炭化水素類に係る特定施設
　揮発性の高い石油類の貯蔵施設（タンク）、出荷
施設（タンクローリー積込施設）および給油施設（ガ
ソリンスタンドの地下タンク）を炭化水素類に係る
特定施設として規定し、これらの施設を設置する者
に届出義務を課すとともに施設の構造・使用・管理
基準を定め、光化学オキシダントの発生抑制および
地球温暖化対策の推進を図ることとしています。

４）吹付けアスベスト使用建築物
　福井県アスベストによる健康被害の防止に関する
条例では、アスベスト吹付け材を使用した建築物の
管理者等に対し、その適正管理の努力を義務付けて
おり、損傷・劣化等によるアスベストの飛散防止を
図ることとしています。

ウ 工場等に対する監視・指導
　規制対象となる施設を設置している工場・事業場
のうち、大規模施設や公害苦情の発生施設を重点に
立入検査を実施し、施設の維持管理状況等の確認と
指導を行うとともに、排出ガス中のばい煙等検査を
行っています。

　また、大気汚染防止法に基づく特定粉じん（アス
ベスト）排出等作業の届出があった建築物の解体等
の作業実施の際に立入検査を行い、作業基準の遵守
状況を確認し、排出されたアスベスト廃棄物の適正
処理を指導しています。さらに、作業現場周辺にお
いて、大気中のアスベスト濃度を測定し、アスベス
トが周辺に飛散していないことを確認しています。

② 移動発生源対策
ア 自動車排出ガス規制
　自動車は、窒素酸化物や浮遊粒子状物質等の発生
源として大きな割合を占めているため、大気汚染防
止法に基づき、その排出ガスについての規制が実施
されており、昭和 47 年以降、対象とする汚染物質
や車種の拡大など、排出規制の強化が図られていま
す。

表４- １-41　立入検査等状況（令和６年度）

種　別 立入検査 排ガス中の
ばい煙検査 ＶＯＣ検査

検 査 数 152 工場 ･
事業場 14 施設 4施設

結果概要 ― 排出基準超過
施設はなし

排出基準超過
施設はなし

（注）�大気汚染防止法の事務が移管されている福井市実施分は含
んでいない。

表４- １-42　届出等の件数（令和６年度）

届　出　区　分 届 出 数 立　　入
検 査 数

特定粉じん排出等作業実施
届出（大気汚染防止法） 66 88

（注）�大気汚染防止法の事務が移管されている福井市実施分は含
んでいない。

118 119

第４章　生活環境の保全

分
野
別
施
策
の

実
施
状
況

生
活
環
境
の
保
全



５　騒音・振動・悪臭防止対策

＊１�要請限度：自動車騒音によって道路周辺の生活環境が著しく損なわれている場合であって、かつ、超えた場合には県公安委員会に対し、
道路交通法による措置をとるよう要請することとなる基準です。道路交通振動についても定められています。

＊２�面的評価：道路に面する地域における環境基準達成状況の評価方法で、基準値を超える騒音に曝露される住居等の戸数やその割合を
把握することにより評価するものです。

＊３�規制地域：住居が集合している地域、病院または学校の周辺の地域、その他の地域で住民の生活環境を保全する必要があるとして知
事が指定する地域です。

図４-１-45　騒音規制法および振動規制法に基づく規制地域

（１）騒音・振動【環境政策課】
① 騒音・振動の現状
ア 騒音に関する苦情
　令和６年度は、県や市町に 77 件の騒音に関する
苦情があり、近年増加しています。
　苦情件数を発生源別にみると、工場・事業場や工
事現場の作業音等に起因するものが多くなっていま
す。

ウ 新幹線鉄道騒音
　新幹線鉄道騒音については、環境基準が定められ
ており、県は類型を当てはめる地域を指定すること
とされています。また、新設新幹線に係る達成目標
期間は、開業時に直ちにとされています。
　令和６年度に環境省が実施した騒音測定の結果、
県内 34 地点のうち 17 地点で環境基準を達成せず、
環境基準達成率は 50％でした。関係機関に音源対
策等の徹底を求めるとともに、県および市において
騒音測定を実施しています。

エ 振動に関する苦情
　県内の振動に関する苦情は、例年数件程度で推移
しています。
　令和６年度の苦情は８件で、工事現場の作業振動
等に起因するものでした。

② 騒音・振動対策
ア 法律による規制
　騒音規制法および振動規制法では、知事 ( 池田町
および南越前町以外の市町については市町長 ) が住
民の生活環境を保全する必要があると認める地域を
指定し、当該規制地域＊３内の工場・事業場および
建設作業に規制基準が適用されます。
　本県では、令和７年３月末現在、９市４町につい
て規制地域を指定しています。

図４-１-４３　騒音苦情の推移

イ 自動車騒音
　自動車騒音については、道路に面する地域の環境
基準および要請限度＊1 が定められています。
　令和６年度は、県および市において 24 区間で自
動車騒音の面的評価＊2 を実施しました。幹線交通
を担う道路に面する住居等を対象に実施した面的評
価の結果は、表４- １-44 のとおりです。

表４- １-44　自動車騒音常時監視結果（令和６年度）

評 価 路 線・ 区 間 数

24 区間
（北陸自動車道　2区間　　
一般国道　　 11 区間　　
  県道他　　 11 区間）  　

評 価 区 間 距 離 　　　　53.5km
評価区間住居等戸数 　　　　4,702 戸

環境基準
達成戸数
（達成率）

昼　　間 　　　　4,651 戸（98.9%）
夜　　間 　　　　4,618 戸（98.2%）
昼夜とも 　　　　4,617 戸（98.2%）

（注）昼間は 6～ 22 時、夜間は 22 ～翌日 6時
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１）工場・事業場の騒音・振動対策
　騒音規制法および振動規制法では、規制地域内に
おいて、工場・事業場に特定施設＊1 を設置しよう
とする者に対し、事前に当該市町長に届け出ること
と、敷地境界における規制基準を遵守することを義
務付けています。
　また、市町長は、特定工場等＊2 から発生する騒音・
振動が規制基準に適合しないことにより、周辺の生
活環境が損なわれると認めるときは、特定工場等の
設置者に対して、騒音・振動の防止方法の改善等を
勧告・命令することができるとされています。なお、
令和６年度は、これらの措置に至った事例はありま
せんでした。

２）建設作業の騒音・振動対策
　騒音規制法および振動規制法では、規制地域内に
おいて、特定建設作業＊3 を伴う建設工事を実施し
ようとする者に対し、事前に当該市町長に届け出る
ことと、敷地境界における規制基準を遵守すること
を義務付けています。
　また、市町長は、特定建設作業で発生する騒音・
振動が規制基準に適合しないことにより、周辺の生
活環境が損なわれると認めるときは、工事の施工者
に対して、騒音・振動の防止方法の改善等を勧告・
命令することができるとされています。なお、令和
６年度は、これらの措置に至った事例はありません
でした。

３）自動車交通騒音対策
　自動車本体からの騒音の大きさについては、騒音
規制法において、自動車の車種ごとの許容限度が定
められています。

イ 条例による規制
　県公害防止条例では、特定工場において発生する
騒音（騒音規制法で規制されているものを除く。）、
飲食店営業 ( 風俗営業法で規制されているものを除
く。）、カラオケボックス営業、ボーリング場営業お
よび車両洗浄装置使用営業における深夜（午後 11
時から翌日の午前５時まで）の騒音を規制していま
す。
　また、午後９時から翌朝８時までの屋外における
拡声機放送についても、公共のためにする広報等の
行為を除き禁止しています。

（２） 悪臭
① 悪臭の現状【環境政策課】
　令和６年度は、44 件の悪臭に関する苦情があり、
近年は横ばいで推移しています。
　苦情件数を発生源別にみると、製造業に起因する
ものが多くなっています。

＊１�特定施設：金属加工機械、織機等著しい騒音・振動を発生する施設をいいます。騒音については 11 種類の施設、振動については 10
種類の施設が定められています。

＊２�特定工場等：騒音規制法に基づき、規制地域内に特定施設を設置する工場または事業場をいいます。
＊３�特定建設作業：くい打ち機等を使用する作業等著しい騒音・振動を発生する作業をいいます。騒音については８種類の作業、振動に
ついては４種類の作業が定められています。

図４-１-47　悪臭苦情の推移

表４- １-46　�特定工場数、特定施設数および特定
建設作業届出件数

特定工場数
（R6 年度末）

特定施設数
（R6 年度末）

特定建設作業
届出件数

（R6 年度中）
騒 音 2,190 37,643 162
振 動 1,211 22,226 117
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② 悪臭防止対策
ア 法律による規制【環境政策課】
　悪臭防止法では、知事（池田町および南越前町以
外の市町については市町長）が、住民の生活環境を
保全する必要があると認める地域を指定し、当該地
域内のすべての工場・事業場に規制基準が適用され
ます。本県では、令和７年３月末現在、９市４町に
ついて規制地域を指定しています。

ウ 畜産業における指導【流通販売課】
　畜産に起因する悪臭の防止対策として、市町と連
携しながら、農林総合事務所や家畜保健衛生所等の
関係機関が、家畜ふん尿処理を適正に処理すること
により、悪臭の発生を抑制するよう畜産農家に対し
て指導しています。

＊１�臭気指数：人間の嗅覚で臭気を感知することができなくなるまで気体を希釈した場合に、次式で算定される値をいいます。
	 Y＝ 10logX（Y：臭気指数、X：人間の嗅覚で臭気を感知することができなくなるまで気体を希釈したときの希釈倍数）
	 （例）臭いのする空気や水を、100 倍に希釈したときに臭いが感じられなくなった場合、その臭気指数は 20 となります。
		  臭気指数＝ 10 × log（100）＝ 10 × 2 ＝ 20
＊２�化製場：獣畜の肉、皮、骨、臓器等を原料として皮革、油脂、にかわ、肥料、飼料その他の物を製造するために設けられた施設をいいます。

図４-１-48　悪臭防止法に基づく規制地域

イ 条例による規制【環境政策課】
　県公害防止条例では、悪臭に係る特定施設を定
め、当該特定施設の設置に際し、施設の構造や使用
方法等を市町長に届け出ることを義務付けていま
す。また、悪臭防止法の規制地域以外の地域におい
ては、当該特定施設を有する事業場の敷地境界線に
おける規制基準を臭気指数＊118 と定めています。

表４- １-49　悪臭に係る特定施設届出状況
（令和７年３月末現在）

対 象 工 場 等 特 定 施 設
種　　類 工場数 種　　類 施設数

牛、豚または鶏
の飼養場 74

飼養施設
飼料調理施設
ふん尿処理施設

243

けいふんの乾燥
または焼却を行
う工場

3 乾燥施設
焼却施設 4

死亡獣畜取扱場 0
解体室
汚物処理施設
焼却炉

0

化製場＊2 0

原料処理施設
煮熟施設
圧搾施設
汚物処理施設
乾燥施設

0

大野市大野市

勝山市勝山市永平寺町永平寺町

あわら市あわら市

坂井市坂井市

福井市福井市

鯖江市鯖江市越前町越前町

越前市越前市
池田町池田町

南越前町南越前町

敦賀市敦賀市

美浜町美浜町

若狭町若狭町

小浜市小浜市

おおい町おおい町

高浜町高浜町

規制地域指定あり

規制地域指定なし
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６　環境汚染時・災害時における環境保全対策
（１）水質異常時対策【環境政策課、河川課】
① 水質事故の発生状況
　河川等では、事業場における油類や有害物質の不
適切な取扱い等により油の流出や魚のへい死等の水
質事故が発生します。
　令和６年度は、河川に白い泡が確認される事故が
１件発生しましたが、原因の特定には至りませんで
した。

　これを受けて、県では、「福井県光化学オキシダ
ント対応マニュアル」および「福井県大気汚染（硫
黄酸化物）対応マニュアル」を定め、人の健康また
は生活環境に被害が生ずるおそれが発生した場合に
は、注意報等を発令し、地域住民に注意を呼びかけ
る一方、工場・事業場に対し、ばい煙等の排出削減
を要請することとしています。
　また、平成 25 年３月、国において微小粒子状物
質（PM2.5）に関する注意喚起の暫定的な指針が示
されたことを受け、県では PM2.5 濃度上昇が発生
した場合における対応措置を定めたマニュアルを策
定しました。

② 事故に対する対応
　水質事故に対しては、「九頭竜川・北川水系河川
水質汚濁防止連絡協議会」および「二級河川水質汚
濁防止連絡協議会」が中心となり、関係機関が連携
して、その原因の究明、被害の拡大防止および原因
者に対する指導等を行っています。

③ 未然防止のための事業者への指導・啓発
　水質汚濁防止法や県公害防止条例に基づく各種届
出の受理にあたって、計画段階で事業者への指導を
行うとともに、各事業場の立入検査等を通じて、排
水処理施設や使用する有害物質の適正な管理等を指
導しています。

（２）大気汚染緊急時対策【環境政策課】
① 健康被害防止対策
　大気汚染防止法では、硫黄酸化物、二酸化窒素、
浮遊粒子状物質、一酸化炭素およびオキシダントに
よって、大気の汚染が著しくなり、人の健康または
生活環境に係る被害が生ずるおそれがあるような緊
急の事態が発生した場合に、知事がとるべき措置を
定めています。

② 事故等に対する対策
　県では、工場等の事故または火災が発生した際に、
発生現場周辺において、有害物質による大気汚染の
状況を把握するため、令和元年度から検知管を配備
しています。 

図４-１-50　水質事故発生状況の推移

表４- １-51　光化学オキシダント注意報発令状況
発 令 日 時 発 令 地 区

昭和 53 年 6 月 5 日� 15:10 敦賀地区
平成２年４月 11 日� 13:00

敦賀地区平成２年５月 10 日� 15:50
平成２年６月 19 日� 15:50
平成 14 年６月 10 日

16:40
二州地区
（敦賀市、旧三方町、美浜町）

令和元年５月 25 日
17:50

二州地区
（敦賀市、旧三方町、美浜町）
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図４-１-52　光化学オキシダント緊急時措置連絡系統図
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発令（解除）

交

通

ま
ち
づ
く
り
課

124

◆第２部　分野別施策の実施状況

分
野
別
施
策
の

実
施
状
況

生
活
環
境
の
保
全



第２節　化学物質対策の推進

１　化学物質の管理の促進

＊１�PRTR：Pollutant Release and Transfer Register の略で、環境汚染物質排出・移動登録という意味です。
＊２�届出外事業所：届出が必要な業種に該当しない、従業員数や対象化学物質の取扱量が小さいといった理由から、ＰＲＴＲ制度で届出
を行うことが義務付けられていない事業所を指します。

図４-２-１　事業場からの化学物質の排出・移動経路

（１）化学物質情報・整備【環境政策課】
① PRTR ＊１制度
　PRTR法の正式名称は、「特定化学物質の環境へ
の排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法
律」で、名称のとおり、有害性のある化学物質を取
り扱う事業者が、環境への排出量などを把握して、
化学物質の管理を改善していこうとする制度です。
　PRTR制度に基づき、対象となる事業者は、環境
中への化学物質の排出量等を自ら把握・管理し、年
１回、県を経由して国に届出を行っています。

② 排出・移動量集計結果
　令和６年度には、令和５年度の排出量・移動量
について、県内の 310 事業所（全国の 0.95％、全国
32,502 事業所）から 174 種類の物質について届出
がありました。届出による排出量は 1,703t（全国の
1.3％、全国約 13.7 万 t）、移動量は 7,065t（全国の
2.7％、全国約 26.6 万 t）でした。
　また、県内の届出外事業所＊2 や家庭から排出さ
れた化学物質を国が推計した量は、1,833t（全国の
1.04％、全国約 20.2 万 t）でした。
　なお、県内の届出の集計結果および届出外排出量
の推計値は、図４- ２- ２～７のとおりです。 

図４-２-２　届出排出量および移動量（令和５年度） 図４-２-３　大気への排出：物質別内訳（令和５年度）

大気への排出
18.6%

事業所外への移動
（廃棄物）
80.1%

下水道への移動
0.5％

移動量
80.6％

排出量
19.4％

公共用水域
への排出
0.9％

合計
8,768t

トルエン
25.5%
トルエン
25.5%

二硫化炭素
46.9%

Ｎ，Ｎ－ジメチル
ホルムアミド
3.0%

塩化メチレン
7.8%

キシレン
4.1% その他

12.7%
その他
12.7%

合計
1,628ｔ
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ほう素化合物
34.4%

ふっ化水素及び
その水溶性塩
21.8%

ふっ化水素及び
その水溶性塩
21.8%

２－ターシャリ－ブト
キシエタノール

5.3%

エチレンジアミン四酢酸
並びにそのカリウム塩
及びナトリウム塩

7.5%

エチレンジアミン四酢酸
並びにそのカリウム塩
及びナトリウム塩

7.5%

ポリ（オキシエチレン）＝
アルキルエーテル

10.5%

その他
20.4%
その他
20.4%

合計
76ｔ

トルエン
21.7%

テトラヒドロフラン
8.0%

テトラヒドロフラン
8.0%

Ｎ,Ｎ－ジメチル
アセトアミド
16.1%

Ｎ,Ｎ－ジメチル
アセトアミド
16.1%

キシレン
6.0%

その他
41.0%
その他
41.0%

合計
7,024ｔ

ヘプタン
7.2%
ヘプタン
7.2%

（２）ダイオキシン類
　ダイオキシン類とは、ポリ塩化ジベンゾ - パラ -
ジオキシン（PCDD）類、ポリ塩化ジベンゾフラン
（PCDF）類およびコプラナーポリ塩化ビフェニル
（コプラナー PCB）類の総称をいいます。
　ダイオキシン類は、物質によって毒性の強さがそ
れぞれ異なっているため、毒性が最も強い物質の毒
性を１として他の物質の毒性を換算した毒性等量
（TEQ）＊1 を用いて評価します。

① 法律等による規制【環境政策課】
ア ダイオキシン類対策特別措置法
　ダイオキシン類対策特別措置法では、耐容一日摂
取量＊2（TDI：４pg-TEQ/㎏ / 日）や大気・水質・

底質・土壌に係る環境基準、排出ガスや排出水の規
制基準および県による常時監視義務等が規定されて
います。

イ 国の排出削減計画
　国は、法に基づき平成 24 年に、「我が国における
事業活動に伴い排出されるダイオキシン類の量を
削減するための計画」を改訂し、改善した環境を
悪化させないことを原則に、新たな削減目標を事
業分類別に設定し、ダイオキシン類の排出総量を
176g-TEQ/ 年としました。
　令和５年における削減目標設定対象に係る排出総
量は 101g-TEQ/ 年で、削減目標を達成しています。

図４-２-４　公共用水域への排出：物質別内訳
（令和５年度）

図４-２-５　事業所の外への移動：物質別内訳
（令和５年度）

図４-２-６　�届出排出量および移動量の多かった上位
５業種とその量（令和５年度）

図４-２-７　�届出排出量と届出外排出量（推計値）の
上位５物質とその量（令和５年度）

＊１�毒性等量 (TEQ)：ダイオキシン類は多くの異性体を持ち、それぞれ毒性が異なります。毒性等量とは、異性体の中で最も毒性の強い
2,3,7,8-TCDDの毒性を 1とし、各異性体の毒性を毒性等価係数により換算した量のことです。

＊２�耐容一日摂取量（TDI）：人が生涯にわたって継続的に摂取したとしても健康に影響を及ぼすおそれがない 1日当たりの摂取量のこと
です。
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② 県等における取組み
　大気、公共用水域の水質・底質、地下水および土
壌の常時監視をはじめ、発生源の監視指導を行って
います。

ア 常時監視結果【環境政策課】
　令和６年度の常時監視結果は、表４- ２- ８のとお
りであり、大気、公共用水域の水質・底質、地下水
質および土壌について、全ての地点で環境基準を達
成していました。
 
イ 発生源監視結果【循環社会推進課・環境政策課】
１）産業廃棄物焼却施設
　産業廃棄物焼却施設について、施設への立入検査
や改善指導を行っています。
　産業廃棄物処理施設の排ガス中のダイオキシン類
濃度は、令和６年度の行政検査および事業者による
自主検査において、規制基準を超えた施設はありま
せんでした。
　また、燃え殻およびばいじんの自主検査におい
て、報告のあった全ての施設で処理基準に適合また
はセメント固化等により適正に処理されていまし
た。

２）市町ごみ焼却施設
　市町が設置するごみ焼却施設の排ガス中ダイオキ
シン類濃度は、令和６年度に行った実態調査の結果、
規制基準を超えた施設はありませんでした。
　また、燃え殻およびばいじんの自主検査において、
報告のあったすべての施設で処理基準に適合または
セメント固化等により適正に処理されていました。

３）廃棄物焼却施設以外
　発生源の監視として、アルミニウム合金製造炉等
施設への立入検査や改善指導を行っています。
　廃棄物焼却施設以外の排ガス中のダイオキシン類
濃度は、令和６年度の行政検査および事業者による
自主検査において、規制基準を超えた施設はありま
せんでした。

４）排出水
　下水道終末処理場等の排出水のダイオキシン類濃
度は、令和６年度の行政検査および事業者による自
主検査において、規制基準を超えた施設はありませ
んでした。

表４- ２- ８　ダイオキシン類常時監視結果（令和６年度）
調　査　種　別 調査地点数 調査結果範囲 環境基準 単　 位

大 　 気
一般地域  3 0.0056 ～ 0.021

0.6 pg-TEQ/ｍ3

廃棄物焼却施設周辺地域  4 0.0043 ～ 0.010

水 　 質

河　　川 20 0.038 ～ 0.30

1 pg-TEQ/L湖　　沼  2 0.087 ～ 0.18

海　　域  0 －

底 　 質

河　　川 18 0.088 ～ 4.6

150 pg-TEQ/g湖　　沼  2 3.5 ～ 27

海　　域  0 －

地 下 水 質 廃棄物最終処分場周辺地域  7 0.026 ～ 0.039 1 pg-TEQ/L

土 　 壌 廃棄物焼却施設周辺地域  7 0.83 ～ 9.9 1,000 pg-TEQ/g
（注）pg（ピコグラム）：1ピコグラムは、1兆分の 1グラム。
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（３）水銀廃棄物の適正処理
　蛍光管や水銀体温計等に使用されている水銀は、
破損した場合、気化して水銀蒸気となり、蒸気を吸
い込むことにより人体に神経系の中毒症状が現れる
おそれがあります。
　特に、水銀体温計、水銀温度計および水銀血圧計
は水銀の含有量が多く、不適正に処理された場合に
環境へ与える影響が懸念されています。
　環境省が平成 27 年 12 月に策定した「家庭から排
出される水銀使用廃製品の分別回収ガイドライン」
では、水銀使用廃製品の適正な回収についての留意
点や具体的対策が示されており、水銀使用廃製品の
適正な分別回収が求められています。
　また、産業廃棄物については、平成 29 年 10 月か
ら水銀使用製品産業廃棄物や水銀含有ばいじん等の
新たな処理基準が適用されるなど、適正処理を目的
とした規制強化が図られました。
　県では、水銀使用廃製品の適正な回収や処理につ
いて、引き続き、各市町や事業者への指導を実施し
ていきます。

（４）環境中の化学物質の実態把握
① 環境省化学物質環境実態調査【環境政策課】
　環境省では昭和 49 年度から環境リスクが懸念さ
れる化学物質の環境調査、化審法＊１の優先評価化
学物質のリスク評価、化審法の特定化学物質等およ
び POPs 条約＊２対象物質の残留状況の監視に取り
組んでおり、本県においても調査が行われています。
令和６年度の県内の調査実施状況は、表４- ２- ９の
とおりです。

② 県の環境調査・研究【環境政策課】
　県では、化学物質による環境汚染状況の情報提供、
事業者の発生源対策の支援および化学物質に係る意
識の啓発を目的として、化学物質の研究施設を整備
し、これまでに県内で使用量や排出量が多い、リン
酸エステル系難燃剤や界面活性剤等について調査研
究を実施してきました。令和６年度からは、多種多
様な化学物質を同時に分析する手法を新たに導入
し、県内河川における化学物質の実態を把握する調
査研究を行っています。

＊１�化審法：正式には「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」といい、新たな化学物質を製造・輸入する際に事業者に事前の
届出を義務付けて、市場に流通する前に国がその化学物質の環境残留性や安全性を審査する制度を定めています。この法律では、人
または動植物に有害と判断されたものは特定化学物質に指定され、製造・輸入の許可申請・届出の義務、環境汚染防止のための措置、
表示義務などが課されています。

＊２�POPs 条約：正式には「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」といい、残留性有機汚染物質（POPs）の製造・使用・輸
出入の禁止や廃棄などを定めています。POPs とは、Persistent Organic Pollutants の略で、環境中で分解されにくく、生物に蓄積さ
れやすく、かつ毒性が強いといった性質を持った化学物質の総称のことです。

表４- ２- ９　県内の化学物質環境実態調査の実施状況（令和６年度）
調査地点 調査区分 調査対象物質 調査媒体

三国一般環境大気観測局
（坂井市三国町） 初期環境調査 アリルアルコール 大気

笙の川三島橋
( 敦賀市三島町 )

初期環境調査 りん酸トリブチル 水質

モニタリング調査
８物質（ＰＣＢ類、ヘキサクロロベンゼン、
PFOS、PFOA、PFHxS、デクロランプラス、
メトキシクロル、UV-328）

水質・底質
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　ポリ塩化ビフェニル（PCB）は、熱に強い、絶縁
性が良い等のすぐれた性質を持つため、工業的に合
成され、変圧器やコンデンサーの絶縁油等に利用さ
れていましたが、人への有害性等が問題となり、昭
和 47 年に製造や新たな使用が禁止されました。
　以降、既に製造された PCBの処理に向けて民間
主導による PCB廃棄物処理施設設置の動きが幾度
かあったものの、住民の理解が得られなかったこと
などから、ほとんど処理が行われず、PCB 廃棄物
の保管が長期間続きました。
　このため、PCB廃棄物の確実かつ適正な処理を
推進するため、平成 13年に国はPCB特別措置法＊３

を制定しました。同法の施行により、PCB 廃棄物
を保管する事業者は、毎年保管や処分の状況を都
道府県知事に届け出るとともに、政令で定める期
間内に適正に処分することが義務付けられました。
PCB廃棄物は、大きく高濃度 PCB廃棄物＊４と低濃
度 PCB 廃棄物に分類されます。高濃度 PCB 廃棄
物は、中間貯蔵・環境安全事業株式会社（JESCO）
にのみ処分を委託することができ、全国５か所にあ
る同社の拠点的処理施設（本県は北海道事業所）で
処理が進められてきましたが、令和７年 10 月 15 日
に、JESCOの処分受付期間が終了したため、現在は、

環境省が PCB特別措置法の改正による新たな規制
を検討中です。
　一方、低濃度 PCB廃棄物は、環境大臣から無害
化処理認定を受けた事業者または都道府県知事・政
令市長から処分業の許可を受けた事業者に処分を委
託することができ、令和９年３月 31 日まで処分が
可能です。無害化処理認定事業者等の低濃度 PCB
廃棄物を処分できる事業者は全国に 33 事業者（令
和７年３月 31 日現在）ありますが、それぞれ処分
できるものが異なります。このため、低濃度 PCB
廃棄物の処分を委託する時は、処分を委託しようと
する低濃度 PCB廃棄物を処分できる事業者かどう
かを確認し、委託先を選定する必要があります。
　県では、平成 18 年５月に PCB廃棄物の処理指針
を策定し、県内 PCB廃棄物の確実かつ適正な処分
期間内の処理を計画的に進めています。
　令和７年 10 月 15 日までに県内（福井市を除く。）
で発見された高濃度 PCB廃棄物については、全て
JESCO への処理委託が完了しました。一方、低濃
度 PCB 廃棄物については、県内（福井市を除く。）
の 114 事業所で保管 （令和６年度末時点）されてお
り、県では、当該事業所に立入検査等を行い、PCB
廃棄物の適正な保管や早期処理を指導しています。

２　PCBの適正保管・処理の推進【循環社会推進課】

＊１�シックハウス：住宅やビルの室内環境が原因で引き起こされる頭痛やせき、めまい、関節痛、目やのどの痛みなどの健康障害をシッ
クハウス症候群といいます。建物の機密性の高まりや化学物質を含んだ建材、内装材などの使用が原因と指摘されています。

＊２�学校環境衛生基準：学校保健安全法に基づき、環境衛生検査、事後措置および日常における環境衛生管理等を適切に行い、学校環境
衛生の維持・改善を図るための基準で、照明、騒音、換気、温度、飲料水等について定められています。

＊３�PCB 特別措置法：正式には「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」といいます。
＊４�高濃度 PCB 廃棄物：① PCB原液が廃棄物となったもの② PCBを含む油が廃棄物となったもののうち、含まれる PCBの割合が 0.5％
を超えるもの③ PCBが塗布、封入等されたものが廃棄物となったもののうち、可燃物については含まれる PCBの割合が１kg につき
100,000㎎を超えるもの、不燃物については同割合が１kgにつき 5,000㎎を超えるもの

③ 学校におけるシックハウス＊１対策
ア 学校における環境衛生の基準【保健体育課】
　「学校環境衛生基準＊２」により、シックハウス症
候群の原因となる化学物質のうち、ホルムアルデヒ
ド、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼン、
エチルベンゼン、スチレンの６物質について基準が
定められています。

イ 県立学校のシックハウスに対する対応
【教育政策課】

　新築および改修工事においては、化学物質の発生
が少ない建材や接着剤を選定するとともに、化学物

質測定の竣工検査を十分に行います。

ウ 小中学校のシックハウスに対する対応
【保健体育課】

　小中学校の設置者である市町教育委員会が「学校
環境衛生基準」に基づき定期または必要と認める場
合に検査を実施しています。
　検査の結果、基準値を上回った場合には、換気設
備の設置等、改善のために必要な措置を実施してい
ます。
　教室等の換気を適切に行い、児童・生徒の健康状
態について常に留意するよう努めています。
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＊１�GAP：農業生産工程管理 (Good Agricultural practice) とは、各工程・各作業について、食品安全や環境保全、労働安全等の観点から、
危険性や問題点を考え、それぞれに対策を行い、継続して改善する取組です。

（１）ゴルフ場
　県では、平成２年４月に「ゴルフ場における農薬
等の安全使用に関する指導要綱」を策定し、事業者
に対して農薬等使用計画の提出、環境監視および水
質測定を義務付けるとともに、水域の生活環境動植
物に影響を及ぼす恐れのある農薬の使用を禁止する
など、低毒性農薬を必要最小限で使用するよう指導
しています。

（２）農地
　平成 22 年度から、県産農林水産物の生産工程に
衛生的手法を取り入れた食品安全や、環境保全およ
び労働安全に関して改善を行う GAP＊１を推進する
ため、生産者への普及・啓発等に取り組むとともに、
水産動植物への影響が少ない除草剤および農薬の使
用を推進しています。
　また、農薬取扱業者の資質向上を図るため、農薬
安全使用講習会を開催するとともに、農薬の取扱い
について指導的な役割にある者に対し研修を実施
し、農薬管理指導士として認定しています。

３　農薬の安全使用と低減化の推進【流通販売課】
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（１）環境基本法に基づく放射性物質の常時監視
　水質汚濁防止法に基づき環境省が放射性物質によ
る公共用水域および地下水の水質の汚濁の状況を常
時監視しています。
　令和６年度、県内では２河川（九頭竜川、北川）
および２地下水（福井市大手、大野市友江）におい
て監視を行いました。その結果、自然由来の放射性
核種が確認されましたが、全て過去の測定値の傾向
の範囲内でした。

（２）原子力発電所周辺の環境放射線監視
　現在、本県には、15 基の原子力発電所が立地し
ており、県では、原子力発電所から放出される放射
性物質による周辺環境への影響を監視するため、発
電所の排気筒や放水口から放出された放射能の異常
の有無を確認するとともに、発電所周辺や県内各市
町の空間放射線量率などを 24 時間連続監視してい
ます。さらに発電所周辺において、定期的に陸上の
植物や土壌や海産生物および海水などの環境試料を

採取し、含まれている放射性物質の測定を実施して
います。
　福島第一原子力発電所事故後には、県内に観測局
を 36 基増設し、116 基（京都府内２基を含む）に
より県内全域を監視する体制を構築しています。

［令和６年度の環境放射能調査結果］
 ・空間放射線量率測定
　　 0.01 ～ 0.15 μ Sv/h 　（1μ Sv ＝約 1μ Gy）
　　令和３～５年度の実績 0.01 ～ 0.16 μ Sv/h
　�県内原子力発電所からの放射性物質の放出に起因
する放射線量の上昇はありませんでした。
 ・放射能測定
　�大気中のちりや陸上の植物および陸土などの陸上
試料、海産食品や海水および海底土などの海洋試
料、計 851 試料を採取しています。含まれている
放射性物質の種類や量を調べた結果、県内発電所
に起因する人工放射性物質は検出されず、環境安
全上の問題はありませんでした。

第３節　放射性物質の監視

１　福井県の環境放射線モニタリング【環境政策課、原子力安全対策課】

福井県原子力環境監視セン
ターのホームページにおい
て、県内の空間放射線量率
等をリアルタイムで公開し
ています。
https://www.houshasen.
tsuruga.fukui.jp/

また、県庁や市町役場に設
置してある表示装置でも公
開しています。

図４-３-１　発電所周辺の環境放射線モニタリング
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第５章　各分野に共通する施策の推進
第 1 節　環境を支える人づくり・地域づくり

１　誰もが学べる環境教育の推進

表５-１-１　令和６年度にプログラムを体験した学校数・人数
学校・団体数 児童・生徒数

三方五湖 35 校・団体 1,167 名
北 潟 湖 110 校・団体 4,250 名
六 呂 師 36 校・団体 2,372 名
丹　　南 302 校・団体 10,622 名
合　　計 483 校・団体 18,411 名

学校教育プログラム　小学生受講の様子

（１）体験活動の提供
① 里山里海湖学校教育プログラム集【自然環境課】
　平成 26 年度から里山里海湖について、小中学校
教員が児童・生徒を指導するためのプログラムを現
場の先生方の意見を踏まえながら作成しています。
　本体験プログラムは、身近な里山里海湖を実際に
体験することにより保全の意識を高め、自主的な活
動を促すことを目的としており、全ての小中学校へ
配布しました。これにより、小中学校の教員が、「里
山里海湖とは何か」、「里山里海湖でどんな活動がで
きるのか」を知ることができる手引書としての活用
と「里山里海湖の恵み」を児童・生徒に実体験させ
ることができるものと期待しています。
　なお、これまでに作成した体験プログラムは県
ホームページでも内容を閲覧することができます。
＜これまでに作成した体験プログラム＞
　・三方五湖周辺体験プログラム　　（Ｒ６改訂）
　・北潟湖周辺体験プログラム　　　（Ｒ７改訂）
　・六呂師高原周辺体験プログラム　（Ｒ７改訂）
　・丹南地区周辺体験プログラム　　（Ｒ５改訂）

　さらに、それぞれの地域の特性を活かした体験活
動を実施することで、より福井の里山里海湖の魅力
を実感し、保全・再生の意識を向上させていけるも
のと考えています。
　今後とも、系統立てた環境教育を推進できるよう、
学校の年間指導計画に位置付けていけるよう努めて
いきます。

② 県有施設における環境教育
　県の自然保護センターや試験研究機関では、環境
に関する展示や情報の提供、自然観察会等の学習機
会の提供を行っています。

表５- １- ２　県の主な環境教育 ･ 学習施設
施　設　名 概　　　要

自然保護センター
（大野市南六呂師）

・�県内の自然や環境の保全に
ついて紹介する展示
・�プラネタリウム、天体の観
察施設
・自然観察会等の実施

海浜自然センター
（若狭町世久見）

・�ふれあい水槽、若狭の海湖（う
み）等を紹介する展示
・自然体験講座の開催

里山里海湖研究所
自然観察棟
（若狭町鳥浜）

・�野鳥やヒシ等の自然観察ガ
イド
・�簡単な工作体験や里山里海
湖に関する相談受付

年縞博物館
（若狭町鳥浜） ・水月湖年縞の展示

衛生環境
研究センター
（福井市原目町）

・�環境関連図書、ビデオ等の
資料の提供
・見学者の受入れ
・�環境科学体験教室や夏休み
衛生環境教室の実施

総合グリーンセンター
（坂井市丸岡町楽間）

・�緑化推進のための樹木や花
の見本園
・�緑や木とふれあい、遊び学
べる施設
・�緑と花に関する講座の開催
や相談受付

内水面総合センター
（福井市中ノ郷町）

・�河川や淡水魚に関すること
などの展示

各体験プログラムの内容
（福井県ホームページ）
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（２）ふくいの未来へつなぐ環境学習事業
【環境政策課】

　県内の小学生を対象とした、ワークショップ形式
の環境学習事業です。本事業は「見て、体験して、
学ぶ」ことをコンセプトとし、環境保全に寄与する
技術を有する県内の企業・団体の協力を得て実施し
ています。令和７年度は、敦賀市、坂井市、大野市
で各 2回（計６回）のイベントを開催しました。
　７月 22 日には、福井県民生活協同組合の協力の
もと、敦賀市のCOOP黒河川水力発電所を見学し、
発電の仕組みを学びました。ハーツつるがではエシ
カル消費について学びました。
　８月１日には、北陸電力株式会社の協力のもと、
三国風力発電所を見学しました。その後、キットを
用いて風力発電機を製作し、風力発電機の仕組みに
ついて理解を深めました。
　８月５日には、株式会社福井グリーンパワーの協
力のもと、木質バイオマス発電所を見学し、発電の
仕組みを学びました。その後、福井県自然保護セン
ターでプラネタリウムを見学し、光害について学び
ました。
　いずれの回も、カーボンニュートラルについて理
解を深める機会となりました。

COOP 黒河川水力発電所の取水口を見学する様子（第１回）

風力発電機を製作する様子（第２回）

バスから木質バイオマス発電所の施設を撮影する様子（第３回）
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（３）環境・エネルギー教育支援事業
【義務教育課・高校教育課】

　県内の小・中・高等学校を対象に、地域の特色に
応じた実践を通して、児童・生徒の理解を深め、自
ら考え、判断し、よりよく環境・エネルギー問題を
解決する力を育成することをねらいとした「環境・
エネルギー教育支援事業」を推進しています。
　小学校では、電流の働き・電気の利用黒板実験セッ
トや直流交流電源装置等を購入し、発電について学
習する教材の活用やエネルギー教育関連施設の見学
を通して、環境 ･エネルギー教育を進めています。
　中学校では、滑車実験器や手回し発電実験模型等
を購入し、実験や観察を通してエネルギーの変換に
ついて正しい知識と科学的な理解を深める授業を充
実させています。
　高等学校では、発電コイル実験器や渦電流実験器、
ペルチェ素子実験器等を利用した実験を通し、エネ
ルギー環境について探究的に学習するなど、発展的
な環境・エネルギー教育を進めています。さらに、
専門家による講演会や施設見学会等を通してエネル
ギー問題や放射線に対する理解を深める取組みを実
践しています。
　今後も、各校の取組みを県内全体に広め、環境・
エネルギー教育の一層の普及に努めていきます。

（４）大学生のエコラーニング事業【環境政策課】
　県内の大学生を対象とした、将来の環境活動を担
う人材の育成を目的とした事業です。本事業では、
屋外での体験活動を伴うワークショップを中心とし
て、環境保全全般について考えるラーニングイベン
トで、令和７年度は福井県まちづくりセンターに委
託し、「大学生限定！アウトドア体験ツアー」とし
て４回実施しました。
　第１回ツアーは「海洋環境」をテーマに開催し、
学生は若狭湾での SUP 体験を通じて海洋ごみ問題
への理解を深めました。第２回ツアーは「生き物の
命」をテーマに開催し、学生は害獣や外来種を活用
した食体験を通じて、命の尊さや野生生物との共存
について学びました。第３回ツアーは「企業の環
境への取組み」をテーマに開催し、学生は企業の
SDGs への取組みを学ぶとともに、自身が着用して
いた服を使ってエコバッグを製作しました。第４回
ツアーは「海から考える、環境のこと。」をテーマに
開催し、ビーチクリーン体験をしました。その後、カー
ボンニュートラルカードゲームを実施し、経済成長と
環境問題の両立について理解を深めました。
　いずれの回も、若者の環境に対する理解と関心を
高める貴重な機会となりました。

イノシシを捌く様子（第２回）

エコバックを製作する様子（第３回）

表５-１-３　環境・エネルギー教育支援事業取組状況
内　　容 ５年度 ６年度 ７年度

環境・エネルギー教
育に関連する施設等
の見学

15 校 14 校 14 校

講師による講演や意
見交換会での指導お
よび助言

2 校 1 校 1 校

エネルギー教育に関
する資材・機材の活
用方法の研究

47 校 99 校 54 校
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（５）こどもエコクラブ活動への支援
　こどもエコクラブとは、幼児（３歳）から高校生
までなら誰でも参加できる全国的な環境活動クラブ
の組織です。こどもエコクラブは子どもたちの主体
的な環境保全活動や環境学習の支援を目的としてお
り、学校の生徒と先生、家族単位、町内の子ども会
など、気軽にクラブ登録を行うことができます。福
井県内では、令和７年 11 月末現在で 36 クラブ 2,652
人の子どもが登録しており、各クラブで様々な活動
を行っています。
　こどもエコクラブの本県事務局は環境ふくい推進
協議会＊1 が担っており、各クラブの活動に対して
助成事業を行っています。令和７年度は、森田中学
校で地域住民と生徒が協力し、ごみ拾い活動に取り
組みました。また、福井市六条小学校では家庭から
不要となった子ども服を回収し、難民に届けること
でリユースを促進する活動を行いました。これら２
つのクラブに対し、活動に必要な物品の調達につい
て支援を実施しました。

　また、こどもエコクラブの全国事務局では登録ク
ラブを対象とした「全国エコ活コンクール」を開催
しており、環境活動に関する壁新聞や絵日記、デジ
タル作品の募集を行っています。このコンクールで
県代表作品に選出されたクラブには「こどもエコク
ラブ全国フェスティバル」への参加権が与えられ、
環境ふくい推進協議会ではこちらの参加に係る助成
も行っています。

ごみ拾いをする様子（福井市森田中学校）

難民に届ける子ども服（福井市六条小学校）

＊１�環境ふくい推進協議会：環境保全にかかる県民、団体、企業のネットワークづくりおよび地域に根ざした活動の育成を図り、継続的
かつ着実な環境保全活動の推進を図ることを目的として、平成６年 10 月に設立された団体です。
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（６）環境アドバイザー
　県では、環境保全についての有識者や環境保全活
動の実践者を環境アドバイザーとして登録し、各種
団体や学校・公民館等が主催する環境問題に関する
学習会や講演会の講師として派遣しています。
　環境アドバイザー派遣事業では美しい福井の環境
を県民の手で守り育てることを目的に、環境保全に
関する講演会や現地指導を実施しています。現在
98 名（令和７年 11 月末現在）の環境に関する専門
家が登録されています。
　学習会等の内容は、環境問題やリサイクル、省エ
ネ、自然保護などの講座や山や海での自然体験など
多岐に渡り、皆さんに楽しく環境について学んでい
ただいています。この制度により、県民の環境問題
への関心や環境保全に対する取組みの意識が高まっ
てきています。

（７）環境教育推進事業
　本事業は、自然体験と環境教育を通じて、参加者
の環境への理解を深め、環境を保全しようとする意
識を育むことを目的としています。
　令和７年度は『九頭竜湖であ・そ・ぼ』と題し、
参加者が自然物に触れることで気付きを得られるよ
うな内容を企画しました。運営はノーム自然環境教
育事務所が行い、10 月に開催しました。
　当日は雨天でしたが、森を散策し、見つけた自然
物を使って遊んだり、講師から自然物の解説を聞い
たりしました。その後、森で見つけた自然物の形や
特徴を生かしながらむしづくりを行いました。
　自然物を観察したり、講師の解説を聞いたりする
ことで自然環境への理解を深め、環境保全への意識
を育む機会になりました。

環境アドバイザーによる学習会

森散策の様子

むしづくりの様子

表５- １- ４　環境アドバイザー派遣実績
令和６年度 令和７年度

派遣人数 138 人 136 人

受講者数 3,018 人 2,853 人

（令和７年 11 月末時点）
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福井県環境政策課

『環境教育』

（８）環境教育情報の発信【環境政策課】
　福井県環境政策課のホームページでは、自然体験
や環境学習会などの情報を発信しています。特に、
小学生向けの事業に関しては当日の活動の様子を環
境教育教材としてYouTube で配信しています。今
後も引き続き、県民が幅広く活用できる環境教育教
材のデジタルコンテンツ化を進めます。

環境教育『小学生の活動』（福井県ＨＰ）
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（１）県民の環境美化活動
① クリーンアップふくい大作戦【環境政策課】
　地域の環境保全に関する県民意識の啓発を図るこ
とを目的として、平成４年度から、県内一斉に住民
が主体となって美化活動を行う「クリーンアップふ
くい大作戦」を実施しており、平成 17 年度からは、
季節ごとに年４回の統一行動期間を設け、市町や自
治体などが一体となって地域ぐるみの美化活動を実
施しています。
　これらの取組みに加え、令和４年度から、海ごみ
の発生防止をテーマに、県内河川の上流域から下流
域ならびに海岸等において、住民・企業・団体など
が清掃を行う「ふくい海ごみゼロチャレンジ」を実
施しています。令和７年度は県内すべての自治体と
連携し、12 月時点で 13,000 人以上の県民が清掃活
動に参加しました。

② 自然公園の美化【自然環境課】
　自然公園美化思想の一層の普及を図るため、環境
省では８月の第１日曜日を「自然公園クリーンデー」
として位置付け、全国の自然公園を対象とした大規
模な美化清掃活動を実施しています。
　実施にあたっては、関係市町その他の団体との連
携のもと、地域の一斉清掃などを行っています。

（１）河川環境美化、河川愛護月間【河川課】
　河川環境美化については、地域住民等による活
動の広報等を行う「川守」推進事業を展開すると
ともに、地域住民団体等が行う草刈活動への補助
を行う「地域をつなぐ河川環境づくり推進事業」
により良好な河川環境の創出に努めています。
　また、毎年７月の河川愛護月間には、県庁ホー
ルにて河川愛護のパネル展を実施し、河川愛護に
関する意識の啓発を行っています。

（２）緑と花のふるさとをつくる運動【森づくり課】
　県では観光客を美しい景観でおもてなしするた
め、駅や観光地などで緑や花、花木による景観づ
くりに意欲的に取り組む団体に対し、費用の一部
を補助する「緑と花のまちづくり支援事業」を創
設しました。令和７年度は、県内全域の 17 団体を
支援しています。
　また、各地域で緑や花について学ぶ研修会の開
催や、地域団体が主催する研修会へのアドバイザー
派遣などを通じて、緑化や花づくりに取り組む人
材の育成を進めています。

２　活力と資源が最大限に活かされる地域づくりの促進

３　環境に配慮した活動の促進

ふくい海ごみゼロチャレンジ2025
（美浜町 水晶浜海水浴場での清掃活動）

小中学生ワクワク花づくりサポート事業
種まきの様子

　さらに、小中学生を対象に、講師の指導のもと、
種まきから植え付け・管理までの一連の花づくり
を体験する「小中学生ワクワク花づくりサポート
事業」を実施し、若い世代に花づくりの楽しさを
伝える取組みを行っています。
　景観づくりのきっかけから実践まで、幅広い世
代への支援を通じて、美しく誇りあるふるさとづ
くりを推進しています。
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（１）環境活動に関する最新関連情報の提供
　環境ふくい推進協議会では企業等などに対し、
メールマガジンの配信や情報誌等の発行、イベント
の開催などにより環境活動に関する最新関連情報を
提供し、環境活動の資質向上を支援しています。詳
細は、本章第３節 環境情報の収集・提供をご参照
ください。

（２）公害防止協定＊１【環境政策課】
　公害防止協定は、地域の状況や個別事業所の操業
内容に応じたきめ細かい環境保全対策を盛り込むこ
とができ、法律や条例による一律的な規制を補完す
るものとして有効な手段です。
　県では、県が造成し、維持管理する工業団地であ
るテクノポート福井に立地する事業所または広範囲
な地域に環境影響を及ぼすおそれのある事業所との
間で、公害防止協定の締結を進めています。
　協定では、事業所の操業形態等に応じた公害防止
対策を規定するとともに、立入検査や公開の原則、
住民に損害を与えた場合の無過失損害賠償責任につ
いても規定を設け、公害防止対策の実効性の担保な
どを図っています。
　公害防止協定を締結している事業所数は、令和７
年 12 月末現在で計 72 事業所となっています。
　また、多くの市町においても、公害防止協定や環
境保全協定を締結しており、その件数は、令和７年
３月末現在、13 市町 430 件となっています。

第２節　環境を意識した事業活動の推進

１　企業等における環境活動の促進

＊１�公害防止協定：公害防止の一手法して地方公共団体または住民と企業との間で締結される協定をいいます。公害防止協定は、地域に
応じた公害防止の目標値の設定や具体的な公害対策の明示ができるなど、法令に基づく規制を補完する性格があります。

（３）ふくいの環境を守るための資格取得支援事業
　環境ふくい推進協議会の企業または団体会員を対
象として、資格を取得する際の必要経費を支援して
います。対象となる資格は、公害防止管理者等の環
境法令の遵守に役立つ資格や自然観察指導員等の自
然体験教室の内容充実に役立つ資格で、これらの有
資格者を増やすことで福井県の豊かな自然環境の保
全を促進する事を目的としています。
　補助対象となる資格の種類や申請書の様式など、
本事業の詳細については、協議会ホームページをご
確認ください。
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（４）福井県庁環境マネジメントシステム
【環境政策課】

　県では、環境に配慮した社会経済システムの構築
を推進するため、平成 12 年から福井県庁環境マネ
ジメントシステムの運用を開始しました。
　部局ごとに電気・水などの削減の目標値を定め、
目標達成に向けた取組みを積極的に行っています。
　なお、本システムにおいて集計したエネルギーの
使用量は、省エネ法定期報告書により、毎年度国へ
報告しています。

　令和６年度の本システムにおける実績は、表のと
おりです。
　また、取組みの結果は、内部の環境管理委員会お
よび外部の専門家を交えた審査員会での協議を経
て、そのプロセスを含めて公表しています。 

表５-２-１　福井県庁環境マネジメントシステムにおける実績

項　　　目 令和５年度 令和６年度 前年度比
増減率

ガソリン ［kL］ 305.5 282.8 △ 7.4%

軽油 ［kL］ 258.4 261.4 1.2%

灯油 ［kL］ 1432.8 1351.8 △ 5.7%

A 重油 ［kL］ 4152.7 4343.7 4.6%

LPG ［千ｍ3］ 17.4 18.7 7.6%

都市ガス ［千ｍ3］ 331.7 329.3 △ 0.7%

電気 ［千 kWh］ 85152.2 88309.0 3.7%

上水道 ［千ｍ3］ 610.0 559.7 △ 8.2%

地下水 ［千ｍ3］ 1330.8 1402.2 5.4%

可燃ごみ ［t］ 473.2 475.3 0.5%

不燃ごみ ［t］ 87.7 78.7 △ 10.3%

コピー用紙 ［t］ 229.9 218.5 △ 5.0%
　※　対象範囲：本庁、出先機関および教育機関（県立大学・県警本部は除く）
　※　数値は、小数第２位で四捨五入して表示 
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（５）環境配慮した公共事業等の推進【土木管理課】 
　県では、公共工事を行う場合、計画、施工の各段
階で、環境への配慮事項を検討し、実施しています。
特に、一定規模以上の事業の計画段階については、
庁内各課による環境配慮型公共工事検討委員会＊1 を
開催し、多方面の検討を行っています。
　令和６年度には、15 事業について検討を行い、
環境にやさしい方法で今後の事業を実施することと
しています。
　事例として、令和６年度に当委員会に報告された
「福井港丸岡インター連絡道路」について環境配慮
の実施状況を以下に示します。

① 事業の概要
　福井港を起点とし北陸自動車道丸岡 IC に至る延
長約 20kmの地域高規格道路です。広域交流拠点で
ある「福井港」および県下最大の工業団地である「テ
クノポート福井」と北陸自動車道丸岡ＩＣを直結す
る重要な路線です。 

② 歴史的・文化的環境への配慮
　試掘調査の結果、埋蔵文化財が検出されたため、
令和元年度から発掘調査を実施しました。発掘調査
とともに、称念寺を中心として堀に囲まれた「寺内
町」が、室町時代の中頃に発展していたことが判明
し、これらの遺物を事前に保全記録するため、令和
４年度まで発掘調査を実施しました。

③ 廃棄物の減量化、リサイクルの推進への配慮
　路体盛土材として、福井土木事務所が発注した災
害復旧現場で発生した土砂を利用するなど、他の公
共事業で発生する土砂を積極的に利用しました。一
方、当現場で発生した田圃表土は、坂井農林総合事
務所による圃場整備現場に搬出して有効活用に努め
ました。

＊１��環境配慮型公共工事検討委員会：県が行う公共事業について、自主的な環境配慮を行うために、平成 12 年７月に庁内の公共事業
関係課および環境関係課等機関で組織されました。

遺跡遠景

石積み井戸

盛土施工の現場
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（１）環境影響評価
① 環境影響評価制度
　環境影響評価（環境アセスメント）は、事業者が、
土地の形状の変更や工作物の新設など環境に大きな
影響を及ぼすおそれのある事業等の計画や実施に当
たり、その事業が環境にどのような影響を及ぼすか
について、あらかじめ調査、予測および評価を行い、
その結果を公表して、自治体や県民等の意見を聴い
た上で、環境の保全について適正な配慮を講じよう
とするものであり、環境汚染の未然防止のための重
要かつ有効な手段です。
　十分な環境配慮が必要な大規模事業については、
環境影響評価法または福井県環境影響評価条例にお
いて環境影響評価手続の実施を義務付けることによ
り、環境面から、事業者の適切な対応を誘導するこ
ととしています。

② 環境影響評価の実施状況
　令和６年度は、環境影響評価法に基づく「風力発
電所の設置の事業」について、前年度末に送付され
た環境影響評価準備書の審査を行いました。

③ 環境影響評価に関する情報の提供
　環境影響評価に関する制度やこれまでに実施され
た環境影響評価事例に関する情報などを、県の環境
情報に関するホームページ「みどりネット」を通じ
て提供しています。

http://www.erc.pref.fukui.jp/info/assess

（２）環境保全の事前審査
　許認可等において、県が関与する様々な手続きに
際して、環境保全の観点から必要な調整を実施して
います。また、各種事業等の実施の基盤となる計画
策定などに際しても、環境の保全の観点から事前審
査を行っています。

① 許認可等に際しての環境配慮
　国土利用計画法に基づく土地売買等の届出や森林
法に基づく林地開発の許可など、県が関与する許認
可等の手続に際しては、環境に配慮した事業の実施
が行われるように行政指導を行うなど、必要な調整
を行っています。

② 計画策定等に係る環境配慮
　県環境基本条例第 10 条では、県が講ずる施策の
策定および実施に当たっては、環境の保全について
配慮するものと規定しています。
　このため、県では、土地利用基本計画や都市計画
等の策定・実施などに当たっては、環境の保全の見
地からの配慮が行われるよう必要な調整を行ってい
ます。

２　環境影響評価制度の推進【環境政策課】

表５- ２- ３　許認可等および計画策定等に際しての環境配慮の調整件数（令和６年度）

許認可等に際しての
環境配慮

（96 件）

・国土利用計画法に基づく土地売買等届出に係る事業者等への教示
・森林法に基づく林地開発許可申請・連絡調整に係る事業者等への教示
・廃棄物処理法に基づく廃棄物処理施設設置届出等に係る事業者等への教示
・採石法に基づく岩石採取計画認可申請に係る事業者等への教示
・温泉法に基づく温泉掘さく・温泉動力装置許可申請に係る事業者等への教示
・鉱業法に基づく出願に係る事業者等への教示
・基地、埋葬時に関する法律に基づく基地等変更許可に係る事業者等への教示
・大規模小売店舗立地法に基づく届出に係る事業者等への教示

41
3
5
9
4
2
3
27

計画策定等に係る
環境配慮  　　

（19 件）

・公共工事環境配慮ガイドラインに基づく事業の計画段階に係る協議
・公共工事環境配慮ガイドラインに基づく事業の中間報告に係る協議
・公共工事環境配慮ガイドラインに基づく事業の完了報告に係る協議
・都市計画法に基づく都市計画マスタープラン改訂原案等に係る協議

3
9
3
4

合　　　　　　　　　　　　計 113

表５- ２- ２　環境影響評価等審査件数の推移
年　 　　度 R2 R3 R4 R5 R6

環境影響評価法
配慮書 4 1 1 0 0
方法書 5 0 0 1 0
準備書 0 2 0 2 0

環境影響評価
条例

配慮書 0 0 0 0 0
方法書 0 0 0 0 0
準備書 2 0 0 0 0

合　　　　計 11 3 1 3 0
（注）件数は図書送付日を基準に集計しています。
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（１）土地利用の適正化【土木管理課】
① 土地利用の現況
　令和６年度に実施した土地利用現況把握調査の
結果では、令和５年の県土の利用状況は、森林
74.2％、農用地 9.5％、宅地 4.6％です。
　宅地、道路、その他を除いた自然的土地利用が県
土の約 87.1％を占めています。

① 国土利用計画
　国土利用計画は、国、県および市町が長期的な視
点に立って、健康で文化的な生活環境の確保と国土
の均衡ある発展を図ることを基本理念に策定してい
ます。

② 土地利用基本計画
　土地利用基本計画は、国土利用計画（都道府県計
画）を基本とし、５地域（都市地域、農業地域、森
林地域、自然公園地域および自然保全地域）につい
て、土地利用の原則、５地域が重複する場合の調整
指導方針など、土地利用の調整等に関する事項を定
めるものです。この計画では、都市地域や自然保全
地域の特別地区が重複する場合は自然環境としての
保全を優先するなど、自然環境の保全にも配慮して
います。本県では、昭和 50 年５月に福井県土地利
用基本計画を策定し、その後おおむね毎年変更して
います。

③ 土地取引の規制
　地価の急激な上昇等に対する適切な措置を講じる
ため、土地取引を規制する制度として注視区域制度、
監視区域制度および規制区域制度が設けられていま
す。本県では、現在これらに該当する区域はありま
せん。
　また、一定規模（市街化区域 2,000m2、その他の
都市計画区域 5,000m2、都市計画区域外 10,000m2） 
以上の土地取引について、土地の取得者は、契約締
結後２週間以内に利用目的等を知事に届け出なけれ
ばならないことになっています。これを事後届出制
度といいます。この制度では、知事は、届出のあっ
た土地の利用目的を審査し、公表されている土地利
用計画に適合しない場合や著しい支障があると認め
られる場合は、土地の利用目的について必要な変更
を行うことを勧告することができます。
　令和６年は 36 件の届出があり、市町別では福井
市が最も多く 10 件、次いで大野市８件、坂井市・
越前市がそれぞれ５件でした。利用目的別では、生
産施設 13 件、林業７件、商業施設４件、その他（資
産保有など）11 件となっています。地目別では、
林地 23 件、宅地 10 件、田畑５件などでした。

３ 適正な土地利用の推進

（２）国土利用計画および土地利用基本計画等
【土木管理課、中山間農業・畜産課】

　本県では、県土の適正かつ合理的な土地利用を図
るため、国土利用計画法に基づき国土利用計画およ
び土地利用基本計画を定め、また土地取引の規制、
遊休土地の利用促進を行っています。
　さらに、都市計画法、農業振興地域の整備に関す
る法律、森林法、自然公園法、自然環境保全法等の
法律に基づき様々な土地利用計画が定められ、土地
利用規制が行われています。

（％）

86.6

86.8

87.0

87.2

87.4

87.6

87.8

88.0

R5R4R3R2R1H30H29H28H27H26H25H24H23H22H21

87.1

87.2

87.4

87.687.687.687.6

87.787.787.787.787.787.787.7

87.9

その他

宅地

道路

水面・河川・水路

原野

森林

農用地

その他
4.9 ％宅地

4.6 ％道路
3.4 ％

水面・河川・水路
3.5 ％

原野
0.0 ％

森林
74.2％

農用地
9.5％

図５- ２- ４　自然的土地利用面積の対県土面積割合推移

図５- ２- ５　県土の土地利用構成（令和５年）
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　令和７年上半期における届出の件数は 10 件で、
市町別では、福井市５件、南越前町２件などとなっ
ています。利用目的別では、商業施設６件、その他（資
産保有など）４件などとなっています。地目別では、
宅地６件、山林・田２件などとなっています。

④ 遊休土地の利用促進
　事後届出をした土地の所有者などが、取得後２年
以上その土地を未利用のまま放置した場合に、有効
な土地利用が必要と認められたとき、知事は、その
土地を遊休土地である旨を通知します。これを遊休
土地制度といいます。この制度では、所有者に積極
的な活用を求めるため、所有者に土地の利用処分計
画の届出をさせるほか、土地の有効かつ適正な利用
に必要な場合は土地利用審査会の意見を聴いて必要
な措置の勧告を行い、勧告に従わないときはその土
地の買取りの協議を行います。なお、令和６年は、
遊休土地はありませんでした。

⑤ 大規模土地取得等の事前協議
　事後届出が必要な土地取得のうち、大規模な土地
取得（2ha 以上の宅地開発または 10ha 以上のゴル
フ場、スキー場、遊園地等のレクリエーション施設
等の土地取得）を行う場合は、福井県土地利用指導

図５- ２- ６　土地利用計画の概要図

要綱に基づき、土地取得者に対し契約締結前に知事
との事前協議を求めています。なお、令和６年は、
大規模な土地取得の事前協議はありませんでした。

⑥ 農業振興地域の整備に関する法律および
農地法に基づく規制

　各市町の農業振興地域整備計画で農業生産基盤整
備事業が施行された土地等を農用地区域として位置
付け、優良農地の維持・保全を図っています。
　また、農地法では、農地を農地以外のものにする
場合、知事（知事の権限移譲を受けた市町を含む。）
または農林水産大臣が指定する市町の許可が必要で
すが、農用地区域や集団的に存在する農地その他良
好な営農条件を備えている農地については、原則と
して許可できないこととされており、これらにより
優良農地の確保を図っています。

⑦ 地価調査の実施
　一般の土地取引などの価格の指標とするため、昭
和 50 年から地価調査を実施しています。
　令和７年は、７月１日を基準日として、基準地
211 地点を調査しました。その結果、平均変動率は
前年と比較して全用途で▲ 0.5%となり、住宅地は▲
0.5%、商業地は▲ 0.4%と、下落傾向で推移しました。
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（３） 都市計画【都市計画課】
　都市計画は、都市内の限られた土地を建築敷地、
基盤施設用地、緑地等に適正に配置することにより、
農林漁業との健全な調和を図りつつ、健康で文化的
な都市生活および機能的な都市活動を確保しようと
するものです。
　都市計画は、その目的の実現には時間を要するも
のであり、本来的に長期的な見通しをもって定めら
れる必要があることなどから、あらかじめ長期的な
視点に立った都市・地域の将来像やその実現に向け
た大きな道筋（土地利用、市街地整備、自然的環境
の保全等）を示す都市計画マスタープランが策定さ
れています。
　都市計画マスタープランには、都市計画区域＊1

を対象として広域的・根幹的な都市計画に関する事
項を県が定める「整備、開発及び保全の方針（以下「都
市計画区域マスタープラン＊2」という。）」と、都市
計画区域マスタープランに即して、市町域を対象と
して地域に密着した都市計画に関する事項を市町が
定める「市町都市計画マスタープラン＊3」があり、
これらの都市計画に関するマスタープランの適切な
役割分担・相互連携により一体的な都市づくりのビ
ジョンが形成されています。
　本県においては、人口の減少、少子高齢化、財政
の硬直化、環境問題の顕在化等社会経済情勢が大き
く転換し、これまでの急速に都市が拡大する都市化
の時代から安定・成熟した都市型社会に移行してい
く中、より質の高い生活環境を形成し、都市の賑わ
いや潤いを維持・創出していくために、自然環境・
歴史・文化等の地域の個性を守り活かした「魅力的
な都市」、環境・経済・社会的に持続可能な「コン
パクトな都市」を目指して都市づくりを進めていく
ことが、都市計画区域マスタープランの中で示され
ています。

　これら都市計画に関するマスタープランに即して
各種都市計画制度が活用されています。
　例えば、「区域区分」という都市計画の制度があ
ります。これは都市計画区域を、無秩序な市街化を
抑制し、計画的な市街化を図るために、既成市街地
や計画的に市街地整備を促進する「市街化区域」と
農地や里山等からなり市街化を抑制する「市街化調
整区域」区分するものであり、県内では福井都市計
画区域に適用されています。
　また、「地域地区」という制度では、都市計画区
域内における土地の利用を計画的に行うため、建物
の用途・形態、土地の区画形質の変更などの適正な
制限のもとに、居住環境の保全、商業・工業などの
利便増進、災害・公害の予防など、良好な都市環境
の確保を図るために用途地域等を定めており、県内
都市計画区域を有する 14 市町すべてに適用されて
います。また、その他用途地域を補完する地区とし
て、特別用途地区＊4、防火地域＊5 および風致地区
等を適用することができます。
　さらに、地区レベルでは、地区の特性を活かした
市街地環境の維持・形成を図るために、建築物の用
途や形態および区画道路や公園等の地区施設の配
置・規模等に関するルールを規定し、これに基づい
て開発行為や建築物の建築をコントロール（届出・
勧告）する地区計画を適用することができます。
　この地区計画は、６市２町の 34 地区で適用され
ています。また、都市計画区域が指定されていない
地域においても、都市計画区域に準じて必要な土地
利用の規制・誘導が行える準都市計画区域＊6 制度
が平成 12 年の法改正により創設され、本県でも１
区域が指定されています（数字は、令和７年 12 月
末時点のもの）。

＊１�都市計画区域：人口や産業が集積している市街地を含み、一体の都市として土地利用コントロール、市街地の整備および自然的環境
の保全を図っていく区域であり、本県では 11 区域が指定されています。

＊２�都市計画区域マスタープラン：すべての都市計画区域で、平成 16 年５月に策定、平成 26 年２月、令和６年９月に改定されています。
＊３�市町都市計画マスタープラン：９市４町で策定されています。
＊４�特別用途地区：地域の実態に応じてきめ細やかに用途をコントロールするために、用途規制をさらに規制または緩和する制度です。
本県では８市で 15 地区定められています。

＊５�防火地域：市街地における火災の危険を防除するために、防火性能の高い建築物の建築を義務付ける制度です。本県では、防火地域
が４市、準防火地域が７市１町で定められています。

＊６�準都市計画区域：そのまま土地利用を整序し、または環境を保全するための措置を講ずることなく放置すれば、将来における一体の
都市としての整備、開発および保全に支障が生ずるおそれがあると認められる区域において指定します。

⑧ 土地月間における広報活動の実施
　土地関係施策等についての県民の関心を高め、そ
の理解を深めるため、土地月間（10 月）にポスター、

パンフレットの配布などを行いました。
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（１） 環境分野の調査研究
　県では、衛生環境研究センターを中心として、大
気汚染や水質汚濁等について、監視・調査等を行う
ほか、他の公設試験研究機関と協力して環境分野の

第３節　環境情報の収集・提供

１　科学的調査研究と技術開発の推進

調査研究を進めています。環境分野の調査研究は、
対象となる範囲が広く、また短期間では成果を出し
にくいことから長期的な視点で行う必要がありま
す。

表５- ３- １　環境分野の調査研究

① 衛生環境研究センター【環境政策課】
大気や河川 ･湖沼 ･海域および地下水等の環境汚染の発生や拡大を防止するための測定や調査研究、環境
関連技術の開発

〇県内汽水湖の水質動態に関する研究
【令和７～９年度】

湖水流動・水質分布を三次元的に調査・解析することにより、流
入水・湖水の流れがどのように水質に影響しているかを把握・評
価し、今後の水環境保全対策に役立てます。

〇�化学物質対策研究事業　一斉分析調査による化学物質
リスクコミュニケーションの推進�【令和６～８年度】

多種多様な化学物質を同時に分析する手法を新たに導入し、県内
の化学物質の実態を広く把握するとともに、合わせてその情報発
信方法を検討することで、化学物質リスクコミュニケーションに
貢献します。

② 工業技術センター【産業技術課】
県内産業の活性化に向けた様々な分野の研究開発、環境関連技術の開発

〇�田んぼの貯留機能強化による洪水への抑制効果に関す
る研究� 【令和５～７年度】

河川への流出ピーク抑制量、水位低下など、貯留効果の定量化・
可視化を図ることで、洪水に対する田んぼダムの有効性を検証し
ます。

〇炭素繊維複合材料のリサイクルに関する研究
【令和７～８年度】

多様な樹脂成分を含む炭素繊維複合材料のリサイクル技術を開発
します。

〇印刷による太陽電池の作製技術に関する研究
　　　　　　　　　【令和７～９年度】

ウェアラブルデバイスなどへの実装に適した太陽電池の作製技術
を研究します。

③ 農業試験場【園芸振興課】
農薬や化学肥料の使用量を抑え、再生可能エネルギーを活用した環境にやさしい農産物の生産・供給のた
めの研究開発

○スマート農機を活用した水稲有機栽培技術の確立
� 【令和７～９年度】

省力的で誰でも取り組める水稲有機栽培における除草技術および
低コスト有機肥料の施肥技術を開発します。 

④ 若狭湾エネルギー研究センター【エネルギー課】
エネルギー構造の「多層化・多様化」を図るため、国の「水素基本戦略」に沿った水素社会の実現に必要
不可欠な水素の活用方法の拡大と消費量の増大に資する技術を開発

○�ローカル水素サプライチェーン構築に向けた技術研究
事業� 【平成 28 年度～令和 12 年度】

若狭湾エネルギー研究センターが培ってきた、材料改質や分析等
に関する知見・技術を用いて、環境に対する負荷が低い水素・ア
ンモニアの効率的な合成・利用方法に関する調査研究を行います。
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（２）産学官による研究開発支援
【エネルギー課、産業技術課】

　県では、嶺南企業等が、原子力・エネルギー分野
をはじめ、地域産業の活性化や環境、植物工場・大
規模園芸、防災分野に関連して新たに取り組む研究
開発を支援しています。
○嶺南地域新産業創出モデル事業補助金

【若狭湾エネルギー研究センター】
 ・�廃棄する酒粕を利用した加工食品・パッケージ
商品の研究開発� （令和６年度）

 ・�グラフト重合により除臭機能を付与した眼鏡や
布などの開発� （令和６年度）

 ・真空脱水技術を応用した新型浄油装置の開発
（令和５～６年度）

　また、県内外の企業、大学、県が参画する研究開
発および事業化を支援しています。
○成長型中小企業等研究開発支援事業【経済産業省】
 ・�ガラス三軸織を使用した自律型スマート内装材
の開発� （令和６～８年度）

 ・�水素吸蔵合金を使ったモビリティ実現に関する
研究� （令和７～９年度）

（３）環境関連産業に対する支援
【経営改革課、成長産業立地課、産業技術課】

　県では、融資および補助などにより、環境関連ビ
ジネス分野への新規参入や事業拡大に向けた取組み
に対して支援しています。
　また、産業支援機関等と連携し、技術開発や経営
支援施策等に関する情報提供、相談・助言などを行っ
ています。

表５- ３- ２　環境関連産業に対する主な支援

〇企業誘致補助金・企業立地促進資金融資
　投資額・雇用要件がない支援枠や、若者や女性が働
きたくなる環境整備を支援する加算枠のほか、一定の
要件を充足する誘致企業に対する融資制度を設けてい
ます。

【問い合わせ先】
県成長産業立地課 立地支援グループ� ℡ 0776-20-0375

○総合相談窓口
　省エネルギー対策や脱炭素経営など中小企業の様々
な経営課題を解決するため、専門家による経営相談を
実施します（相談無料、事前予約制）。

【問い合わせ先】
公益財団法人 ふくい産業支援センター

OnetoOne サービス推進部
℡ 0776-67-7421

○県内産業価値づくり支援事業補助金
　県内企業のものづくり技術を活かし、脱炭素技術や
ヘルスケアなど成長産業分野（※）における技術開発の
促進や市場拡大による県内産業価値づくりを目的とし
て、オープンイノベーションによる技術開発から販売
促進までを一貫支援します。
※�脱炭素関連技術、ヘルスケア（医療・看護、介護、
未病・スポーツなど）、宇宙、ロボット（生産性向上、
人手不足軽減など）
　
【事業類型】
　・産総研拠点活用枠
　　産総研の研究拠点との研究開発相談
　・可能性調査研究
　　産学官または産総研との連携で行う可能性試験調査
　・技術開発
　　産学官金または産総研との連携で行う研究開発

【問い合わせ先】
県産業技術課 新技術支援室� ℡ 0776-20-0374
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（４）県民・団体・企業等との連携の強化【環境政策課】 
① 環境ふくい推進協議会
　環境保全活動を推進していくためには、県民、団
体、事業者、行政がお互いに協力し合い、取り組ん
でいくことが重要です。
　このため、県では、県民、団体、企業で構成する
環境保全ネットワーク「環境ふくい推進協議会」の
運営を支援し、情報紙の発行やセミナーの開催など
を通じ、環境保全に関する意識の啓発を図ってきま
した。
　環境ふくい推進協議会は、県民が一体となって進
める環境保全に関する県民運動を実践することを目
的として、平成６年 10 月に設立された団体です。
協議会では、環境保全活動の輪を広げるための様々
な事業を展開しています。

　また、環境ふくい推進協議会では、県内における
企業、団体、行政等の環境に関する活動や情報の共
有を図るため、専用のホームページを開設していま
す。各主体が環境に関するイベント情報やお知らせ
を自由に掲載、閲覧することができ、情報共有の場
として活用しています。

環境ふくい推進協議会会員数（令和７年 11 月末現在）

　　　　　企業会員　　207 社
　　　　　団体会員　　126 団体
　　　　　個人会員　　947 人
　　　　　行　　政　　 18 自治体（市町・県）

表５- ３- ３　環境ふくい推進協議会の主な取組み
主な取組み 令和７年度

環境保全活動
促進協働事業

1 協議会会長表彰 6 環境教育推進事業
2 環境セミナー等開催事業 7 プラスチックごみ削減推進事業
3 市町環境連携事業 8 ふくいの環境を守るための資格取得支援事業
4 こどもエコクラブ活動促進事業 9 カーボンニュートラル普及推進事業
5 SATOYAMA国内ネットワーク推進

普及広報事業

1 情報誌「みんなのかんきょう」発行事業
2 ホームページ等による普及広報
3 メールマガジンの配信による普及広報
4 「ふくいっ子に体験して欲しい 50 の自然体験」普及広報
5 各市町環境フェアにおける普及広報

県補助事業

1 環境アドバイザー派遣事業
2 リペア・リユース推進事業
3 家庭の省エネ（デコ活）推進事業
4 ふるさと環境フェア開催事業

団体助成事業 環境ふくい未来創造事業

図５- ３- ４　環境ふくい推進協議会ホームページ画面
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（５）環境に関する表彰
　県では、地域で様々な環境活動を行っている個人
や団体の努力に報いるため、また、今後の活動の励
みとしていただくため、積極的に各種表彰制度に推
薦しています。また、応募形式による表彰制度につ

　県民や事業者の環境への関心を高め、環境への負
荷の低減に向けた取組みを促進していくためには、
環境に関する幅広い情報をわかりやすく、迅速に提
供することが重要です。県では、インターネットや
情報紙など様々な媒体を通じて、環境情報を提供し
ています。

（１）「みどりネット」の整備、運用
　県では、各種の環境情報をデータベース化し、行
政内部での活用にとどまらず、広く県民に提供する
「環境情報総合処理システム」を平成 12 年３月に整
備しました。

２　環境情報の収集と提供【環境政策課】

いても、対象者等に情報提供などを行っています。
　令和７年度において表彰を受けた個人や団体等
は、表５- ３- ５のとおりです。

　このシステムは、大気や水質等の環境状況等の情
報を集約化し、地図や表などにより表示するもので、
インターネットのホームページ「みどりネット」か
ら利用できます。
　みどりネットのアクセス件数 ( ページビュー ) は、
次のとおりです。

表５- ３- ５　環境に関して表彰を受けた個人・団体・企業・学校（令和７年度）
表　 彰　 名 目　　　的　　　等 表　彰　者 被　　表　　彰　　者

環境ふくい
推進協議会会長表彰

環境保全活動に関し、地道にたゆまぬ努
力を続けている個人、団体、学校、企業
で、その活動が賞賛に値する者を表彰

環境ふくい推進協議
会会長

【個人の部】
黒川　英雄� （福井市）
髙橋　健二� （福井市）
【団体の部】
西藤島庭友会� （福井市）
ふくい市民共同発電所を作る会

（福井市）
「小さな親切」運動 敦賀支部� （敦賀市）
万葉リサイクル友の会� （越前市）
坂井市赤十字奉仕団 坂井分団

（坂井市）
【学校の部】
小浜市加斗みどりの少年団（加斗小学校）

（小浜市）
【企業の部】
株式会社田んぼの天使� （越前町）

環境ふくい推進協議
会 功労者表彰

環境ふくい推進協議会の設立 30 周年を
記念して、協議会の発展に尽力いただい
た方々を表彰

環境ふくい推進協議
会会長

畑中　雅博
皆川　陽一郎

愛鳥週間用ポスター
原画コンクール表彰

ポスターの制作過程を通じて野生鳥類に
ついての保護思想を高めるとともに、愛
鳥週間の普及啓発を図るため優秀作品を
表彰

福井県知事
【知事賞】
山下　花音� （福井市和田小学校）
石黒　香音�（福井大学附属義務教育学校）

「みどりの日」自然
環境功労者大臣表彰

自然環境の保全に関し、顕著な功績が
あった者（又は団体）を表彰 環境大臣 幅口　隆一

野村　みゆき

自然公園指導員表彰
自然公園指導員として永年にわたってそ
の職務に精励し、その功績が特に顕著で
ある者を表彰

環境省
自然環境局長 小嶋　明男

表５- ３- ６　みどりネットのアクセス件数
令和４年度 ５年度 ６年度

アクセス件数 3,715,546 2,374,334 2,333,731
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（ＵＲＬ　http://www.erc.pref.fukui.jp/）

１　環境情報のデータベース化

２　環境情報のビジュアル化
　　データベース化された多様な情報を、地図や表等によりビジュアルに表示します。

図５- ３- ８　環境情報総合処理システムの概要

環境情報
データベース

地図形式情報
・大気汚染測定局位置図
・公共用水域水質調査地点図
・騒音環境基準の地域の類型区分図
・悪臭規制地域区分図
・騒音規制地域区分図

表形式情報
大気汚染常時監視調査
公共用水域常時監視調査
海水浴場の水質調査
自動車交通騒音実態調査　等

文書形式情報
福井県環境白書
福井県環境基本計画
衛生環境研究センター年報　等

図５- ３- ７　環境情報総合処理システム（みどりネット）画面
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（２）環境月間を中心としたイベント情報提供など
　環境基本法に定められた６月５日の「環境の日」
を中心とする６月の１か月間は、「環境月間」とさ
れています。県においても、県民の環境問題への関

心と理解を深め、環境の保全に関する活動を行う機
会とするため、６月を中心に様々な行事を取りまと
め、ホームページ等で紹介しています。 

表５- ３- ９　令和７年度「環境月間」の主な実施行事

【県民参加行事】
行　事　名 実施主体（所管） 内　　　　　　容 実　施　日 実 施 場 所

カー・セーブ
デーの実施 交通まちづくり課

公共交通機関や自転車の利用促進と
CO2（二酸化炭素）の排出量削減の
ため、過度な車の利用を控えるカー・
セーブデーを実施。

6月毎週金曜日 県内全域

ふくい SDGs
フェス 未来戦略課

福井県出身の美術家・長坂真護
（MAGO）氏と協働で SDGs を広く啓
発。

６月１日（土）、
２日（日） 西武福井店

クールビズの
実施 環境政策課

冷房時の室温（目安として 28℃）の
適正管理と軽装（ノー上着、ノーネ
クタイ）勤務を実施。

５月１日（木）

～

10月31日（金）

県、市町、
賛同団体・事業所

クリーンアップ
ふくい大作戦 県、市町

６月の統一行動期間に居住地、工場・
事業場周辺等において、清掃、草刈
等を行い、県民、各種団体、行政が
一体となって美化活動を実施。

６月１日（日）

～

６月30日（月）
県内全域

週末天体観望会 自然保護センター
毎週テーマを決めて、季節に応じた
天体の観察と、星座や天体の学習を
行う。

６月毎週土曜日 自然保護センター

自然観察シリーズ 自然保護センター
毎回異なるテーマに沿ったガイドの
解説を聞きながら、自然観察の森を
散策する。

６月毎週日曜日 自然保護センター

第 14 回みどりと
花の県民運動大会

緑と花の県民運動
推進委員会（森づ
くり課）

第 60 回全国植樹祭を契機に展開して
いる「緑と花の県民運動」を推進す
るため、「みどりと花の県民運動大会」
を実施。第 47 回全国育樹祭式典行事
で行われる「緑の贈呈」用苗木の受
渡式や、緑や花に親しむ様々な体験
型イベントを実施。

６月１日（土）、
２日（日）

総合グリーンセン
ター

九頭竜湖コクチ
バス一斉駆除 水産課

漁協、漁連、ダム管理者、福井県内
水面総合センターと協力し、コクチ
バスの駆除を実施。

６月11日（火） 九頭竜湖

環境科学体験教室
2025

衛生環境研究セン
ター

地球温暖化や水環境について学べる
体験型のイベントを実施。 ６月21日（土）

福井県児童科学館
（エンゼルランドふ
くい）
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【普及啓発事業】
行　事　名 実施主体(所管) 内　　　　　　容 実　施　日 実 施 場 所

広報活動 福井県
新聞、テレビ、ラジオ、広報誌、
SNS 等で環境月間の趣旨や、環境美
化・保全に対する PRを実施。

環境月間中 県内全域

環境月間
パネル展 環境政策課

気候変動適応や省エネに関するパネ
ルを展示し、地球温暖化防止に向け
た意識啓発を実施。

６月17日（火）

～

６月22日（日）
福井県立図書館

マイボトル運動
街頭 PR 循環社会推進課 マイボトル運動チラシをハピライン

福井駅西口で配布し、PRを実施。 ６月２日（月） ハピライン福井駅

プラスチックごみ
削減に関する啓発
パネル展

循環社会推進課 マイボトル運動や海洋プラスチック
ごみ問題に関するパネル展示を実施。

６月２日（月）

～

６月６日（金）
県庁ホール

プラスチックごみ
削減フォトコンテ
スト 2025

環境ふくい推進協
議会（福井県循環
社会推進課）

プラスチックごみ削減に向けた取組
事例の実践を促すため、抽選でプレ
ゼントが当たるフォトコンテストを
開催。

６月１日（日）

～

８月31日（日）
―

ポイ捨て
ストップ
キャンペーン

循環社会推進課
自動車運転者や施設の利用者に対し、
プラスチックごみポイ捨て防止にか
かる広報チラシと啓発品を配布。

年間 県内全域

【監視・指導強化】
行　事　名 実施主体(所管) 内　　　　　　容 実　施　日 実 施 場 所

環境パトロール

循環社会推進課
各健康福祉センター

工場・事業場、廃棄物処理施設、道路、
河川、海岸等のパトロールを実施す
る。

年間 県内全域

自然環境課 自然公園内およびその周辺の違法行
為等の監視を行う。 環境月間中 国立公園・国定公

園・県立自然公園

スカイパトロール 循環社会推進課
県警本部航空隊

県警ヘリ「くずりゅう」による空か
ら廃棄物の不法投棄等発見のための
監視パトロールを実施する。

６月９日（月） 県内全域

環境犯罪取締り 県警本部生活環境課
県下各警察署

廃棄物の不法投棄、野外焼却事犯等
の環境事犯の取締りを実施する。 年間 県内全域

隣県（石川・滋賀・
岐阜）との合同路
上検査

循環社会推進課
各健康福祉センター

福井県と隣県との県境付近において
産廃積載車両の路上検査を実施する。 年間 福井県と隣県との

県境
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表５- ３-10　令和６年度 環境関連刊行物
刊行物の名称 発行状況 頁 数 発行部数 備　　　　　考

みんなのかんきょう 30 周年記念特別号
（第 77 号） 年 1回 21 2,500 環境ふくい推進協議会情報誌

ふくいっ子に体験してほしい 50 の自然体験
＋地球温暖化を防ぐ 10 のできること 年 1回 26 6,000 令和７年度からは電子配布へ移行

令和６年度版　環境白書 年 1回 156 350

令和６年度版　環境白書（資料編） 年 1回 119 50

令和５年度 公共用水域および地下水の水質
の測定結果報告書 年 1回 103 HP 公開

令和７年度 公共用水域および地下水の水質
の測定に関する計画 年 1回 51 HP 公開

FUKUTEKI- 気候変動適応センター通信 - 年 4 回 4 2,000

福井県認定リサイクル製品パンフレット 年 1回 16 900

令和５年度衛生環境研究センター年報 年 1回 80 70

福井県衛生環境研究センター公式 note 随時 10 HP 公開

令和６年度福井県鳥獣保護区等位置図 年刊 図 1枚 2,000

福井県自然保護センター研究報告
　　　　　　　　　　「キコニア第 28 巻」 年 1回 166 400

令和６年度年報（福井県自然保護センター） 年 1回 38 350 福井県自然保護センター事業概要

海遊（活動の記録）第 25 号 年 1回 52 HP 公開 福井県海浜自然センター事業概要

自然保護センター行事案内 年 1回 2 2,000

海浜自然センター行事案内 年 1回 8 HP公開

海浜自然センター行事案内（カレンダー） 年 1回 1枚 1,200

自然保護センターリーフレット 随時 2 1,000

自然保護センターニュース 年 4回 4 HP公開

福井県里山里海湖研究所リーフレット 随時 4 500

福井県里山里海湖研究所年報 2024 年 1 回 44 400 福井県里山里海湖研究所事業概要

年縞博物館　広報三つ折りパンフレット 随時 2 12,000

年縞博物館　特別展副読本 随時 17 18,000

福井県年縞博物館年報　第 6号 年１回 50 200 福井県年縞博物館事業概要

（３）刊行物
【環境政策課、循環社会推進課、自然環境課】

　水、大気、自然、廃棄物等の様々な環境の課題や、
県の取組み等について、情報紙やパンフレット等の
刊行物の作成 ･配布を行い、環境に関する情報を提

供しています。また、これら刊行物の一部は、県や
環境ふくい推進協議会のホームページ、みどりネッ
トにも掲載しています。
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令和７年度版環境白書では、本編冊子には、資料編を掲載しておりません。
下記の資料編データは、「みどりネット」ホームページに掲載しますので、こちらをご覧ください。
URL　http://www.erc.pref.fukui.jp/
また、資料編の冊子をご希望の方は、環境政策課までご連絡ください。
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  0776-20-0301（直通）
 ﾌｧｸｼﾐﾘ 0776-20-0734
 E-mail kankyou@pref.fukui.lg.jp

　

【表紙の写真】　足羽川の桜並木（写真提供：公益社団法人 福井県観光連盟）

　　　　　　　　　　 　　
令和８年３月発行

発行　福井県（エネルギー環境部環境政策課）

表紙、図表、写真については、著作権法上認められた場合を除き、転載をお断りします。
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再生紙を使用しています。
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